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「栄養表示と健康強調表示：世界的な制度の現状」
日本語版の出版について

世界保健機関 World Health Organization : WHO の出版する、Corinna Hawkes 著『栄

養表示と健康強調表示：世界的な制度の現状』Nutrition labels and health claims : the

global regulatory environment, 2004を入手し、一読して驚いております。それは、世界

の状況と日本のそれとは余りにも懸け離れているからです。

健康強調表示 health claims は、米国が1990年に発表すると、日本はそれに引き続いて、

1991（平成3）年に、特定保健用食品 foods for specified health uses, FoSHU 制度を発足さ

せ、1993（平成5）年には、世界に先駆けてその第1号商品を誕生させています。いわゆる機

能性食品について、ヒト試験を実施し、保健の目的が期待できるものとしています。この場合、

“食品”と食品の関与成分（いわゆる成品 supplements）について検証が行なわれています。

しかし、これらのことは殆ど諸外国には知られていないようです。

日本においては、食品と医薬品との区分、“食薬区分”が明確でなく、いわゆる健康食品、

健康補助食品、栄養補助食品、成品 supplements などについて、その定義は設定されており

ません。米国は、食品と医薬品との中間に存在するものとして、1994（平成6）年に、健康補

助成品 dietary supplements を定義して法制化しました。欧州などは、これからハーブ

の一部を除外して、食品補助成品 food supplements としています。そして、健康強調表示な

どは、これらの supplements に実施されているとのことです。

一方、栄養成分表示は、米国に平行して1975（昭和50）年から、Japanese Standard of

Dietetic Information, JSD制度（日本栄養食品協会の自主制度）として実施し、また、FAO

/ WHO Codex に準拠して、1996（平成8）年からは食品の栄養表示基準制度として施行し

ています。しかし、殆どの日本人は“栄養表示”について、理解していないし、活用しようとも

していません。

現在は、情報の時代とも言われています。それなのに、なぜ、日本の状況が正しく世界に紹

介されていなかったり、また、世界の状況がなぜ、正しく日本に知らされていないのでしょう

か。また、世界的な状勢に整合しようともせず、日本独自のあり方を維持していこうとしている

のでしょうか。このような状況を理解し、一日も早く是正していく意味からも、本書の日本語訳
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を作成して、広く読んで貰うことは絶対的に必要なことではないかと痛感していました。

このような時に、当協会の特定保健用食品部の技術部会に関連の人達、浜野弘昭、土田博、

中村正裕らが日本語訳を作成したいと言ってきました。そこで、WHOから正式な了解を得

て、日本語訳の作成にあたりました。ワーキンググループの約30名の人達によって、ボランティ

ア活動の一環として、日本語訳が作成されました。

本書の日本語訳が、日本人に幅広く読んで頂き、その内容が理解されて、日本における健

康強調表示は勿論のこと、栄養表示についても、世界的レベルに整合していくことを願ってい

ます。

本書の日本語訳の作成にあたり、御許可下されたWHO並びに著者のCorinna Hawkes氏

に感謝致します。また、日本語訳に関与されたワーキンググループの各位、さらには、出版に

あたりいろいろと御苦労された関係各位に感謝する次第です。

2006（平成18）年５月吉日

（財）日本健康・栄養食品協会

理事長　細谷 憲政
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「栄養表示と健康強調表示：世界的な制度の現状」
日本語版の作成にあたって

2004（平成16）年５月、第32回コーデックス食品表示部会会議において、長年の懸案であ

った「栄養および健康強調表示の使用に関するガイドライン」がステップ８として合意され、同

年のCAC総会で正式に採択されました。これを受ける形で、同年11月ドイツのボンで開催さ

れた第26回栄養・特殊用途食品部会会議で、「健康強調表示の科学的根拠」についての議論

が実質的に、本格的に取り組まれることになりました。その時同会議場で、WHOより本書（英

語版）が紹介されました。

本書には、栄養表示ばかりでなく健康強調表示をとりまく制度について、世界的な視点から

の解説が行なわれております。国際的、地域別、国別に、それぞれの制度の現状が説明され

ています。また、それらを集積したり分類したりして、74か国について、あるいは地域別に、

制度の比較検討を行なっております。それと同時に、栄養強調表示や健康強調表示の制度を

導入するにあたっての問題点、さらには健康・栄養政策上の問題は勿論のこと、考慮される

貿易障壁の問題等にまで言及しております。

一方、現在の日本においては、（財）日本健康・栄養食品協会の特定保健用食品部技術部会

のワーキンググループが、その活動テーマとして「特定保健用食品制度のあり方」や「保健の

用途の拡大」等の検討を取り上げております。

第26回栄養・特殊用途食品部会会議に出席した同ワーキンググループのメンバーは本書の

意義を理解し、その内容を日本の関係者に知って貰う必要があると考え、関係方面の了解の

もとに、同協会の特定保健用食品部技術部会の活動の一部として、日本語訳を作成すること

を企画致しました。また、読み易い本を作成するということから、印刷、製本等を株式会社医

療企画に依頼することに致しました。

本書が、栄養表示や健康強調表示制度等に関与する行政担当の方々、業界関係者、栄養

の実際活動に関与している方々、さらには、栄養関係の研究者等に幅広く読んで頂ければ望
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外の喜びです。

本書の日本語版の出版にあたり、WHOより正式な了解を得るためにご尽力頂きました（財）

日本健康・栄養食品協会理事長、東京大学名誉教授 細谷憲政先生に深く感謝申し上げます。

また、制作にあたりご協力を頂きました株式会社日本医療企画にも厚く御礼申し上げます。

平成18年５月

（財）日本健康・栄養食品協会 特定保健用食品部

技術部会長 土田　博（明治乳業株式会社）

副部会長 真鍋　栄一郎（大正製薬株式会社）

翻訳／監修 中村　正裕（日清オイリオグループ株式会社）

浜野　弘昭（ダニスコジャパン株式会社）

（大和薬品株式会社）

安西　正弘（大塚食品株式会社）
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謝辞

最初に、この仕事を与えてくれた前WHO・非感染症および精神衛生担当のペッカ・プ

スカ博士（Dr. Pekka Puska）とデレク・ヤック博士（Dr. Derek Yach）に謝辞を表しま

す。マーク・ローレンス博士（Dr. Mark Lawrence）には、この資料集を精査の上、実に役

立つ補足を与えていただき、感謝に耐えません。ドリット・ニッァン・カルスキ博士（Dr.

Dorit Nitzan Kaluski）にも、栄養表示に関する章に目を通して意見をいただき、助かり

ました。Codex 食品表示委員会の2003年の会議参加者とそのほか多くの情報提供者の

方々から与えていただいた数々のご見識なくして、この報告書は日の目を見なかったでし

ょう。特に、A・M・ド・アキノ（A.M. de Aquino）、ニルス‐ゲオルグ・アスプ（Nils-

Georg Asp）、ドゥニーズ・コイティーニョ（Denise Coitinho）、キャス・ダルメニー

（Kath Dalmeny）、パトリック・ドゥボイザー（Patrik Deboyser）、ウィム・ヴァン・エ

ック（Wim van Eck）、マイケル・ヒースマン（Michael Heasman）、イレーネ・ヘラー

（Ilene Heller）、ビル・ジェフリー（Bill Jeffery）、N.-S・クワック（N.-S. Kwak）、ダーウ

ィン・ライ（Darwin Lai）、ピーター・リーネ（Peter Liehne）、バーバラ・モレッティ

（Barbara Moretti）、エリザベータ・レシーン（Elisabetta Recine）およびメラニー・ラフ

ェル（Melanie Ruffell）の諸氏に感謝します。また、アメリア・ワックスマン（Amelia

Waxman）からは本資料の構成について、編集と全般的指導とともにアドバイスをいただ

き、ありがとうございました。最後になりますが、アリソン・ロウ（Alison Rowe）には

報告書の編集、ケリー・ラピン（Kelly Lappin）には事実検証、イングリッド・ケラー

（Ingrid Keller）には編集作業にかかる手助け、ヴァネッサ・キャンディアス（Vanessa

Candeias）にはポルトガル語翻訳、デイヴィッド・ポーター（David Porter）には出版業

務の管掌について、謝意を表します。おかげで充実した内容に仕上がりました。誤りや看

過した点はすべて、筆者の責です。

コリナ・ホークス（Corinna Hawkes）
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略号

ANIVISA Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria（ブラジル衛生監督局）

ANZAFA Australia New Zealand Food Authority（オーストラリア・ニュージーラン

ド食品規格）－FSANZから改称

BVP Bureau de Verification de la Publicite（フランス広告基準局）

CAC Codex Alimentarius Commission（Codex食品規格委員会）

CIAA Confederation of the Food and Drink Industries of the European Union（EU

食品飲料産業同盟）

FDA Food and Drug Administration（アメリカ食品医薬品局）

FDAMA Food and Drug Administration Modernization Act（食品医薬品行政近代化

法）

FOSHU Foods for Specified Health Uses（特定保健用食品）

FSANZ Food Standards Australia New Zealand（オーストラリア・ニュージー

ランド食品基準）

FUFOSE Functional Food Science in Europe（ヨーロッパ機能性食品科学）

FTC Federal Trade Commission（アメリカ連邦取引委員会）

GCC Gulf Cooperation Council（湾岸協力評議会）

ILSI International Life Science Institute（国際生命科学協会）

QUID Quantitative Ingredient Declaration（量的原材料表示）

略号



要旨

消費者は、購入する食品について幅広く様々な情報を集めている。家庭内の知識、学校

教育、マスコミ、広告…これらすべてが、食品の持ついろいろな特徴に関する情報を伝え

ている。情報は食品の商品ラベルに記されていることもある。健康の観点からは、このラ

ベル表示にある栄養成分と健康利益についての情報が特に重要である。食品に関わるこう

した情報には二つのタイプがある。それは、「栄養表示」と「健康強調表示」であるa。a

食品の栄養表示と健康強調表示は、消費者に情報を提供することによって、公共の保健

政策の目的達成に潜在的に貢献する可能性がある。栄養表示は食品の栄養成分情報を、健

康強調表示（健康強調表示とは、食品やその構成物あるいは栄養成分と望ましい健康状態

を関連付ける表現を意味する）はある食品や栄養素の栄養上、健康上の利点に関する情報

を消費者に与える。

この栄養表示、健康強調表示をとりまく世界的な制度の現状に関する展望を行った目的

は、国際的、地域別、各国別それぞれの制度の現状を概観すること、過去から未来にわた

る制度の変遷を描き出すことである。国際的、地域別、各国別の制度を集積分類し一覧表

にまとめ、そして互いに異なる74か国、地域の制度の比較を行っている。また、成分の量

的な表示（食品中の健康的な、或いはそうではない成分の比率を消費者に示す情報）につ

いての制度にも検討を加えた。また、もう一つの目的は、こうした法制度を立案し実施す

る様々な方法を概括し、またいくつかの公共保健政策に関連する諸課題に光を当てること

である。

国際的なレベルでは、栄養表示と健康強調表示は、国際食糧農業機関FAOと世界保健機

関WHO共同の食品規格計画であるCodex食品規格委員会が策定したCodex食品規格、すな

わち一連の国際規格とガイドラインおよび関連条文に含まれている。このCodex食品規格

の目的は、消費者の健康を保護し、国際的な食品の貿易が公正に行われるようにすること

要旨 7

要
旨

a この調査では、一国レベルでの栄養表示についての詳細検討は含めなかった。また、サプリメントのラベル表示、健康強調表示や
食品につける「標識マークsignposting mark」、「健康選別記号healthier choice mark」なども除外した。

要旨
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にある。Codex食品規格を導入するかどうかは任意であるが、世界貿易機関WTOは、これ

を国際貿易や貿易紛争の際に準拠するものと考えている。

Codex食品表示部会は、栄養表示と健康強調表示のガイドラインを策定しており、栄養

表示に関して三つの基準、ガイドラインを策定した。「包装食品の表示に関する一般基準」

では、基本原則として、表示は虚偽、欺瞞や誤解を招くものであってはならないとしてい

る。「栄養表示のガイドライン」では、栄養効果をうたっていなければ、栄養表示は任意

でよいとしている。「特殊栄養用途の包装食品の表示と強調表示に関する一般基準」では、

特殊栄養用途食品にあっては、全て栄養表示が求められるとしている。

健康強調表示に関して、Codex食品規格の「表示の一般ガイドライン」では、食品は虚

偽、欺瞞や誤解を招くような表示がされてはならないとの原則を確立している。同様に

「栄養強調表示の使用に関するガイドライン」もあるが、現時点では健康強調表示のガイ

ドラインはまだ立案段階である（訳者注１参照）。

ここで検討に参加した多くの国や地域では、なんらかの形で栄養表示を求める法制度が

既にあるか、あるいは策定が進められている。国が表示規制を定める目的として典型的な

ものは、消費者に情報提供する、消費者が健康によい選択をできるよう援助する、食品メ

ーカーが健康によい食品を製造するよう奨励する、などである。採り上げた大部分の国は、

栄養表示は任意であるが、当該食品が栄養効果を謳ったり、特殊栄養用途である場合はこ

の限りではない。多くの国でそうであるということは、Codex国際食品規格が国際的な標

準化に影響力をもたらしていることの反映と見てよかろう。しかしながら、栄養表示につ

いての詳細では、国と国による相違が少なからず見られる。いかなる形であれ制度のない

国もあるが、栄養表示を義務付ける国の数は増加している。費用対効果分析によると、保

健医療費用の節減額は、表示義務により生じる費用を上回っている。

国によって、制度で定めた表示の書式は様々である。Codex国際食品規格の要請に従っ

要旨

訳者注１：健康強調表示のガイドラインは、2004年5月第32回コーデックス食品表示部会において、これまでの栄養強調表示の使用
に関するガイドラインを修正し、「栄養および健康強調表示の使用に関するガイドライン」として最終合意がなされ、同年
7月第27回コーデックス委員会において承認、採択されている。



て表示する際には、エネルギー、脂質、たんぱく質、炭水化物をラベルに列記することと

している国もあれば、10種にのぼる栄養表示が求められる国もある。現在のCodexガイド

ラインでは、トランス脂肪酸の表示をすべきかどうかは各国政府で決定することを勧告し

ており、表示する国の数は増加している。また、国によって栄養素を数量化する方法もま

ちまちである。

ラベルの表示は、消費者が即座に理解できる書式でなければ、かえって混乱を招きかね

ない。消費者の理解度が高いことを示す調査もあるとはいえ、ヨーロッパと北米の調査で

は、書式によっては消費者がラベルに書かれた情報を理解するのに困難な場合があるとす

る調査結果もある。たとえば、ナトリウムと塩分の関係など、ラベルに書かれた栄養成分

量を判断する場合などには、理解に混乱が見られることがある。

多くの国で行われた調査をみると、消費者の多くは栄養表示を歓迎しており、食品の選

択、特に初回購入時は重要だと考えている。ラベルを読む人は、商品比較のため、また脂

肪とカロリーがその食品にどれくらい含まれているかを知るために読んでいることが多い。

ラベルの表示を活用しているのはもっぱら特定層、すなわち若年層、女性、高学歴層、も

ともと栄養と健康に関心があった層である。このことは、栄養表示を公共保健政策の手段

として活用する際の制限要因となろう。しかし栄養表示の制度が、食品会社に保健上問題

のある栄養成分を減らした食品をもっと生産する方向に導くのであれば、それがもたらす

恩恵は全人口に及ぶとする指摘もある。

国際的にも一国の範囲でも、健康強調表示制度は発展的な段階にあり、国や地域による

違いは非常に大きく、また、健康強調表示そのものについても幾つかの異なったタイプの

表示がある。このように差異は明らかであるものの、実際的には、それら全て連続体をな

している。Codex食品規格ガイドラインの草案では、「栄養素機能（nutrient function）」、

「その他の機能（other function）」、および「疾病リスク低減（reduction of disease-risk）」

に関する健康強調表示を含むことを認めるものになるであろう。ここで採り上げた国や地

域の中では、健康強調表示に特化した制度をもたない比率が一番高く、僅かの差で、表示

中に疾病への言及を認めない国が次いでいる。明確な「疾病リスク低減」表示や「個別製

要旨 9
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品型（product-specific）」の健康強調表示が許されているのはごく少数だが、より多くの国

では「栄養素機能」や「その他の機能」の表示が認められている。また、広告における健

康強調表示の使用については、国によっては健康強調表示の制度の中で、あるいは広告と

健康に関わる規制の範囲内で実施している。

現時点では、健康強調表示はCodex基準やガイドラインに含まれていないが（訳者注１参照）、

Codexの「表示の一般ガイドライン」には、いかなる表示も誤解を招くようなものであっ

てはならないことが明記されている。この原則は、明確な健康強調表示制度を持たない国

においても、消費者保護や競争に関する法律においてそのような表示を禁じていることか

ら、同様に適用される。それにもかかわらず、健康強調表示を禁止したり許可したりする

制度がなく、いわゆる「誤解を与えるような」健康強調表示が蔓延するという経験をした

国は数多くある。こうした健康強調表示は、内容が間違いなく正しいものであってさえ、

商品特性について消費者が明確な判断をできない場合もある。健康強調表示を完全に禁止

する、あるいは疾病に触れることを禁止しても、誤解を与えかねない表示が行なわれるの

を完全に防ぐ有効な手だてにはならない。こうして科学界と法曹界では、明確な制度の枠

組みこそ、曖昧で紛らわしい表示の防止への解決策であるということで意見の一致を見つ

つある。

Codexガイドライン草案では、健康強調表示は次の場合にのみ認めるべきだとしている
（訳者注１参照）。すなわち、表示が各国の保健政策に沿った内容であること、科学的証拠がある

こと、疾病予防を示唆していないこと、不健康な食事習慣を助長しないこと、そして食事

全般との関連で表現しているものであることである。行政当局の間では、健康強調表示が

謳う利益は科学的根拠に基づくものでなければならないという点で、概ね見解が一致して

いる。しかしながら、規制という観点からは明らかに複雑な分野である。科学的証拠につ

いての基準は、「第三者的立場にあって適格な科学者の間で広く見解が一致」、あるいは

「科学的合意が確立した」といった厳正なものであることもあれば、もっと緩やかに「逆

の証拠や反対論よりは重きをなす科学的証拠」としたり、ラベルに限定的な表示を認めた
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りしていることもある。こうした基準の違いによって、認められる健康強調表示の範囲が

違ってくるし、当局から許可を得るのに要する時間も異なり、食品メーカーに健康強調表

示を申請させるのに必要な動機付けの方法も変わってくる。

その他にも、健康強調表示の規制については、論争の多い分野がたくさんある。その好

例は、まともに疾病について言及する健康強調表示であろう。疾病に直接表現で触れる表

示を禁止している国では、禁止の理由は、そういう表示をすることでその食品があたかも

病気をなんらかのかたちで治したり、手当てしたり、予防するかのように（不正確に）示

唆することが危惧されるからであるとしている。食品の健康増進やリスク低減という性質

に言及する表示を認めるために、疾病予防という直接表現ではなく、「疾病リスク低減」と

いう概念が考え出された。このタイプの強調表示は、健康強調表示に関するCodex食品規

格ガイドライン草案では認められることになるであろう（訳者注１参照）。

最新の健康強調表示Codexガイドライン原案では、ラベル表示とともに広告へも適用さ

れるはずであった。しかしながら、この事案に関する論争は、主としてCodex委員会がそ

のようなガイドライン草案を拒否したことに起因している。原案への反対意見は、広告は

ラベルの表示とは別の規制であるべきであるという考え方によるものであった。しかしな

がら、広告はラベルの表示とは相補い合う関係にあり、また、「誤解を招く強調表示から

消費者を護るのに重要な」ものであるという考え方から、広告にも関わる条項を追加する

ことついてはかなりの支持があった（訳者注２参照）。

商業的には、健康強調表示をすることで得られる成果は一様にはいえない。ヨーロッパ

やアメリカ合衆国の場合では、こうした表示が市場占有率を増やした証拠が見られるよう

ではあるが、健康強調表示をして市場的には明らかな失敗だったものもある。健康強調表

示に示す効果の証拠を集めて提出することは容易なことではない。健康強調表示は各種の

栄養食品の売り上げを増加させ、健全な食習慣と矛盾がないと証明できるという専門家も

いれば、健康強調表示が健全な食品選択になんらかの有益な影響を与えたという証拠はほ
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にあっては、宣伝における栄養および健康強調表示の使用に関するものである」として2004年に採択されている。
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とんど見られず、健康強調表示が公共の健康状態を改善し、社会の全てのセクターの利益

になっているかどうかには疑問の余地がある、という専門家もいる。

健康強調表示によって健康によい商品の選択と消費を奨励することもあるが、同時に特

定の食品や栄養成分の過剰摂取を促進するという予期せぬ効果を及ぼすこともある。こう

した潜在的な問題は、現行の制度上でも認識されており、健康強調表示は「食事全体と関

連して」なされなければならないとか、「表示されている利益はその食べ物の常識的な分

量の摂取で生じるものでなければならない」ということが定められている。規制の観点か

らこれよりはるかに論議の多い問題は、健康強調表示がされている食品の「栄養成分組成

（プロフィール）」である。菓子類や高塩分で高脂肪のスナック類などの食品に栄養や健康

強調表示を認めた場合、これらの商品の消費が一層増大することを奨励することになり、

これでは健康的な食事について混乱した情報を流すことになるのではないかとの懸念が示

されている。従って、現行の規制や規制案では、特定の栄養成分組成の製品については栄

養や健康に関する強調表示を禁じる仕組みを考案しているが、食品産業側からは、そのよ

うな方法はある食品は「悪い」と示唆するものだという理由でしばしば反対されている。

これに対抗する意見としては、健康強調表示すること自体、ある食品は「良い」あるいは

「より良い」ということを本来意味するのであるから、摂り過ぎに注意しなければならな

い商品には表示すべきでないとの見解がある。

健康強調表示をしてよい食品の種類は国によって異なっている。一般的な食品や栄養成

分ではなく、特定の製品の健康効果に結びつけた個別製品型の健康強調表示を認めている

国もある。これは、そうすることで公共保健に利益をもたらし、また産業の技術革新を促

進できるとの根拠によるとされる。しかしながら、こうした表示は認めてはいけないので

はないかとする議論がある。理由は、そういった表示は、個々の食品ではなく食事全体こ

そ健康への鍵であるという一般原則を侵蝕してしまうからとしている。また、乳幼児向け

食品の健康強調表示には、母乳派から懸念の声が挙げられている。このような表示につい

ての禁止条文はCodexガイドライン草案には含まれている。
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栄養表示や健康強調表示の制度が国毎に異なる場合、輸出業者は輸出相手国毎にラベル

を変えることが必要となるかもしれない。そういう意味で、栄養表示や健康強調表示の制

度は、貿易には制限的にはたらく可能性がある。しかしながら、世界貿易機関（WTO）に

おける貿易に対する技術障壁（TBT）に関する1994年の合意のもとでは、表示制度により

貿易障害が生じる場合は、各国政府はそれが「法律上正当な目的」を持つことを立証しな

ければならない。今日までのところ、この合意に従ってある国の栄養表示、健康強調表示

の法律が正当かどうかを争った例はない。TBTがかならずしもCodexに目に見える形での

国際的な標準化の義務を課してはいないが、その基準とガイドラインは各国が法規制の方

向付けをしたり判断したりする際の指標として用いられている。Codexは、各国が超えて

はならない屋根としての役割を果たしている。そうはいいながら、栄養表示に関するCodex

ガイドラインおよび健康強調表示ガイドライン草案では、各国政府がその国それぞれの基

準を設ける際に一定の柔軟性を認めている。そうすることで、規制を各国特有の栄養や文

化環境に合わせて設計して効果的に運用できるように、また分野によって基準を厳正にし

たり緩やかにしたりできるようになっているのである。

義務的な栄養表示の制度は、Codexガイドラインより厳格なものである。こうした規制

の立案に関与した官僚は、この制度は公共保健の改善と公共的情報提供という「法律上正

当な目的」に基づくものなので、表示の義務化が国際貿易法に抵触するものではないこと

を確信すると言明している。実際、ブラジルは栄養表示の義務化を実施し、地域交易グル

ープである南米南部共同市場MERCOSURの貿易相手国から法的苦情をつきつけられたが、

議論の末、MERCOSURの全構成国が栄養表示を義務化するとの合意に至った。

地域レベルでは、健康強調表示に関する制度ばかりでなく栄養表示規制の協調に向けた

取り組みがなされている。判例では、際立って厳格な健康強調表示規制は貿易障壁として

異議の対象となりえる。ある国で、食品についての健康関連情報を提供するには事前の許

可が必要であると定めたところ、欧州裁判所でこれは必要以上に貿易を制限するものであ

ると裁定された。健康強調表示に関するCodexガイドライン草案は、全ての国家間での貿

易協調を目標にしている。しかしながら、（少数のCodex代表メンバーとオブザーバーによ
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るものであるが、）ガイドライン草案の序文にある「健康強調表示はそれぞれの国の保健

政策に沿ったものでなければならない」という条文は、協調への動きを阻害するとの意見

が表明された。それにもかかわらず、この条文は、現時点では公共保健の増進という観点

から多数派の支持を受けており、それぞれの国での制度策定にあたっては政府に一定程度

の裁量を認めている。

結論として、健康強調表示が食生活や公共保健に及ぼす効果については十分な知見が得

られているわけではないが、栄養表示は、消費者の健康によい食品選択の助けとして有効

な手段になりえるものである。栄養表示や健康強調表示は本来的には健康増進に役立つも

のであり、その制度は実現に決定的な役割を果たすものである。ここでの検討では、各国

は制度の枠組みを構築するにあたり、いろいろな取り組み方を選択できる、ということを

説明している。栄養表示と健康強調表示には、本来的には公共保健を改善する力がある。

この潜在力を最大限に実現するために、こういった制度は、世界各国において長期的な食

生活改善を推進することを基本的目標にして策定されるべきである。

栄養表示や健康強調表示がそれぞれの国の食習慣改善に力を発揮できるかどうかは、そ

の国民による健康によい食品選択のための動機付けと教育に大きく依存している。だが、

これだけでは限界もある。もし大きな変革をもたらすとすれば、個人レベルだけでなく国

民レベルで、増加しつつある食事に関連した非感染性の疾病に取り組む総合的対策の一環

に、栄養表示や健康強調表示対策が組み入れられなければならない。
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序文

消費者は、購入する食品について幅広くさまざまな情報を集めている。家庭内の知識、

学校教育、マスコミ、広告…これらすべてが、食品の持ついろいろな特徴に関するメッセ

ージを伝えてくれる。情報は食品の商品ラベルにも記されていることもある。健康の観点

からは、このラベルにある栄養成分と健康利益についての情報が特に重要である。このよ

うな情報が食品に表示される場合、それらは「栄養表示（nutrition label）」、「栄養強調表

示（nutrition claim）」あるいは「健康強調表示（health claim）」と呼ばれる。

食品の栄養表示と健康強調表示には、公共保健政策を達成する推進力となる可能性があ

る。栄養表示は消費者に、食品の栄養的特性について情報提供し、それによって健康的な

食事を選択できるようにしている。栄養成分一覧もまた、ラベルに記されている栄養強調

表示の科学的証拠を提供する手段になり、食品メーカーが製品の栄養特性を改善すること

を促進する手段にもなる（栄養強調表示とは、栄養成分含有の有無やその含有レベルを示

す記述）。健康強調表示は消費者に、食品や栄養成分が栄養上、健康上の便益をもたらす

という情報を伝えるものである（健康強調表示とは、食品やその構成物質あるいは栄養成

分と望ましい健康状態に関する表示）。こうした表示は、適切に運用されれば、消費者が

きちんとした栄養や健康によい食品を選ぶ助けになりうる。健康強調表示は、食品包装に

書かれており栄養表示よりはるかに読みやすいため、食品企業にとってはこの上ないマー

ケティング手段であり、商品差別化の要ともなる。食品の選択において重要な役割を果た

しているラベルのもう一つの側面は、特定の栄養成分の比率（％）が列記されている量的

原材料表示（quantative ingredient declaration : QUID）である。量的原材料表示は、消費者

が食品中の健康によい原材料の分量を判断評価する手助けとなるので、公共保健政策手段

として考えることもできよう。
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WHOとFAOが最近刊行した、食事、栄養および慢性疾患予防に関する報告書によれば、

栄養表示は、栄養にめぐまれた食品を選び取り入手できるようにするための重要な手段だ

としている
１
。2004年5月に世界保健総会（World Health Assembly）で採択された、食

事、運動と健康に関するWHOグローバル戦略では、食品の内容成分の正確かつ標準化さ

れ、わかりやすい情報が消費者の健康に役立つ選択に資するものであると述べられている
2
。健康強調表示については、この戦略草案で、メーカーの健康関連メッセージ使用が増

えてきており、したがってこうしたメッセージが人々に対し、栄養上の便益やリスクにつ

いて誤認をさせないように図ることが大切である、ということが注記されている。

栄養表示や健康強調表示制度はある程度まで、こうした表示が本来もっている利益がど

の程度実現されるかを決定するものである。表示が義務付けられる場合や栄養情報が一定

の書式で表記されなければならない場合、規制でこれを指定するかたちもとれるし、勧告

するかたちのこともある。健康強調表示制度によって、どういう健康強調表示がどの食品

についてどんな書式でラベルに表記されなければならないかを方向付けすることで、信頼

に耐えうる健康強調表示がおこなわれるよう計ることができる。

この報告書の目指すところは、食品の栄養表示や健康強調表示をとりまく世界的な制度

の現状をよりはっきりと描き出すことである。ここでは、国際的、地域別、国別に、70を

超える国や地域で現在行われている食品の栄養表示と健康強調表示制度ならびにガイドラ

インを検討した。量的原材料表示に関する規制も概観している。栄養強調表示制度につい

ては、国際レベルでの検討にとどめ、国レベルでの詳細研究は行っていない。健康補助食

品（dietary supplements）での健康強調表示に適用される規制については、官または民

間での「標識マーク（signposting mark）」、「健康選別記号（healthy choice mark）」と同様

に検討から除外した。
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国際的な「食品規則」、Codex食品規格（以下、Codex）については、特に注意を払って

述べることにする。Codexには、栄養表示、栄養強調表示、量的原材料表示のガイドライ

ンおよび健康強調表示のガイドライン草案が含まれている。これらの基準は、本質的には

任意のものであるが、各国で制度を決める場合の目安になっており、国際貿易や貿易紛争

が起こった場合の準拠となる取り決めと目されている。WHOは、Codex食品規格委員会

に、その食事、運動と健康に関するグローバル戦略草案に沿ったかたちで、食品の健康基

準を改善するような行動計画について全面的な検討を行なうよう勧告している（執行会議

決定 EB113.R7）

本報告書の構成は以下のとおりである。第１部では、制度を検討するに当たって用いた

方法論的枠組みを概説する。第２部では、Codexのガイドラインが現在どういう位置づけ

であるか検討する。第３部では、栄養表示、量的原材料表示、および健康強調表示に関す

る制度を国、地域別に検討する（広告中の健康強調表示も含む）。これらの制度策定を解

説する事例研究をBox（囲み記事）に配しておく。第４部では、Codex食品規格委員会や

地域共同体や各国での、ガイドラインや法令の立案、施行にあたってどのようなことが起

きたのかを解説している。貿易に関係する問題もここに含まれる。第５部では、これらの

知見から導かれた結論を述べる。

序文 21
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目的と方法論

第

１
部

1.1 目的

本報告書の主たる目的は、栄養表示と健康強調表示制度の現状を検討すること、およ

び過去および現在の進展状況を描き出すことである。ここでは、国際的、地域別、各国

ごとの制度を、集積分類、一覧化し、制度体系ごとの違いの比較を行っている。二次的

な目的は、こうした制度の策定と施行にあたっていろいろな取り組み方があるので、それ

を概観し、またそれに付随する公共保健事案にも光を当てることである。

1.2 方法論：情報検索のやり方

国際レベルでは、Codex食品規格ガイドラインはCodex食品規格ウェブサイト

（www.codexalimentarius.net）で見つけることができた。一国レベルでは、そもそもの

目論見では75ないし100か国から、制度に関する情報を収集することであった。栄養表示、

量的原材料表示、健康強調表示に関する各制度については、一定範囲の情報源をあたる

ことで得られた。第一次的情報源は：

1．米国農務省外国農業局管轄の食糧農業輸入の規制・基準データベース3。このデー

タベースは77か国対象で、オンライン・アクセスができる。一定範囲の食品規制を

カバーしており、栄養表示、量的原材料表示はほぼ載っている。やや少ないが、健

康強調表示制度も含まれている。

なお、全ての国をもれなくカバーしているわけではなく、報告のいくつかはアップデー

トされていないので、ここで集められた制度に関する情報には、以下の情報源によって補

足と裏づけ確認を加えた。

２．カナダ農業および農産品省農産品貿易局のデータベース

３．学術誌（検索に利用したのは、ゲイル・グループ・データベース社のデータベー

ス、Ingenta、Science Direct、Synergy、Medline）

４．法曹関係の出版物とデータベース（例：グローバル・リーガル・インフォメーショ

ン・ネットワーク社のLexis-Nexis）
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５．雑誌記事、新聞記事（Lexis-Nexis、ゲイル・グループ・データベース社）

６．各国政府の栄養表示、健康強調表示監督部局のウェブサイト

７．インターネット検索エンジン（www.google.com）

８．各国官僚や表示についての専門家との個別情報交換

９．過去の広告規制調査報告書4

上記3から7で検索に用いた用語は、

＊「nutrition」/「nutritional」/「nutrient」および「label」/「labelling」/「labeling」

＊「health claim」かつ「food」/「nutrition claim」/「nutrient function claim」/

「nutrition function claim」/「function claim」/「disease risk reduction claim」/

「reduction of disease risk claim」/

＊「quantitative ingredient declaration」/「（QUID）」/「percentage ingredient

declaration」

情報量の少ない国についての情報検索では、特に国名も用いた。

この検索で、80か国・地域における原材料および栄養表示制度が判明した。裏づけ作

業の結果、74か国・地域での制度が確認された（残りの国では、栄養表示、健康強調表

示制度の有無の確認が取れなかった）。以下の文中で、各国の制度は一覧表にしてある

（WHOの作表基準の順）。

1.3 定義

1.3.1 栄養表示

本文中を通じて使用する栄養表示についての定義は、下記のとおりである。

＊栄養表示：食品ラベル記載の栄養成分一覧で、数量化の計算方法が添えられている。

＊量的原材料表示：食品ラベルに記載されている原材料の百分率。

＊特殊栄養用途食品：ある特有の身体ないし生理状態や特定の病気や不調を持つ人む

けの食事要件を満たすよう特別に調製した食品。それが分かるように標記されてい

るもの。乳幼児用食品も含む。
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＊包装食品：販売時点以前に包装済みの食品で、開封や包装に改変を加えることなし

には中身に手を着けることができないようにされており、その状態で最終消費者ある

いは業者に販売されるもの。包装が全体か部分的かは問わない。

1.3.2 健康強調表示と栄養強調表示

健康強調表示にはいくつかの類型がある。これらの表示類型には重なる部分があるた

め、定義するのは難しい。その結果、強調表示には異なる定義が存在し、いくつかの定義

は同じ内容といえるが、そうでないものもある。「健康強調表示」という表現が、別の法

体系下では「栄養強調表示」にあたるものに用いられているような場合もある。

本資料で使用している「栄養強調表示」―もっぱら栄養表示の文脈内で使われる―の

意味するところを明確にするために、次の定義を用いることとする。栄養強調表示とは、

食品が、熱量、たんぱく質、脂質および炭水化物の含有、ビタミン類、ミネラル類の含有

およびその他の栄養成分について、ある特定の栄養面での性質を有していることを示すも

のである。一般的に認められている栄養強調表示の形態は二種類あり、栄養成分の有無

や含有レベル（「低脂肪」）を表現する栄養成分強調表示と、類似の製品と含有栄養成分

を比べて表現（「脂肪低減」「より低脂肪」）する栄養成分比較強調表示の二つである。

Codexにおける栄養強調表示の定義は、Box1に示した。

健康強調表示の定義はさらに複雑であり、実際的には、それらは連続線上にある
5
。

Codex食品規格ガイドライン草案の健康強調表示の定義（Box1参照）によれば、健康強

調表示には三つ類型がある。第一は「栄養素機能強調表示」であり、これはある栄養成

分が身体の通常の生理的な成長、発育および機能を助けることを表示するものである。栄

養素機能強調表示は、結局、健康に関連した強調をおこなう栄養強調表示である。そう

いう意味で、これは栄養強調表示とも健康強調表示とも定義しうるであろう。最近Codex

ガイドライン草案でも、以前に栄養強調表示としていたものを健康強調表示と定義し直

している。「その他の機能強調表示」は、栄養成分やその他の成分が通常の身体機能を改

善ないし調整するとうたう点で、栄養素機能強調表示と区別される。草案の初期段階で

は、「その他の機能強調表示」は「高度機能強調表示」として定義されており、生理機能
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訳者注3：本案件は、2004年の第32回コーデックス食品表示部会において、ステップ8の合意がなされ、同年7月の第27回コーデック
ス委員会において上記草案通り承認、採択されている。

Box1
Codex食品規格における栄養強調表示と健康強調表示（草案）の定義

（訳者注3参照）

栄養強調表示（Nutrition Claims）

栄養強調表示とは、食品が熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、あるいはビタミン類、ミネラ

ル類およびその他の栄養成分について、特定の栄養的特性を有していることを述べ、示唆し、暗示

するすべての表現。下記の例は、栄養強調表示とはされない。

（a）原材料一覧にある成分の表示

（b）栄養表示に義務づけられた栄養成分の表示

（c）その国の法律で必要とされている、特定の栄養成分や原材料の量的または質的な表示

2.1.1 栄養成分強調表示は栄養成分の有無や含有レベルを表示する。

2.1.2 栄養成分比較強調表示はほかの製品と栄養成分や熱量を比較して表示する
a
。

健康強調表示（Health Claims）（草案）

健康強調表示とは、食品またはその成分と健康状態との関わりについて、述べ、示唆し、暗示

するすべての表現。以下に挙げたものは健康強調表示である。

2.2.1 栄養素機能強調表示（Nutrient Function Claims）－身体の成長、発達および正常な機

能における栄養成分の生理的な役割に関する表示
b
。

2.2.2 その他の機能強調表示（Other Function Claims）－食生活において、食品あるいはその

成分の摂取が、身体の正常な機能あるいは生物学的な活動に与える、特定の有益な効果に

関する表示であり、健康への有用な貢献、機能の改善、健康の調整維持に関する表示
c
。

2.2.3 疾病リスク低減表示（Reduction of Disease Risk Claims）－食生活において、食品あ

るいはその成分の摂取と、疾病あるいは健康に関連する状態の進行のリスクの低減の関わ

りを示す表示。疾病リスクの低減とは、疾病あるいは健康に関連する状態の進行の主なリ

スクを有意に改善すること。疾病には複数のリスク要因があり、それらのうちの一つのリ

スク要因の改善では、必ずしも有効な効果が示されるとは限らない。疾病リスク低減表示

に際しては、適切な言葉を用い、他のリスク要因にも言及し、確実に、消費者が予防表示

であると誤認しないようにしなければならない。

a．「栄養成分比較強調表示」は従来「比較強調表示」と名付けられていたものである。

b．栄養素機能強調表示の定義は、最近になってCodexガイドラインの栄養強調表示の項から

健康強調表示の項に移された。

c．その他の機能強調表示は従来、「高度機能強調表示」と名付けられていた。その際の定義は、

「食生活において、食品あるいはその成分の摂取が、身体の生理的な機能あるいは生物学的

な活動に与える、特定の有益な効果に関する表示であり、健康への有用な貢献、機能の改善、

健康の調整維持に関する表示」。

出典：栄養強調表示の使用ガイドライン、GAC/GL23-1997。ローマ、FAO／WHO 1997。

付録：栄養および健康強調表示の使用に関するガイドライン草稿。Codex食品表示部会第31回

会議報告書。オタワ、2003.4.28－5.3。ローマ、Codex食品規格委員会、2003:38_39。
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に言及するものがこれにあたるとされていた（再定義がなされたのだが、この定義を現在

も使っている国もある）。Codexガイドライン草案による第三の類型は、「疾病リスク低減

表示」である。病気になるリスクを減らすという強調表示である。疾病リスク低減表示

は、健康関連の身体状態への言及という場合もある。以上の強調表示の例としては、次

のようなものが挙げられる。

＊栄養素機能強調表示：葉酸は赤血球生成の重要成分である。

＊その他の機能強調表示：カルシウムは骨密度改善に役立つ。

＊疾病リスク低減表示：果物と野菜は癌のリスクを低減する。

強調表示の第四の類型として「疾病予防」、「疾病処置」、あるいは「疾病治療」がある。

栄養成分や食品、その成分が病気の予防、処置、治療に役割を果たすという強調表示で

ある（例．カルシウムは骨粗鬆症を予防する）。この類型は、健康強調表示と定義される

こともあるが、むしろ予防、処置、治療強調表示（prophylactic, therapeutic and

curative claims）とか医療強調表示（medical claims）、医薬強調表示（medicinal

claims）と呼ばれている。現行のCodexガイドラインにおいては、こういう強調表示は禁

止が明文化されており（強調表示の一般ガイドライン、CAC/GL 1_1979 Rev.1_1991）

（第2部の2.4項参照）、多くの国でも法律で禁止されている。

他にもいくつか一般に使われている健康強調表示の定義がある。それらの内、二つは特

に注意すべき内容であり、いずれも英国健康強調表示共同会議（United Kingdom's

Joint Health Claim Initiative）の立案による。

＊一般健康強調表示（generic health claims）：「科学的、文献的な根拠、または、

各国あるいは国際的な保健機関などの勧告によって、既に確立し受け入れられている

知識に基づく強調表示」である
6
。Codex定義の「栄養素機能強調表示」、「その他の

機能強調表示」、「疾病リスク低減表示」のいずれかに該当する。

＊新規健康強調表示（innovative health claims）：「上記以外の健康強調表示で、

科学的根拠が必要とされ、既存ないし新規食品に適用される強調表示」である。こ

の強調表示は、健康強調表示会議規則に定める手続きを踏んで作られなければなら

ない。ほとんどの場合、Codex定義における「その他の機能強調表示」と「疾病リス
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ク低減表示」に該当する。

健康強調表示の発達は、「機能性食品（functional foods）」の発達と関連している。機能

性食品の定義として国際的に合意されているものはなく、ほとんどの国で法的な定義もな

い
7
。日本では公式な定義として、「関与する成分により健康状態に特定の効果をもたらす

食品またはアレルゲンを除去した食品」としている
8
。ヨーロッパでは、ヨーロッパ機能

性食品科学プロジェクトFUFOSEが機能性食品の定義を作り上げた。それは、「健康状態

や健康生活（well-being）の改善あるいは疾病リスク低減のいずれかに直接関係があり、

通常期待される栄養的効果を超えて目標とされる身体機能に有益な影響を与えることが

満足いく程度に証明されている」というものである
9
。「ニュートラシューティカルズ

（nutraceuticals）」とも呼ばれるものもある。例としては、プロバイオティック・バクテ

リアを加えたヨーグルトとか脂肪代替物使用のポテトチップスなどがある。機能性食品

は明らかに、通常のバランスの取れた食事で期待されるものを上回って、それ以上に健康

効果があるとするもので、理論的には「その他の機能強調表示」か「新規健康強調表示」

にあたるといえよう。

機能性食品が発達して、さらに差別化された健康強調表示が出てきた。「個別製品型健

康強調表示（product-specific health claims）」である。個別製品型健康強調表示は、

ある特定の製品が持つ健康効果についての強調表示である。言い換えると、その製品は裏

づけされた特有の効果をもたらすように設計されたものでなくてはならない
10
。ある分類

にあたる食品やその成分が健康上の利益を持つとする一般健康強調表示とは、対照をな

すといえる。

その他にも、あまり明確ではない形態の健康強調表示もある。「暗示的健康強調表示

（implied health claims）」というのは、食品中にある成分が含まれているか一定のレベ

ルに達していることと、疾病ないし健康状態に関係があることを示唆するものである
11
。

「健康的表示（healthy claims）」とか「健康的な食生活強調表示（healthy-diet health

claims）」などで、特定の商品に関して「健康的（healthy）」とか「健康的な食生活の一

環（part of a healthy diet）」とか「健康的なバランス（healthy balance）」の用語が使わ

れる
12
。
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健康強調表示の定義の多様性は、国によって様々な健康強調表示を生み出してきた。健

康強調表示を禁止している国でも、実際は栄養素機能強調表示の範囲内で一般的な強調

表示をいくつか認めているところもある（例．インドネシア）。別の国では、健康強調表

示を認めているが、栄養素機能強調表示を健康強調表示として定義していない（例．ア

メリカの健康強調表示規制は、疾病リスク低減表示のみカバーしている）。スウェーデン

の自主規制による健康強調表示は、「一般強調表示」という表題で栄養素機能強調表示と

疾病リスク低減表示を含めている。日本では、健康強調表示は疾病リスク低減表示を全

く包含していない。しかし機能強調表示として病気の初期段階での改善効果に触れるこ

とができるので、状況は複雑である
13
。全般的には、国ごとに様々な定義がなされている

ことが分かり、健康強調表示が意味するところのものが曖昧かつ混乱した状況にあること

が明らかとなった
14
。従って、この報告書全体を通じ、健康強調表示という表現を使う際

には、その状況に合わせてどういう意味か明らかにするよう心がけた。

目的と方法論
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2.1
Codex食品規格と栄養表示ならびに栄養強調表示、
健康強調表示に関する規制

Codex食品規格は、食品のための独自の国際基準、ガイドライン、関連条文の一式である。

FAOとWHO共同の食品規格計画によって策定されるCodex食品規格の目標は、消費者の

健康保護および国際食品貿易での公正な活動の奨励である
15
。本来、Codex国際基準、ガ

イドライン、関連条文の採用は任意であるが、世界貿易機関（WTO）はこれを国際貿易や貿

易紛争に際して準拠すべきものとしている。

Codexの国際基準とガイドラインは、構成国家間での議論を通じて一致して賛同を得られた

事柄を表すものである。各国政府代表団が、各部会とタスクフォース（2004年1月時点で27が

活動中）
16
に加わって、さまざまな基準とガイドラインの策定を行なっている。討議の多くは、そ

れぞれの部会の年次会合期間中に行なわれ、それらの中間に行なわれる活動（例えば、電

子作業部会など）によって補足がなされる。産業界や食品、健康、消費者関連の非政府組織

からの団体はオブザーバーとして、これらの会合に参加できる。討議方式はステップ・バイ・ス

テップの手順を採って、そこで意見が一致した基準や修正案は、Codex食品規格委員会の年

次会議に提出して正式に採択される
17
。

Codex食品規格委員会には、栄養表示と健康強調表示ガイドラインの策定が義務づけられ

ている。これらガイドラインの立案は、Codex食品表示部会の責任とされており、その活動目

的は以下のとおりである。

（a）食品すべてに適用できる表示についての条項の策定

（b）Codex各部会がまとめた各種基準、行動規則、ガイドラインに基づく条項案の検討、必

要な場合の修正実施、承認

（c）委員会から与えられる、表示に関わる課題の研究

（d）強調表示や紛らわしい表現のある食品広告に関する問題点の研究
18

Codex食品表示部会は、食品に表示される栄養と健康状態に関する情報の科学的根拠と

いう事案について、Codex栄養・特殊用途食品部会と密接に連携をとりながら活動している。
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2.2 Codex栄養表示のガイドライン

Codex食品表示部会は、これまでに栄養表示に関する基準とガイドラインとして、三つを策

定した。

＊包装済み食品の表示の一般基準（Codex Stan 1_1985, revised 1991, 2001）

＊特殊栄養用途包装済み食品の表示と強調表示の一般基準（Codex Stan 146_1985）

＊栄養表示のガイドライン（CAC/GL 2_1985, revised 1993）

包装済み食品の表示の一般基準では、栄養表示に特に言及がされているのではなく、共

通原則を設定している。それは、「包装済み食品は、その商品ラベルや表示において、いか

なる場合でも、虚偽、紛らわしいあるいは欺瞞的な、あるいはその特性についての誤った印

象を生じさせる可能性のある方法で説明、呈示されることがあってはならない」
19
というもので

ある。

特殊栄養用途包装済み食品の表示と強調表示の一般基準では、この原則が詳細に述べら

れており、すべての特殊栄養用途食品は栄養表示をするよう勧告している
20
。栄養表示ガイド

ラインでは、栄養強調表示がなされて（Box2に要旨を示した）いない限りは栄養表示を任意

とすべきであると勧告しており、それを確実に行なうため、以下の目標を掲げている
21
。

＊栄養表示は：

・消費者が賢明な食品選択ができるよう、食品についての情報を効果的に提供する。

・商品ラベルに書かれている食品の栄養成分に関する情報を効果的に伝達する。

・公共保健に便益がある食品を調製するにあたって、健全な栄養原則を効果的に適用す

る。

・商品ラベルに補足的な栄養情報を取り込む機会を効果的に提供する。

＊栄養表示は、商品やそれに関する情報について、いかなる意味でも虚偽、誤認を招く

もの、欺瞞的なもの、無意味なものであってはならない。

＊栄養表示なしに栄養強調表示を行なってはならない。

30 Nutrition labels and health claims: the global regulatory environment
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Box2
栄養表示に関するCodexガイドライン　要約

・栄養表示は、栄養強調表示をしない限りは任意である。

・栄養強調表示をする場合は、4大栄養成分―熱量、たんぱく質、炭水化物、脂質―の表示を必

須とする。加えて、これ以外の栄養成分で強調表示の対象であれば、同様である。

・食物繊維に関して強調表示するときは、食物繊維量の表示が必要である。

・炭水化物に関して強調表示するときは、4大基本栄養成分に加え糖類（total sugars）の分量も記

載しなければならない。

・脂肪酸に関して強調表示するときは、飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸の分量も記載しなければ

ならない。

・その他の栄養成分で、その国の規制により良好な栄養状態維持に重要であるとみなされている

ものは、記載対象としてもよい。

・栄養成分は、100gあたりまたは100mlあたりあるいは一定分量あたり（分量が示されているこ

と）で記載しなければならない。

出典：Codex栄養表示ガイドライン、Rev.1_1993。ローマ、国連食糧農業機関/世界保健機関、

1993（CAC/GL 2_1985）

Box2に示すように、ガイドラインでは、各国がその国の法制上の要請に従い、この基準を

踏み越えてかまわないという柔軟性を付与している。

なお、栄養表示ガイドラインは、最新時点では2003年3月のCodex食品表示部会第31回会

合で修正が加えられ、2003年6月のCodex食品規格委員会で採択されている。重要な変更

としては、脂肪酸あるいはコレステロールについての強調表示を行う場合、コレステロール、飽

和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸および多価不飽和脂肪酸を表示すべきであると修正されてい

る。また、コレステロールや脂肪酸について強調表示する場合、トランス脂肪酸もその国の法

制度に準じ表示するとしている（第4部4.1.3参照）
23
。



2.3 量的原材料表示に関するCodexガイドライン

Codexでは、量的原材料表示の基準は包装済み食品の表示に関する一般基準の「原材料

一覧」の項に収められている
24
。この基準によって、商品ラベルの表示や説明書きのなかで、

強調されている原材料、あるいは極めて微量しか含有されていないことを示唆している原材

料については、その百分率比を一覧で表示することが定められている。現在Codex食品表示

部会で討議されている修正案では、量的原材料表示が求められる場合の条件を拡大する方

向で検討がされている（第4部4.1.3参照）
25
。

2.4 栄養強調表示に関するCodexガイドライン

1979年にCodex食品規格委員会は、強調表示に関する一般ガイドラインを策定した

（CAC/GL 1_1979 Rev. 1_1991）
26
。この強調表示に関する一般ガイドラインによって、いか

なる食品も決して虚偽の、誤認を招く、欺瞞の多い説明や提示をしてはならない、という基本

原則が確立されている。特に以下の強調表示は禁止されているので、特記する。

＊当該食品について、それを摂れば必須栄養成分のすべてについて、必要とされる分量

をまかなえると暗示する強調表示。

＊バランスの取れた食事や通常の食物では、栄養成分すべての必要所要量はまかなえな

いと暗示する強調表示。

＊裏づけの無い強調表示。

＊Codex基準やガイドラインあるいは各国の制度で認められている場合を除き、当該食品が

疾病、不調や特定の生理的状態の予防、緩和、処置、治療に適していると暗示する強

調表示。

1997年、一般ガイドラインを補足するものとして、栄養強調表示の使用に関するガイドライン

が策定された（重要条文の要約をBox3に示す）
27
。栄養強調表示は量が増え、新たな定めを

設けて定義の明確化を行い、消費者が騙されたり混乱したりしないように保護する必要が生

じた
28
。栄養強調表示の使用に関するガイドラインは、栄養強調表示、栄養成分強調表示、栄

養成分比較強調表示がどのような場合に認められるか、定義づけをおこなっている。

32 Nutrition labels and health claims: the global regulatory environment
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Box3
Codex栄養強調表示の使用に関するガイドラインの重要条文　要旨

・栄養強調表示は、それぞれの国の栄養政策と一致するもので、その政策を推進するものでなけ

ればならない。

・栄養強調表示は、それらの栄養所要量（nutrient reference values）がガイドラインにおいて

定められている場合に限り、熱量、たんぱく質、炭水化物、脂質、およびそれらの構成物質、

さらに食物繊維、ナトリウム、ビタミン類およびミネラル類について認められる。その場合、

栄養成分について、含有レベルが低い、含んでいない、含有レベルが高い、特定の栄養成分の

給源となる、といった強調表示ができる。

・食事ガイドラインや健康的食事に関しての強調表示は、食事ガイドラインの内容と一貫性のあ

るものでなければならない。

・食品について、「健康によい」と述べたり、その食品がそれそのものとして健康をもたらすと

受け取れるような表現をしてはならない。

・栄養強調表示された食品はすべて、栄養表示のガイドラインに従った栄養成分の表示をしなけ

ればならない。

出典：栄養強調表示の使用に関するガイドライン、CAC/GL23_1997。ローマ、国連食糧農業機

関/世界保健機関、1997

2.5 健康強調表示に関するCodexガイドライン

健康強調表示は、提出されている草案が採択されていないので、いまのところまだCodex

基準やガイドラインには載せられていない（既に採択されている。訳者注1、2、3を参照）。

健康強調表示は、そもそもは栄養強調表示の使用に関するガイドラインの取り扱う範囲内

に含まれるとされていた。Codex食品規格委員会では、特定の慢性病の病因究明に食事が

重要な役割を演じているところから
29
、この方針でよいとしていた。Codex食品表示部会で

はこの議案について意見が一致せず、結局、1996年に健康強調表示を栄養強調表示の使用

に関するガイドライン草案から（関連性のある栄養強調表示は別として）除外することに

なった。また、この草案採択のために妥協することはせず、討議を延期することとした。

これに基づき、Codex食品規格委員会は栄養強調表示の使用に関するガイドラインを承認
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した。上記の意見不一致とは、疾病に言及する健康強調表示をめぐってものである。疾病

あるいは治療に関わる強調表示は禁止されるべきであるとのコンセンサスはあるものの、

疾病あるいは疾病リスクの低減への言及を認めるかどうかについて、立場の違いには幅広

いものがあった
30
。国ごとに健康強調表示に関わる規則が様々であること、また健康強調

表示について実に多くの方面から懸念、関心が寄せられていることを考慮して、翌年（1997）、

Codex食品表示部会は健康強調表示に関するガイドラインの策定作業を継続することを決

定した
31
。

6年間の討議を経て、2003年第31回会合においてCodex食品表示部会は健康強調表示の

使用に関するガイドラインの原案を、正式採択を求めてCodex食品規格委員会に諮ることで

同意した。このガイドライン案では、栄養素機能強調表示、その他の機能強調表示および疾

病リスク低減表示の定義づけ（Box1参照）を行い、一定の条件（Box4に列挙）に従っている場

合は認めることとしてあった。Codex食品規格委員会はこの原案を了承せず、検討を深める

ようCodex食品表示部会に差し戻しとなった。議論の焦点となったのは、食品表示と同じよ

うに食品の広告における健康強調表示についても、このガイドラインを適用するのかどうかと

いう点であった。（訳者注2および４部4.2.4参照）
32
。
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訳者注4：本案件は、2004年の第32回コーデックス表示部会において、ステップ8の合意がなされ、同年7月の第27回コーデックス委
員会において上記草案通り承認、採択されている。

Box4
Codex食品規格ガイドライン草案（2003年3月）による、健康強調表示が認められる
場合の条件（訳者注4参照）

・健康強調表示は、それぞれの国の栄養政策と一致するもので、その政策を推進するものでなけ

ればならない。

・健康強調表示は、科学的な根拠で保証されるものでなければならない。

・リスク低減表示に際しては、たとえば、適切な用語を用い、他のリスク要因にも言及し、消費

者が確実にこれを予防表示と誤認しないようにしなければならない（その理由は、疾病には必

ず複数のリスク要因があり、それらのリスクの内の一つだけ改善しても有益な効果があるとは

限らないからである）。

・健康強調表示は、食事全体という文脈のもとで行なわなければならない。

・健康強調表示は、好ましくない食事習慣を助長したり看過するものであってはならない。

・強調される便益は、表示されている食品の適量の摂取で得られるものでなければならない。

・健康強調表示は、その食品が販売される国における権限のある機関が認める、あるいは認める

ことができるものでなければならない。

・健康強調表示は、特定内容の強調表示の使用の可否を決める条件を定めた、明確な制度の枠組

みがなければならない。

・「健康的な食事」に関連する強調表示は、食事ガイドラインに照らして正しい内容でなければ

ならない。食品について、その食品自体が健康をもたらすと受け取れるような表現で「健康に

よい」と述べてはならない。

・健康強調表示する食品はすべて、栄養表示のガイドラインに従った栄養表示をしなければならな

い。

2003年現在、上記のガイドライン草案は、ラベル表示および広告の健康強調表現について適用さ

れるものである。

出典：栄養および健康強調表示の使用に関するガイドライン草稿：付録､。Codex食品表示部会

第31回会合報告書。オタワ、19972003.4.28－5.3。ローマ、Codex食品規格委員会、

2003:38_39。（訳者注2参照）
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3.1 栄養表示

3.1.1 一般的必要条件

表1に示すように、調査した74の国、地域の多くは、なんらかの栄養表示義務を定める

規制がある。これらのうち最大の比率を占めるのは、栄養表示は任意だが、食品に栄養強

調表示がついているか特殊栄養用途をもつ場合はこの限りではないとしている国や地域で

ある。これは、Codex食品規格による標準化の影響が及んでいることを示しているといえ

る。その他の国では、全く規制がないところも数多く見られ、一方、栄養表示を義務化し

ている国もある。規制が定められている国は、主な目的を情報提供によって消費者保護を

はかること、消費者が健康に良い選択を行う手助けをすること、食品メーカーが健康に良

い商品を開発するよう奨励することとしている。

全般的には、それぞれの規制の特徴によって国、地域を4分類することができる。

＊全ての包装食品の栄養表示が義務付けられている（現時点で、調査対象中7か国。2006

年までにはこれが10か国になり、さらに2010年実施を目指す地域が1つ）。

＊栄養表示は任意とするが、栄養強調表示がある食品は表示義務がある。そのうち多く

は特殊用途食品での栄養表示義務もある（調査対象中27か国）。

＊栄養表示は任意とするが、特殊用途食品について栄養表示義務がある（調査対象中18

か国）。

＊栄養表示に関しての規制はない（調査対象中19か国）。

強調表示付きの食品または特殊用途食品の場合のみ栄養表示義務がある国では、一定の

食品についても表示義務を定めているところがある（表1）。
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EC＝栄養表示に関する欧州委員会法規（評議会指令90/496/EC）に基づいた規制
GCC＝栄養表示に関する湾岸協力機構基準（GS）9/1995
Codex＝栄養表示に関するCodexガイドラインから指針を採って策定された規制
（a）栄養強調表示があるときは栄養表示が必要で、多くの場合特殊用途食品にも栄養表示も必要である国
（b）対象が特定の食品としてさまざまであるが、糖尿病食品、低ナトリウム食品、グルテン・フリー食品、乳児用

食品、乳製品、栄養強化食品が含まれる
（c）さらに健康強調表示のある食品にも必要
（d）さらに高齢者や子供などの特定層むけの食品にも必要
（e）パン、麺類とレトルト食品に、またはラベル表示に特記されている栄養成分に関して必要（レトルト：乾燥包

装のソース類、水を加えて食される）
（ｆ）乳製品すべてに必要、乳製品はまたすべての脂質成分について表記されなければならない
（g）すべての包装食品に栄養表示を義務づける規制を策定中、その前に任意規制を実施予定（本文参照）
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義　務
（実施時期）

任　意
ただし栄養強調表示がな

い場合（a）

任　意
特殊用途食品を除く（b）

規制なし

アルゼンチン（2006/8の
予定、現時点では任意）
オーストラリア（2002/12）
ブラジル（2001/9）
カナダ（2003/1）
イスラエル（1993）
マレーシア（広い範囲の
食品について）（2003/9）
ニュージーランド
（2002/12）
パラグアイ（2006/8の予
定、現在は任意）
アメリカ合衆国（1994）
ウルグアイ（2006/8の予
定、現在は任意）

オーストリア（EC）
ベルギー（EC）
ブルネイ・ダルサラム
チリ
デンマーク（EC）
エクアドル（Codex）
フィンランド（EC）
フランス（EC）
ドイツ（EC）
ギリシャ（EC）
ハンガリー（2001、エネ
ルギーに関してのみ）
インドネシア（ｃ）

イタリア（EC）
日本
リトアニア（EC）
ルクセンブルグ（EC）
メキシコ
オランダ（EC）
ポルトガル（EC）
シンガポール
南アフリカ
スペイン（EC）
スウェーデン（EC）
スイス
タイ（d）

イギリス（EC）
ベトナム（d）

バーレーン
中国（d）

コスタリカ
クロアチア
インド
クウェート（GCC）
韓国（e）

モーリシャス（Codex）
モロッコ
ナイジェリア
オマーン（GCC）
ペルー
フィリピン
ポーランド（f）

カタール（GCC）
サウジアラビア（GCC）
アラブ首長国連合（GCC）
ヴェネズエラ

バハマ
バングラデシュ
バルバドス
べリーズ
バーミューダ
ボスニア・ヘルツェゴヴ
ィナ
ボツワナ
ドミニカ
エジプト
エルサルヴァドル
グアテマラ
ホンジュラス
香港（g）

ヨルダン
ケニヤ
ネパール
オランダ領アンチレス
パキスタン
トルクメニスタン

●表1 74か国、地域における栄養表示規制、類型別●
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アルゼンチン、中国、香港（香港・中国特別行政区SAR）を含む多くの国・地域では、

栄養表示法規が立案作業中である。過去5年間で規制を新設したのは、オーストラリア、ブ

ラジル、カナダ、リトアニア、モーリシャス、メキシコ、シンガポール、タイ、ニュージ

ーランドである。以下に、世界各地区の規制の概括を示す（地区区分はWHO基準による）。

アフリカ地区

＊ナイジェリアでは、特殊用途食品にのみ栄養表示が義務付けられている。南アフリカ

では、栄養強調表示のある食品について義務付けられている。

＊モーリシャスでは、1999年の食品規制法（1998年の食品法の下に作成）によって栄養

表示が導入された。この法令は、一連の栄養強調表示を選別してとりあげ、それらに

関して、ラベル表示しなければならない特定の栄養成分を定めている33。また、乳児

向け食品についてはたんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルの各成分を、

包装食品で100g当たりとして表示しなければならない34。

＊ボツワナとケニアでは、栄養表示基準が立案過程中にあり、Codexの栄養表示ガイド

ラインが参考にされている。

アメリカ地区

＊アメリカ合衆国では、1990年に栄養表示教育法によってすべての包装食品に栄養表示

が義務付けられた（施行は1994年）35。それ以前については、表示は任意であった。こ

の法律によって、「健康的な食事習慣の増進」の手段として、「栄養成分表（Nutrition

Facts）」ラベルを全ての包装済み食品に印刷しなければならない（図1a）。生活習慣

病に関係がある栄養成分は、これに含まれる。食品医薬品局（FDA）は、2006年か

ら食品メーカーがこの栄養ファクトラベルにトランス脂肪酸を記載しなければならな

いとする法規を発布した（図1a）36。

＊カナダでは、2003年1月に、それまでの任意方式（栄養強調表示する場合のみ義務付

け）から義務表示方式に変更された。「カナダ国民が健康的な生活を送るために充分

な理解に基づく選択（informed choice）をできるよう助力する」という目的で、こ

の規制では殆どの包装食品のラベルにカロリーと栄養成分13種を記載すると定める

（図1b）37。

各国の栄養表示と健康強調表示制度　概観

第

3
部



＊ラテンアメリカ諸国では、栄養表示規制がないところ（例　エルサルバドル、グアテ

マラ）から義務付けられているところ（ブラジル）まで幅がある。ブラジルでは、2001

年にすべての包装済み食品の栄養表示を義務化する法案が可決された（図1c）。

＊南米南部共同市場MERCOSURの取り決めのもと、アルゼンチン、パラグアイとウル

グアイでは表示義務を包装済み食品で栄養強調表示がなされる場合に定めている。し

かし、MERCOSURが2003年に可決した決議では、加盟4か国すべてで栄養表示を義

務付けている（Box5）。ヴェネズエラでは、特殊用途食品についてのみ栄養表示が必

要とされ、チリでは、栄養強調表示がされていない限り栄養表示は任意である。メキ

シコでは1999年に新たに規制を設けて、栄養表示を義務化した。

＊カリブ海諸国では、栄養表示規制は見当たらなかった。
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%DV: percentage daily value
Source: Guidance on How to Understand and Use the Nutrition Facts Panel on Food Labels. Washington D.C., Food and Drug
Administration Center for Food Safety and Applied Nutrition, 2003 (http://www.cfsan.fda.gov/̃dms/foodlab.html; accessed 5
January 2004).
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マカロニ＆チーズの表示例 
 
 
 栄養成分表 
1食分（サービング）　1カップ（228g） 
容器あたり　２食分 
 
一食分あたりの量 
カロリー　250 脂質からのカロリー　110 

 
1日摂取量％ 

 
総脂質 12g 18% 
　飽和脂肪 3g 15% 
コレステロール 30mg 10% 
ナトリウム 470mg 20% 
総炭水化物 31g 0% 
　食物繊維 0g 0% 
　糖類 5g 
たんぱく質 5g 
 
ビタミンA  4% 
ビタミンC 2% 
カルシウム 20% 
鉄 4% 
 
 
※1日摂取量％は2000カロリーの食事を基本としています。
あなたの1日摂取量は、あなたの必要なカロリーに応じてよ
り高くなるかまたは低くなります； 
 
 摂取カロリー 2000 2500 

総脂質 以下 65g 80g 
飽和脂肪 以下 20g 25g 
コレステロール 以下 300mg 300mg 
ナトリウム 以下 2,400mg 2,400mg 
総炭水化物  300g 375g 
食物繊維  25g 30g

“使い方” 

 
食品医薬品局により
提供される　　　　
の情報 

 
①ここから始めてくだ
さい→ 

③ 
 
これらの栄養素を制
限してください 

 
 
④ 
 
これらの栄養素を十
分摂取してください 
 

 
 
⑥脚注 

 
② 

 

 

⑤ 
 
１日摂取量に対する 
比率の簡易ガイド 

 
５％またはそれ以下は
“低い” 
 
20%またはそれ以下
は“高い” 
 

 

 

 

図１ 
栄養成分表示例、アメリカ地区 
 
a） 米国（義務表示） 

%DV：1日摂取量％ 
出典：食品表示における栄養成分表の理解と使用方法指針　ワシントンD.C.　  
食品安全応用栄養センター,2003 
（http://vm.cfsan.fda.gov/～dms/foodlab.html ; accessed 5 January 2004） 
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栄養成分表 
125mLあたり（87g） 
 
量 1日摂取量％ 
 
カロリー　80 
総脂質 0.5g 1% 
　　飽和脂肪 0g 0% 
　　※トランス脂肪（酸） 0g 
コレステロール 0mg 
ナトリウム 0mg 0% 
総炭水化物 18g 6% 
　　食物繊維 2g 8% 
　　糖類 2g 
たんぱく質 3g　 
 
ビタミンA 2% 
ビタミンC 10% 
カルシウム 0% 
鉄 2%

成分情報は、特定の
食品の量を基本とし
ている。 
これとあなたが食べる
量を比較してください。 
 

栄養成分表はカロリ
ーおよび13の栄養成
分のリストを含む。 

この数字は食品の特
定数量中の栄養成分
量です 

1日摂取量％は食品の
特定数量中の栄養成
分量を関連付けてい
る。 
1日摂取量は健康的
な食事のための推奨
量を基本にしている。 
 

横書きは、標準フォー
ムのスペースがない
場合に限って使用し
ても良い。 

 

図1（つづき） 
b）カナダ（義務表示）カナダ保健省より提供される“使い方”の情報 

c) ブラジル（必須）（2006年よりアルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイでも適用） 
 
縦モデルＡ 

栄養成分表 
家庭における1食分量：　　　g または ml 

 
１食分に含まれる量 １日の摂取量における％※ 

　エネルギー …kcal = …KJ 
　炭水化物 g 
　たんぱく質 g 
　総脂質 g 
　飽和脂肪 g 
　トランス脂肪（酸） g （非表示） 
　食物繊維 g 
　ナトリウム mg 
 
「〔……〕（エネルギーまたは栄養素名）の含有量は表示するに値しないほど少量である。」 
（この文章は、簡易栄養成分表示を用いる際に使用可。） 
 
※１日の摂取量における％は、１日2,000 kcal または8,400 KJ の食事を基本とする割合である。 
1日摂取量は、個人のエネルギーの必要量に応じて増減する。 
 
出典：MERCOSUL/XVII SGT No. 3/P.RES No. 03/03：包装された食品の栄養表示ラベルに関する 
Mercosul の専門規定（ウルグアイ、MERCOSUR、2003） 
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Box5
ブラジルの抗肥満戦略としての義務的栄養表示

2001年、ブラジル保健省は意欲的な肥満退治キャンペーンに着手した。調査に拠れば、過去10

年間で全ての社会階層で年齢、性別を問わず肥満レベルが顕著に上がってきた。ブラジル成人の40

パーセントが太りすぎであり、保健省に年間15億レアルの負担となっている38。このキャンペーン

を始動するために、全ての包装食品と飲料に栄養表示を義務づける決議が2001年3月に出された39，

40。保健省は、このラベル表示実施により消費者はより多くの情報に基づいて健康に良い選択がで

きるようになると確信している（M. A. de Aquino、個人的情報提供、2003/4）41。米国からの証

拠では、栄養表示は効果があることが示されており、WHO専門家報告書でも同様であった42。

立法措置以前には、栄養表示は任意（特殊用途食品の表示は除いて）とされていた。食品メーカ

ーは、実際、何種類かの商品には任意でラベル表示をしていたが、「良くない」栄養成分を表示す

ることはなかった。政府が任意でなく義務制度を導入したのは、メーカーに商品へのラベル表示を

強制的にさせるためであった。「変化への圧力」が必要だと考えられていた。（M. A. de Aquino、

個人的情報提供、2003/4）

この最初の決議によって栄養成分10種類の記載が義務づけられ、保健省のANVISAブラジル衛生

監視局の監督下におかれた。10の栄養成分は、エネルギー、炭水化物、たんぱく質、総脂質、飽和

脂肪酸、コレステロール、食物繊維、カルシウム、鉄およびナトリウムであり、それぞれについて

理由が挙げられている（エネルギー、炭水化物、たんぱく質は基礎栄養成分；脂質合計、飽和脂肪

酸、コレステロールは心臓病に重要；カルシウムは骨粗鬆症、ナトリウムは冠状動脈性心臓病、鉄

分は貧血症に重要であり、これらはブラジルにおける最も重大な微量栄養成分障害である）（M. A. de

Aquino、個人的情報提供、2003/4）。消費者の理解を助けるために標準化した表に栄養成分を記し

（図1C参照）、アメリカ合衆国を手本にした1食あたりの分量と１日摂取量比（基準は2,500キロカロ

リー／日）を用いた。前例のない方法であるが、「栄養的に充分な」1食分量という概念が用いられ

た。これは、様々な食品を栄養的にバランスのとれた食事に調整した分量を表している43。

この規制は、学会と食品産業を巻き込み「参加と協力」方式で策定された44、当初、食品産業か

ら抵抗されたが克服し、現時点ではこの制度の下でラベル表示実施が進められている。

しかしながら、ラベルは当初のデザインとは異なると予想される。ブラジル政府は、この決議が

成立したことを受け、MERCOSUR（第4部4.3.1に解説）の貿易相手国と協議に入り、その結果、

ラベル表示からコレステロール、カルシウム、鉄を除き、トランス脂肪酸を加えた新たな決議を

2003年12月に通した。１日摂取量比は依然として必要な記載事項であるが、2,500キロカロリーで

はなく2,000キロカロリーに対するものとされている45。



東南アジア地区

＊インドでは、特殊用途食品に表示を義務付けている。バングラデシュ、ネパール、パ

キスタンでは、規制がないと思われる。

＊インドネシアとタイでは、栄養強調表示がない場合は任意表示としている。さらにタ

イについては、食品が高齢者や子供等の特定層向けのものである場合は任意表示であ

る。

ヨーロッパ地区

＊1990年、欧州委員会ECは食品の栄養表示に関する評議会指令90/496/EECを可決し

た。Codexガイドラインに準拠した内容で、この指令は、栄養表示の選択は、栄養強

調表示する場合を除いて加盟国に任せるとしている。目的は、欧州連合EU市場内で

の円滑な実施を促進すること、より健康的な食事を選択するために必要な情報を消費

者に提供することとしている。ヨーロッパ全域で、食品メーカーも任意的に栄養表示

を行っている。現在、欧州委員会は、栄養表示を義務化する法案を検討中である。委

員会発行の諮問意見資料によると、「食品と栄養およびそれらの健康との関係に対す

る消費者の関心が高まっており．．．栄養表示が全ての食料品になくて構わないのか、

たとえ栄養強調表示がない場合でもそれでよいのか、これを再検討することは時宜に

かなっている47。

＊イスラエルでは、包装食品について主要4栄養成分の表示義務が1993年に導入された

ことは注目に値する。

東地中海地区

＊湾岸協力会議加盟国のバーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビ

ア、アラブ連合では、協力会議が定めた基準（GS）9/1995に従うこととしている。こ

の基準では、特殊用途食品には栄養表示を義務付けている。

西太平洋地区

＊オーストラリアとニュージーランドでは、2003年1月に、それまでの任意方式に代え

て、新たな義務的栄養表示規制を施行した（図2a）。
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＊マレーシアでは、2003年9月に、それまでよりさらに広範な栄養表示義務計画を実施

した（Box6に解説）。

＊ブルネイダルサラムでは、栄養強調表示がなければ栄養表示は任意である。

＊シンガポールでは、1998年に栄養表示の任意方式を導入し、広範囲な表示がされるこ

とを奨励している。将来的に、義務方式が行われる可能性がある（図2b、Box7に解

説）。

＊中国では、特殊用途食品で栄養表示が義務付けられている。現在、新たな規制が検討

中である。

＊フィリピンでは、特殊用途食品で義務付けがある。現在、新たな規制が立案中である。

＊香港SARでは規制はないが、2003年に行政府が今の任意方式から義務的栄養表示を実

施する予定であると発表されている49。現在提案されている表示案では、栄養成分9種

類および強調表示がされる栄養成分は公表が義務付けられる。目的は、健康に良い食

品選択の奨励、食品メーカーの健康でより栄養がある商品開発、および誤解を招くよ

うな栄養表示規制の必要性であるが、これに基づいて、この提案では表示義務導入の

ために2段階のプロセスを設定している50。法律の施行は2005年で、その後2年間の猶

予期間がある。「第1段階」は3年間の任意表示方式で、それに続く「第2段階」で表示

の義務化を早ければ2010年に実施する。この表示方式提案についてコメントを求めた

公的協議会は、2004年1月に完了している（第4部1.1.1参照）。

＊韓国では、特殊用途食品に栄養表示が義務付けられている。2003年には、パン、麺類、

レトルト食品の表示義務化も行われた51。

各国の栄養表示と健康強調表示制度　概観

第

3
部



第3部各国の栄養表示と健康強調表示制度　概観 47

第
3
部
　
各
国
の
栄
養
表
示
と
健
康
強
調
表
示
制
度
　
概
観

図2 
栄養成分表示例、西太平洋地区 
a) オーストラリアおよびニュージーランド（義務表示） 

 
栄養情報 

容器あたり食分数：（食分の数を入れる） 
１食分：g（またはmLまたは適切な単位） 

 １食分あたりの量 100gあたりの量（または100mL） 
　エネルギー kJ（cal） kJ（cal） 
　たんぱく質 g g 
　脂質、総　 g g 
　―飽和 g g 
　炭水化物 g g 
　糖類 g g 
　ナトリウム mg（mmol） mg（mmol） 
 
 

 
出典：食品基準規約、キャンベラ、食品基準オーストラリアニュージーランド 
（http://www.foodstandards.gov.au/foodstandardscode/ ; accessed 5 January 2004） 
 

（他の栄養成分または公表さ
れている生物学的に活性をも
つ物質を入れる） 

g、mg、mg（また
は適切な他の単位） 

g、mg、mg（または適切な他の単位） 



48 Nutrition labels and health claims: the global regulatory environment

各国の栄養表示と健康強調表示制度　概観

第

3
部

 

b) シンガポール（栄養強調表示がなければ自主基準） 

 
栄養情報 

容器あたり食分の数：4 

１食分：250mL（1グラス） 

１食分あたり／100mLあたり 

 １食分あたり 100mLあたり 

エネルギー 163kcal（680KJ） 65kcal(272KJ） 

たんぱく質 7.8g 3.1g 

総脂質 9.5g 3.8g 

―飽和脂肪 6.0g 2.4g 

コレステロール 35mg 14mg 

炭水化物 11.5g 4.6g 

食物繊維 0g 0g 

ナトリウム 100mg 40mg 

 
出典：食品基準規約、シンガポール、健康促進審議会、保健省、2003 
（http://www.hpb.gov.sg/hpb/pro/pro0401.asp ; accessed 5 January 2004） 
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Box6
マレーシアにおける広範囲な食品への栄養表示の義務化

マレーシアでは、栄養表示は1985年の食品規制法で導入されたのが最初である。栄養表示が必要

な食品は、乳児用調整乳、子供用加工食品、特殊用途食品および栄養強化食品とされ、それ以外は

任意とされた。その結果、主に輸入食品の数品目に栄養ラベルが付けられたが共通の書式が無く、

間違いも珍しくなかった。栄養成分が殆ど記載されていないラベル、あるいは15種類の成分表示が

されたものもあった。あるものは栄養成分の100g/100ml比、あるものは1食あたりまたは推奨1日

摂取量あたりとなっていた52。さらに、栄養強調表示の規定がなかったために、不適切な強調表示

がされるという状況となっていた53。

これらの栄養表示を取り巻く法的環境の欠陥は、保健省の注意を惹いた。また、消費者がより良

い食品を選択するために、そして食品メーカーがより健康的な食品を開発するために手助けを必要

としていると信じられていた。結果的に、保健省はCodexの勧告に部分的に基づいて、2000年に

新たな法案を提案した54,55。とりわけ、この提案で述べられているのは：

・栄養強調表示されている食品の4種類の基本栄養成分（エネルギー、たんぱく質、炭水化物、脂

質）が表示義務化。これの元になるのは「多種多様な」食品（調理済みシリアル食品、多種の

パン、牛乳と甘味料入り濃縮乳と乾燥粉末乳を含む多種の乳製品、ケーキやペストリーなどの

小麦粉製菓子類、缶詰の肉と魚と果物および果物ジュース、サラダドレッシングとマヨネーズ、

様々なタイプの清涼飲料）。

・清涼飲料と砂糖菓子類では、商品1gあたりの糖類量合計を表示義務化。

・脂肪酸に関する強調表示をする場合は、1価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸、飽和脂肪酸、ト

ランス脂肪酸を表示義務化。

・製造者は、強調表示がない場合、任意に食物繊維、脂肪酸、コレステロールをラベル表示して

もよい。

・製造者は、Codexの参照栄養価（NRV）表に記載されていて、ラベルに表記されている1食あ

たりで参照栄養価の5％以上が含まれている場合、任意にビタミン類とミネラル類をラベル表

示してもよい。

・100g/100mlによる栄養成分の数量化、または包装が1食単位であれば1包装あたり。

・栄養成分はCodexが設定した参照栄養価（NRV）あたりで表現（世界的に通用するため、推奨

1日摂取量（RDI）あたりより望ましい）。

保健省は、提案中の規制案は「Codex食品規格ガイドラインを忠実に従っている」と述べている56。

実際この法律では、栄養強調表示をする食品のラベルにCodexが提案する4種類の栄養成分を記載

しなければならないが、「食品産業に過大な負担をかけないよう」、その他の栄養成分、例えばコレ



ステロールと食物繊維の更なる要件を課していない57。しかしながら、保健省によると「必要性と

状況に合わせるために」Codexとは異なる条項もいくつかある58。特に、この国では一般的な食事

だが「良くない」栄養成分を含む広範囲の食品にラベル表示が現在義務化されている。これらの食

品は、「その食品の摂取頻度、摂取量、およびその商品のもつ社会的重要性」という基準で選ばれ

ている59。また、糖類量も砂糖菓子と飲料では表記しなければならないと定められていることも注

目される。

この新規制法は2000年に策定が済み、食品産業は2003年10月までにこれに従うこととなった60。

食品産業に遵守させるため、保健省は特に中小企業を対象にしたセミナーを開催した61。保健省は

さらに、「ラベルを読もう」という消費者教育キャンペーンを実施した。新聞報道によると、食品

メーカーはこの新規制法を過度の負担と考えてはおらず実行に取り組んでいる62。

Box7
シンガポールにおける産業の遵守促進のための任意制度

シンガポールでは1998年に、新たな栄養表示規制が、健康推進会議の栄養計画の一環として導入

された。この背景にある目的は、シンガポール人が「情報に基づいて食品選択し健康的な食事を設

計する」手助けをすること、「食品メーカーを今のものにとって代われる、より健康的な食品を市

場に導入することへ動機付けする」ことであった63，64。

シンガポールの栄養表示は、その食品が栄養強調表示されているか、特別用途食品である場合以

外は任意である65。このように、ラベル表示を義務化して遵守の促進を図るよりも、むしろ多種多

様な一般食品にラベル表示するよう食品メーカーに動機付けを与え、標準化されたラベル書式が行

き渡るようにする試みが意図されている。健康推進会議による動機付け策の一つに、加工食品の栄

養成分構成を無料で分析するという事業がある。他に、より健康的な選択のシンボルマーク策定と

いうものもある。企業は、類似商品より脂質、飽和脂肪酸およびナトリウムが少ない商品にこのシ

ンボルマークを付けて、マーケティング手段として活用できるというものである。ただし、これは

栄養表示の採用促進手段であるので、この健康的選択シンボルマークをするときは栄養表示が必要

である。

ラベルを付ける場合は、規制では「栄養情報欄」を使わなければならない（図2b参照）。健康促

進会議によると、この欄は以下の様にできる限り消費者に親しみやすいものとして考えてられてい

る66。
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・「健康意識が高い」消費者のために特に有用と考えられる栄養成分8種類の記載－エネルギー、

たんぱく質、脂質合計、飽和脂肪酸、コレステロール、炭水化物、食物繊維とナトリウム。

・栄養成分の数量化方式を2種類両方とも採用－「1食あたり」･･･消費者が1食ごとにそれがど

れくらい栄養に貢献しているか評価しやすいように、－「100g/100mlあたり」･･･消費者が簡

単に商品の比較ができるように。

現時点では（2003年12月）、1,071品目の商品がこの栄養情報欄をつけていて、その60％は健康

的選択シンボルマークも付けている（D. Lai、個人的情報提供、2004/4）。2003年7月時点では

752品目で、増加している。この任意制度法の効果、国内での要望、およびCodexの進捗次第で、

義務的栄養表示が導入される可能性はある67。

3.1.2 栄養表示のラベル書式

栄養表示の体裁は、消費者がどれくらい効果的にこれを利用したり、判断したり、比較

に使うことができるかに影響を与える。規制は、どの栄養成分が記載されるか、どういう

形で数量的表記をするかをラベルデザインのその他の側面も含め決定するため重要であ

る。Codexは貿易当事国間での一貫性を推奨してきたが、様々な国がこれらの要件に対し

て多様なアプローチを発展させてきている。

栄養成分リスト

現行のCodexガイドラインは、エネルギー、脂質、たんぱく質、炭水化物を栄養ラベル

に表示することとしている。食物繊維を強調表示する場合は食物繊維、炭水化物を強調表

示する場合は糖類の表示が必要である。しかし、ガイドラインは、「各国の法律で、栄養

状態の良好な維持に関連するとされる他の栄養成分も記載される可能性がある」と述べ

て、国ごとの対応を認めている
68
。

栄養成分の記載は、各国間で大きな違いがある。図1から3の例で示されるように、各国

の法規は、少なくとも栄養成分4種類、多ければ10種類（ビタミン類は含まない）の記載

を求めている。一般的に、エネルギー、炭水化物、たんぱく質、総脂質は必要である。表

示が義務化されている国は、通常、ナトリウムも糖質と同様に表示事項である。食物繊維

とコレステロールも、表示事項とされることがある。カナダでは、トランス脂肪酸が表示

されており、米国でも2006年からラベルに記載しなければならない。栄養強調表示がある



場合のみ表示が求められる国では、栄養表示は、栄養強調表示次第で変わる。

参照単位

図1～3の例で示されるように、特定の参照単位に対する各々の栄養成分の量は、その栄

養成分の表示に添えて記載されている。参照単位の表示の使用は、消費者にとってより親

しみ易い栄養成分情報とするためである。標準化された体裁は、食品ごとの比較がより簡

便になり、必要な栄養量に対してその食品1食分がどの程度貢献しているかを示すことが

可能である。様々な国が次に挙げる標準化方法の1つまたはそれ以上を採用している。

＊100g/100mlあたり：この方法は、商品ごとの直接的な比較が可能なので、栄養表示

で栄養成分を数量化するためにCodexにより推奨されている方法である。

＊1食分あたり：この方法は、特定の栄養成分について、適当な1食分中で消費した栄養

成分の量を消費者が判断できるようにすることを意図している。

＊1日推奨量あたり：これは、その商品1食あたりの栄養成分含量と特定の栄養成分の目

標摂取量との関係を消費者が理解できるようにすることを意図した方法である。国ご

とで様々な方法があり、例えば1日摂取量比や推奨1日摂取量比などがある。Codexガ

イドラインの推奨は、「栄養参照量比」で、これはCodexガイドラインの参照基準と

して、特に国際的な採用のために開発されたものである。

「100g/100mlあたり」方式は、EU加盟諸国とイスラエルなど、殆どの国で採用されて

いる体裁である（「1食分あたり」も任意で付加）。日本やマレーシアでは、「100g/100mlあ

たり」表示は、その食品が単品包装でない場合には義務付けられている。「100g/100mlあ

たり」表示の例外は米国で、「1食分あたり」と「1日摂取量比」を義務付けており、カナ

ダとブラジルも同様である。オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、タイを含

む数か国は、「100g/100mlあたり」と「1食分あたり」の両方を義務付けている。
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3.2 量的原材料表示

調査対象国の全てにおいて、食品製造者は、ラベルに原材料を記載しなければならない。

殆どの場合、重量の重い順とされている。さらに、ある原材料についてはパーセント表示

を義務化している国もある。これらの規制が強制力をもつかどうかは明確ではない。

＊オーストラリアとニュージーランドでは、特徴づける原材料の量的表示が義務付けら

れている（特徴づける原材料とその構成物とは、その食品の名称に挙げられているも

の、消費者がその食品の名前を聞けば通常連想するもの、その食品のラベルに文字、

図、デザインで特筆されているもの、あるいはその食品を特徴づけているもので、か

つ名称や外観から紛らわしい他の食品と判別するために必須とされるものなどである）
69。

＊コスタリカとドミニカ共和国では、Codexガイドラインに直接従って、重要な原材料

名がラベルに印刷されているとき、そしてある原材料はその食品には低水準で含まれ

ているとラベルに書いてある場合、量的原材料表示の表示が必要であるとしている
70,71
。

＊EU加盟国では、欧州委員会指令90/496/EECに従って、商品名にある原材料、食品名

と関連あるとされる原材料、あるいは文字、図、デザインで強調される原材料には量

的な表示をしなければならない
72
。

＊グァテマラでは、ラベルに記載されている各原材料の構成比率を表示しなければなら

ない
73
。

＊韓国では、主要な原材料名は、少なくともそれに続く基本原材料4種類と同様に、そ

の名称をラベルに含めなければならない。これらは、構成比の高い順に記載される
74
。

＊タイは、包装食品はすべて原材料の量的表示の記載が義務付けられている
75
。

3.3 健康強調表示

3.3.1ラベルに記載する健康強調表示に関する規制



健康強調表示は国ごとで様々な規制がある（より限定的な調査で同様の知見がある）
76
。

調査された74か国、地域では、健康強調表示の規制をもたない国が最大の割合を占め（35）、

強調表示中で疾病への言及を認めない国々が追っている（ただしこのうち何か国では、食

品の治癒的、治療的、予防的性質にのみ言及している）（30）。特定の疾病リスク低減表示

を認めている少数の国（7）あるいは商品に特定の健康強調表示を認める特別な枠組みを

もつ国（3）がある。一方で、より多くの国々（23）では栄養素機能またはその他の機能

強調表示が許されている。概観を表2に示し、続いて詳細についてWHO地区区分ごとに述

べる。この表は、情報が得られた国のみで構成されていることに注意願いたい。アフリカ

地区のように、殆ど情報が入手できない地域がいくつかある。

アフリカ地区

＊アフリカ地区の殆どで、健康強調表示は禁止されおらず、規制もない。ナイジェリア

は例外である。特殊用途食品の予防／治療強調表示は、その食品が医薬品として登録

されていない限り禁止される
77
。

＊南アフリカは、健康強調表示規制は、食料品、化粧品および消毒剤法（1972）の修正

案として現在策定中である。2002年8月にパブリックコメント用に配布された原案は、

とりわけ次の内容を含んでいる
78
。

＊栄養素機能強調表示は認められる。

＊高度機能強調表示は、科学的根拠があり発売前に許可を得るという条件で、認められ

る。

＊リストに挙げられた13種類の「リスク低減表示」は、認められる。この強調表示は、

食事全体という文脈においてなされなければならない。

＊「健康health」「健康的healthy」という文言やその他の用語、記号が、その食品が健

康に資する特徴があると示唆しているならば禁止される。「健康によいwholesome」

や「栄養があるnutritious」がその食品の名称や説明に含まれているなら、同様に禁

止される。
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疾病に言及する
強調表示は特に
禁止される

特定の疾病リスク
低減表示は
許可される

栄養素機能／その他の機能
強調表示はそのいずれかま
たは両方を許可される

特定の枠組みにより
商品特定の健康強調
表示は許可される

オーストラリア（a）

オーストリア（b）

ベルギー（c）（h）（q）

ブルネイ・ダルサ
ラム
コスタリカ（c）（p）

デンマーク
エクアドル（c）

フィンランド（d）

フランス（h）

ドイツ（e）

ギリシャ
ホンジュラス（c）

イスラエル（a）

イタリア
日本（f）

ルクセンブルグ
リトアニア
マレーシア
モロッコ
オランダ（c）（h）（q）

ニュージーランド
（a）

ナイジェリア（c）（p）

ポルトガル
韓国
シンガポール（c）

スペイン（h）

スイス
タイ
イギリス（h）（n）

ヴェトナム（e）（k）

ブラジル
カナダ（g）

中国
インドネシア
フィリピン
スウェーデン（h）

アメリカ合衆国

ブラジル
カナダ（g）

中国
ベルギー（h）

デンマーク
フィンランド
フランス（h）

ドイツ
ギリシャ
インド（i）

イタリア
日本（f）

マレーシア
ポーランド（j）

オランダ（h）

韓国
スペイン（h）

シンガポール
スウェーデン（h）

タイ
イギリス（h）（n）

アメリカ合衆国
ヴェトナム（k）

日本（f）

オランダ（h）

スウェーデン（h）

●表2 74か国・地域における健康強調表示、類型別●

健康強調表示に特定
した規制はない

アルゼンチン
バハマ
バーレーン
バングラデシュ
バルバドス（a）

ベリーズ
バーミューダ
ボスニア・ヘルツ
ェゴヴィナ
ボツワナ
ドミニカ
チリ
クロアチア（l）

エジプト
エルサルヴァドル
グアテマラ
香港（o）

ハンガリー
ヨルダン
ケニヤ
クウェート
モーリシャス（m）

メキシコ
ネパール
オランダ領アンチ
レス
オマーン
パキスタン
パラグアイ
ペルー
カタール
サウジアラビア
南アフリカ（a）

トルクメニスタン
アラブ首長国連合
ウルグアイ
ヴェネズエラ

（ａ）健康強調表示規制を現在策定中
（ｂ）政府の事前承認がない場合に限り
（ｃ）食品について予防的、治療的、処置的特徴を示す健康

強調表示のみ禁止される
（ｄ）３種の許容される機能強調表示が疾病リスク低減表示

に関して認められている
（ｅ）糖尿病食品を除く
（ｆ）疾病初期での改善効果に言及する機能強調表示は許さ

れる
（ｇ）個別製品型健康強調表示の方針を現在策定している
（ｈ）健康強調表示のための自主規制制度が存在する
（ｉ）虚偽の強調表示がある食品はすべて禁止、ただし示唆

的な栄養または健康強調表示は許される
（ｊ）事前許可が必要

（ｋ）示唆的強調表示をする場合、その内容はかならず真実
でなければならない

（ｌ）健康強調表示は望ましくないとされるが、規制はない
（ｍ）食品への虚偽の強調表示は全て禁止されている
（ｎ）自主規制機関が疾病に関する強調表示を許可してきた

が、これらは食品に使用されることは認められない
（ｏ）栄養素機能強調表示規制を現在策定中
（ｐ）疾病に言及する健康強調表示をもつ食品は医薬品とし

て規制を受ける
（ｑ）自主規制基準によってリスク低減への言及は認められ

るが、許可されている強調表示はない
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アメリカ合衆国（15）

カルシウムと骨粗鬆症リスク
飽和脂肪酸およびコレステロールと冠状動脈症リスク
ナトリウムと高血圧症
食物繊維含有穀物商品、果物および野菜と癌
果物、野菜および食物繊維、とくに水溶性繊維を含有する穀物と
冠状動脈硬化症リスク
果物および野菜と癌
大豆タンパクと心臓病
植物ステロールおよび植物スタノールエステルと冠状動脈硬化症
リスク
葉酸と神経管障害
糖アルコールと虫歯
全粒オート麦やオオバコの種皮にある水溶性食物繊維と冠状動脈
硬化症リスク
脂質と癌リスク低減
全粒穀物商品と心臓病およびある種の癌リスク＊

カリウムと高血圧症および心筋梗塞リスク＊

ナッツ類と心臓病リスク＊＊

＊FDA近代化法の「権威ある意見」基準により公認
＊＊「条件付き健康強調表示」で公認

出典：食品ラベル表示ガイド－付録Ｃ食品ラベル表示
CFR参考図鑑：健康強調表示、ワシントンD.C.、FDA食品安全・
応用栄養成分センター、2000
許可されている条件付き健康強調表示、ワシントンD.C.、FDA食
品安全・応用栄養成分センター、2003

カルシウムと骨粗鬆症
飽和脂肪酸およびコレステロールと冠状動脈硬
化症リスク
ナトリウムと高血圧症
食物繊維含有穀物商品、果物および野菜と消化
器系の癌
果物、野菜および食物繊維、とくに水溶性食物
繊維を含有する穀物と冠状動脈硬化症リスク
果物および野菜と消化器系癌
大豆タンパクと心臓病リスク
葉酸と神経管障害
糖アルコールは虫歯を増やさない
脂質と癌

出典：ティー・E-S・栄養ラベル表示と強調表
示：アジア太平洋地区からの懸念および異議。
アジア太平洋臨床栄養学ジャーナル、2002,11
（S6）:S215-S223

●表3 7か国において許可されている特定の健康強調表示●

インドネシア（10）

飽和脂肪酸と血中コレステロール
全粒穀物食品と心臓の健康
果物および野菜と胃癌＊

果物と肺癌＊

野菜と腸癌＊

大豆タンパクと血中コレステロール
＊EUにおける医薬強調表示の禁止のため、こ
れらの強調表示は現在食品ラベルや広告では使
用できない

出典：強調表示検討、レザーヘッド、健康強調
表示合同推進機構、2003
（www.jhcl.org.uk/apprclaim.htm;2004/1/5に接続）

カナダ（5）（b）

「カリウム高含有でナトリウム低含有食品を含む健康的食事は高
血圧リスク、心筋梗塞と心臓病リスクを低減する可能性がある」
「カルシウムとビタミンDが充分含まれる健康的食事と運動習慣
は強い骨格を作る助けとなり、骨粗鬆症リスクを低減する可能性
がある」
「低飽和脂肪酸、トランス脂肪酸の健康的食事は心臓病リスクを
低減する可能性がある」
「多種類の野菜と果物たっぷりの健康的食事はある種類の癌リス
クを低減する可能性がある」
「虫歯をつくらない」あるいは「齲歯を促進しない」あるいは「虫
歯を促進しない」あるいは「非齲蝕原性の」（特定の種類のチュ
ーインガム、飴、または呼気清涼剤にのみ適用できる）
（b）注：この用語言い回しのとおりに使用しなければならない

出典：食品医薬品法（カナダ）、食品医薬品規制法修正法（栄養
ラベル表示、）栄養成分強調表示および健康強調表示）、
（P.C.2002-2200 12、2002/12）、（オタワ、ヘルス・カナダ、
2003）
（http://canadagazette.gc.ca/partll/2003/20030101/html/sor11-e.html
;2004/3/3に接続）

イギリス（6）
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●表3 7か国において許可されている特定の健康強調表示●

スウェーデン（9）（2段階の一般強調表示） フィリピン（2）

肥満―摂取エネルギー
血中コレステロールレベル－飽和脂肪酸およびある種の
食物繊維
血圧－塩分
アテローム性動脈硬化症－血中コレステロールならびに
血圧に影響する要因およびオメガ3脂肪酸
便秘－食物繊維
骨粗鬆症－カルシウム
齲歯－易発酵性炭水化物
鉄分欠乏症－鉄
（冠状動脈性）心臓病－全粒穀物
出典：一般健康強調表示、ルンド、スウェーデン栄養財
団、2003
（http://www.snf.ideon.se/snf/en/rh/Generic_claims.htm
;2004/4/16に接続

カルシウムと骨粗鬆症
脂質と癌
出典：ティー・E-S・栄養ラベル表示と強調表示：アジ
ア太平洋地区からの懸念および異議。アジア太平洋臨
床栄養学ジャーナル、2002,11（S6）:S215-S223

マレーシア（11）（栄養機能強調表示のみ）（a）

カルシウムは強い骨と歯の形成を助ける
たんぱく質は身体組織の構築と補修を助ける
鉄は赤血球生成の要素である
ビタミンDは身体がカルシウムとリンを利用するのを助
ける
ビタミンB1／チアミンはたんぱく質、脂質、炭水化物由
来のエネルギーを放出するために必要である
ビタミンB2／リボフラビンはたんぱく質、脂質、炭水化
物由来のエネルギーを放出するために必要である
ナイアシンはたんぱく質、脂質、炭水化物由来のエネル
ギーを放出するために必要である
葉酸は細胞の成長と分裂に必要不可欠である
ビタミンB12／シアノコバラミンは赤血球生成に必要で
ある
ビタミンCは肉以外のものからの鉄分吸収を促進する
マグネシウムはカルシウムの吸収と保持を促進する
（a） 健康強調表示は禁止されている－これらは「栄養
素機能」強調表示として定義されている

出典：マレーシア食糧農業輸入規制および基準　報告書
2003、ワシントンD.C.、アメリカ農務省農業局外国農業
課、2003
（http://www.fas.gov/itp.ofsts/fairs_by/country.asp
;接続月日2004/1/5）
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アメリカ地区

＊1994年から、アメリカ合衆国では健康強調表示が認められてきた。強調表示は、食品、

医薬品および化粧品法（1938）、そしてその修正法としての栄養表示教育法（1990、施

行1994）で規制されている。良い食習慣を促進し消費者を虚偽表示から保護する目的

で制定されたこの法律では、当初7種類の強調表示を認める一方、疾病予防／治療強

調表示を禁止した。現在は15の強調表示が認められており、さらに追加が検討されて

いるところである（表3、Box15参照）
79，80
。

＊カナダでは、食品および医薬品法の修正を経て健康強調表示が合法化された。2003年

1月の施行によって、5種類の強調表示が許可されている。強調表示は特定の用語法に

則るものでなければならない（表3参照）。4つが疾病リスク低減強調表示、一つが虫

歯に関するものである
81
。強調表示の指針とすべき原則は、強調表示は、科学的根拠

に支えられていること、正しい内容であり誤解を与えるおそれがないこと、国の保健

政策と矛盾していないこと、その食品が疾病を予防、治療すると示唆するものではな

いこと、である
82
。2歳以下の幼児のみに向けられた強調表示は認められない。また、

強調表示が認められる食品とそうでないものが定められている（第4部4.2.7参照）。現

在、個別製品型強調表示に関する方針が策定中である（第4部4.2.5参照）
83，84
。

＊ブラジルは、この調査ではラテンアメリカ諸国の中で唯一、健康強調表示に関して明

確に定義された規制を持つ国である。1999年に成立したこの規制は、健康強調表示の

使用に関するCodexガイドライン（策定中）とアメリカ合衆国の法制とオランダの科

学的根拠立証に関する実施原則をもとに形を定められた。このブラジルの規制では、

強調表示は科学的根拠に基づいていなければならないこと、その商品の効能には限界

があるという情報を明確に理解できるように商品ラベルが記述されていること、そし

て強調表示が公共保健政策に合致したものであることが求められる
85，86，87，88

。

＊コスタリカ、エクアドル、ホンジュラスでは、食品やその栄養特性が疾病を予防、治

療、処置するように表現して誤解を招きかねない健康強調表示は禁止されている。

＊調査を行なったその他のラテンアメリカ諸国では、健康強調表示は禁止も規制もされ

ていない。規制がないため、これらの地域では規制されることのない健康強調表示が

何百もの食品になされ、通常それは機能的な便益についてもので、疾病リスク低減で

はない（第4部4.2.1参照）
89
。こうした健康強調表示の科学的立証手続きは定められて
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いない。

＊カリブ海諸国では、食品に記載される健康強調表示について特定の規制は見つけるこ

とができなかったが、バルバドスは虚偽の健康強調表示への憂慮を表明するべく規制

が策定されているところである。（K. Mullin、個人的情報提供、2003/3）。

東南アジア地区

＊インドでは、栄養強調表示と健康強調表示を意味する表現が認められているが
90
、食

品不純物規制法（1954）は虚偽の強調表示をした食品は全て「不正表記misbranded」

だと述べており、それゆえ禁止されている
91
。

＊インドネシアでは、10種類の健康強調表示が認められている（表3参照）。良好な健康

状態を保証するという強調表示は認められない。健康に便益があるという強調表示は、

商品の成分構成と日常的摂取でそうなるという証明が必要である。示唆的健康強調表

示は、誤解を与えかねず消費者に栄養についての事実情報を与えるという理念に合致

しないので認められない
92
。この食品表示に関する条項に加え、1999年の消費者保護

法は、誤解を与えかねない健康強調表示を禁じる条項を含んでいる。

＊タイでは、栄養成分強調表示と比較強調表示が認められている。栄養素機能強調表示

はタイの推奨1日摂取量に記載されている必須栄養成分についてのみ認められている

が、タイ食品医薬品局から用語法の許可が必要である。この強調表示をする食品は、

食事中の重要な栄養成分を提供しているものでなければならない。個別製品型強調表

示は疾病に言及するものであるとして禁止されている。疾病や健康状態に言及する健

康強調表示は禁止されている
93
。

ヨーロッパ地区

＊イスラエルの現行法は食品の健康強調表示を禁じている。しかし、近年健康強調表示

の誤用が見られるため、この法律は現在アメリカ合衆国の法規に準ずる形で健康強調

表示を容認する修正が加えられている
94
。食品メーカーは、健康強調表示の許可を保

健省から得なければならない。「機能強調表示」は、許可は不要だが「この強調表示

は保健省の検定を受けていない」との表記をしなければならない（D. Nitzan

Kaluski、個人的情報提供、2003/8）。
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＊欧州委員会の法規はEU諸国にきわめて一般的な指針を与えるのみにとどまっている。

ＥＣ指令2003/13/ECは、食品の表示、情報提供と広告は誤解を与えてはならず、ま

た医薬品的な表示（疾病予防／治療／処置の強調表示）を行なってはならない、と述

べている。こうした一般原則以上についての強調表示のあり方には、EU諸国の間で

大幅な差異が見られる。すなわち、使用される用語の定義と強調表示使用が保証され

る条件の間には多くの矛盾点が見られ
95
、強調表示は、その詳細部分で国によって異

なっており、強調表示の適用には、かなりの法的不確実性がある。特筆すべきは、「疾

病予防／治療」の意味に様々な解釈がなされていることである。EC法制に則る形で、

加盟諸国の全てではないものの、ほとんどこの条項に従い健康強調表示で疾病への言

及はいかなる場合も禁じることの根拠としている。EC諸国では、食品の健康強調表

示はほとんどの場合機能強調表示である
97
。

国独自の規制あるいは欧州全域の法規がないことで、自主規制の実施原則をすでに策定

した、あるいは策定中の国が7か国ある（ベルギー、フィンランド、フランス、オランダ、

スペイン、スウェーデン、イギリス）（Box8参照）
98
。

ヨーロッパ諸国間での不均一な法規制は、多くの団体がEU全域を対象とする法制を主

張する原因となっている
99
。現在の不一致が「消費者、国民健康を高い水準で保証する際

の障壁になり、また食品を自由に移動させ国際市場を適切に機能させるための障害となる

であろう」という認識に基づき、欧州委員会は最近、食品に付ける栄養・健康強調表示に

関する規制を採択した（2003.7）（Box9参照）
100
。この規制法は、まだ欧州議会および欧州

理事会の採択するところとなっていないため効力を発揮していない。この規制法は最終決

定までにまだ修正される可能性があり、それをならってこの法律に規定されている各種方

策がEU加盟国で義務づけられることになる。
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Box8
EUにおける健康強調表示の自主規制

ヨーロッパ全域あるいは各国別にも食品の健康強調表示使用に関する指針がないため、ヨーロッ

パ諸国で7か国が自主規制枠組みを作った。自主規制を最初に設けたのはスウェーデンで、当初「し

っかりと確立した食事－健康の関係」に基づいて、一般的強調表示8種類を2段階方式で許可した
101。最近になって、全粒シリアルと（冠動脈性）心臓疾患に関して9番目の強調表示が導入された

（表3参照）102。これらの強調表示のうち3つは、疾病（動脈硬化症、骨粗鬆症および心臓疾患）に

言及している。2001年からは、個別製品型健康強調表示もまた、成分構成を通して栄養的に十分な

食事に明確に貢献している食品に認められている。農業従事者、食品流通業と小売業団体の連携に

よって、実行規則－食品のラベル表示とマーケティングにおける健康強調表示に関する規則（1990、

修正が1997、2001）が施行されている。スウェーデン栄養財団が、助言機関としての役割を演じ

ている。

イギリスでは、健康強調表示合同推進機構が6種類の一般的健康強調表示を検討した。うち3つは

現行法で食品に使用することができる（表3参照）。健康強調表示合同推進機構の実行規則（2000）

は、公共の健康を促進し消費者が判断を誤ることがないことを確保することが目的である。目的と

してその他、食品産業において技術革新を促進すること、およびイギリス国内、ヨーロッパ内なら

びに国際的に健康強調表示使用の一貫性を促進することがある103。この規則は、産業と消費者の共

同作業の結果であり、産業、消費者保護団体、監督官庁からの代表で構成する健康強調表示合同推

進機構によって監視されている104。強調表示の法的な事前許可制度がないので、健康強調表示合同

推進機構は、食品メーカーが商品の発売前の段階で、一般あるいは個別製品型強調表示をする前に

合同機構に対して助言を求めて、その強調表示が食品法規を侵し、消費者に誤解を与えるべきでな

いと勧告している。この方式で助言を受けることは任意である。メーカーは、強調表示を指示する

証拠がある限りは、合同機構の関与を受けることなく、健康強調表示をして差し支えない。

オランダでもまた、食品、飲料製品上の健康強調表示のための科学的根拠を評価するという点に

焦点をしぼった実行規則が自主規制として行なわれている。この実行規則は、企業、消費者団体、行

政の連合体であるオランダ栄養センター（政府出資機関）により策定されたのもので、健康強調表

示のなかで述べられている健康便益についての科学的根拠の評価を行なうべく、1998年に制定され

た105。この規則は個別製品型強調表示にのみ適用され、任意的なものである106。その目的は、食品

メーカーに「健康強調表示で述べられる科学的根拠を効果的に評価する手段」を提供するものであ

る。

自主規制は全ヨーロッパの水準でもまた存在しており、さらに一段の協調推進手段として用いら

れている。EU食品・飲料産業連合（CIAA）は1999年に、健康強調表示使用に関する実行規則を策

定した。加盟15か国の支持を受けて、このCIAA実行規則は、強調表示を支持するために監督官庁

によりどのような科学的根拠が要求されるかということに影響力を与える視点で健康強調表示の実

施と評価のための一般原則を設定している107。
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Box9
欧州委員会による食品の栄養および健康強調表示のための規制

欧州委員会規制法の制定作業は、2000年に食品の安全性に関する白書の発刊によって始まった。

この白書で、委員会は栄養および機能強調表示を取り締まる法規の導入を検討することを指摘した。

栄養および機能強調表示についての討議報告書が2001年に準備され、そこにはこの類型の強調表示

について90の意見が載せられていた。これらの意見の中で、加盟国のいくつかと多くの消費者団体、

産業団体が、この討議報告書には健康強調表示がないことについて懸念を表明し、これについても

EU全域レベルで規制されるべきであるとの要望を述べた。このことを受け、欧州議会および食品

の栄養・健康強調表示に関する評議会の規制提言草案が準備された。この提言は、現在はすでに欧

州委員会の採択を受けており、目的としてEUでの健康強調表示規制の協調促進を掲げている。加

盟国の国内では、この規制法に名前を挙げられている強調表示のみが許される。現在の形の中で、

この規制が許可しているのは：

・特定リストに掲げる使用条件をともなった栄養強調表示。

・疾病リスク低減表示とその他強調表示の欧州委員会への申請。許可を受けたものが、認可強調

表示登録簿に加えられる。

この規制により義務づけられているのは：

・健康強調表示についての、ヨーロッパ食品安全局による可能な限り高度な基準の科学的評価。

・栄養または健康強調表示のされた食品すべてについての栄養ラベル表示。

・健康強調表示は、平均的消費者に理解可能なものでなければならないこと。

この規制で禁止されているのは：

・疾病予防／治療強調表示。

・行動と生理学的機能への便益という強調表示。

・曖昧、一般的かつ限定的な強調表示で良好な健康状態、安楽全般（overall good health and

well-being）についてもの。

・体重減少についての健康強調表示。

・アルコール飲料に関する健康強調表示。

・「パーセント脂質フリーPercent fat-free」強調表示。

・食品の特定栄養成分的側面についての強調表示。

この規制は、いまだに欧州議会と評議会の採択を受けていないので、法的強制力はない。現時点

では、議会と評議会の修正を行なうべく「検討第一段階」を経ている最中である。
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東地中海地区

この地区では健康強調表示に関する規制の存在は見られなかった。

西太平洋地区

＊オーストラリアとニュージーランドでは、健康強調表示は現在禁止されているが、規

制策定が進んだ段階に入っている（Box10に解説）。

＊日本は、健康強調表示規制を行なった最初の国の1つである。1991年に「その他の機

能」強調表示に類似の健康強調表示が「特定保健用食品」（Foods for Specified

Health Uses : FOSHU）と名づけられた一部の食品群について法的に認められることに

なった
108
。本質的には個別製品型強調表示であり、その目的は深刻な健康問題を治す

べく設計された食品の生産を促進しようというものである
109
。機能性食品と同様に、

特定保健用食品は法規によって特定の保健用途を持つように設定され、すなわち、消

化管の状態改善、高コレステロール、高血圧または高血糖の低減、ミネラル吸収促進、

虫歯予防、そして血中中性脂肪増加抑制がある
110
。この法規では、FOSHUへの健康

強調表示に加えて13（訳者注：現在は12種類のビタミン、5種類のミネラルの17）の

規格基準型の栄養素機能強調表示が認められている。栄養成分含量表示と栄養比較強

調表示もまた認められている。しかしながら、これらの強調表示が認められるかどう

かの判定基準は、Codexガイドラインのものとは違うものである
111
。

＊中国では、健康強調表示は「保健食品」と呼ばれる特定の食品群に認められている。

これらは、特定の集団により消費される特定の保健用途を持つ食品である。癌、寿命

延長、疾病予防／治療あるいは若返りについての強調表示は認められていない
112
。

＊香港では、疾病予防／治療強調表示が禁止されている以外、広告中の健康強調表示に

規制があるにもかかわらず、健康強調表示の規制は存在しない。しかしながら、Codex

ガイドラインに従った栄養素機能強調表示の法規が策定中である
113
。

＊フィリピンでは、健康強調表示規制は策定途中だが、2種類の疾病リスク低減表示が、

カルシウムの骨粗鬆症リスク低減、食事脂肪と癌リスク低減に関して認められている

（表3参照）。規制は、予防／治療強調表示が禁止され、さらに栄養上および健康上の

有効性を証明していない食品への強調表示もまた禁止している
114
。

＊シンガポールでは、特定の栄養素機能強調表示がケース・バイ・ケースで認められて

第3部各国の栄養表示と健康強調表示制度　概観 63

第
3
部
　
各
国
の
栄
養
表
示
と
健
康
強
調
表
示
制
度
　
概
観



64 Nutrition labels and health claims: the global regulatory environment

いる
115
。規制は、疾病予防／治療強調表示を禁じており、ラベル表記に医療的性質を

もつアドバイスと解釈できる強調表示を載せることはできない。特定の条件と疾病を

結びづける健康強調表示は現在議論されている最中であり、2年以内に規制の対象に

なることが有力視される
116
。

＊マレーシアでは、疾病に言及する健康強調表示は禁止されているが、2002年に導入さ

れた規制によって、現在は栄養成分含量表示と栄養比較強調表示と栄養素機能強調表

示が認められている
117
。栄養素機能強調表示は現在11種類が認められている（表3参

照）
118
。

＊韓国では、2003年に初めて健康強調表示が認められるようになったが、健康補助食品

についてのみであった。食品への健康強調表示はまだ禁止されている（N.-S. Kwak、

個人的情報提供、2003/6）。

Box10
オーストラリアとニュージーランドにおける健康強調表示規制の策定

効果的な健康強調表示の規制制度を策定することは、長く複雑な過程、すなわち利害関係者には

様々な要求と意見があり、科学は論争が尽きなく、込み入った細部事項が関係することを経る。こ

れがまさにオーストラリアとニュージーランドでおきた状況を描いている。健康強調表示は現在禁

止されているが、新しい取り組みの道が必要であることは10年前から明白であった119。1993年、オ

ーストラリア・ニュージーランド共同食品機関（ANZFA、オーストラリア・ニュージーランド食

品基準局FSANZが改称）が、機能性食品の開発が進むという状況の中で健康強調表示が禁止され

ている事態を巡る問題を検討した。「示唆的健康表示」の使用が増加している状態に懸念が表明さ

れた。これは、法律の文言に抵触するものではないが、消費者にとっては誤解を与えるものであり、

メーカーにとっては不当に有利であると信じられていた。法の執行機関としては、保護的政策の強

化を一段と明確にする必要に迫られていたのである。

1996年、パブリック・コメントが載せられている基本方針文書が発行され、これに引き続いて健

康強調表示の規制が追い求められ始めた。その翌年、健康とその関連の強調表示の予備的評価が発

表され、1998年には提言されている健康強調表示を管理するための枠組みを試験するために先導計

画が設定された。「葉酸と神経管障害」の強調表示がいくつかの食品で許可され、それを実施する

仕組みを評価することにしたのである。この先導計画は、提案されている共同規制の枠組みをどの

ような段取りで導入を図るかについての情報開示に役立った。この枠組みは、産業側の実行規則の

助けも得て、法的に拘束力があるものを目指した120。こうして、情報提供、公正取引と国際的基準
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との整合性の促進、および公共の健康の保護を目指すこの新たな規制は、2001年提案された121。こ

の提案では、法的管理の様々な条件の下に「高度機能強調表示」と「疾病リスク低減表示」が認め

られ、アルコール飲料とある特定の栄養的側面を持つ食品での強調表示は禁じられることとされて

いた122。この多様な政策選択肢には、それを支持するもの、反対するもの、様々な意見が持ち出さ

れた。

このANZFAの提言がオーストラリア・ニュージーランド食品規制閣僚評議会に受け入れられる

まで複雑に事態が進展する中で、2002年に重要な変更がこの食品規制制度の管理運営手続きに対し

て加えられた。その結果、健康強調表示の政策原則を策定する責務は、FSANZから新たに設置され

た食品規制常任委員会へと移転されることとなった（M. Lawrence、個人的情報提供、2004/1）。

そして、それまでの提案は、健康強調表示の範囲と方向性を決定する全く新たな政策過程に取って

代わられた（P. Liehne、個人的情報提供、2003/10）。2003年に閣僚評議会は、健康強調表示の

ための一連の包括的原則を発表した。ここでは、発売前の政府による許可と産業側による自主規制

を相対的にどの程度案分するかについての選択肢の射程範囲を含むものである。食品産業は自主規

制の余地を大きく採る方向に賛同していたが、消費者および公共保健栄養の指導的組織であるオー

ストラリア健康的食料供給連合は、政府による監督と法的統制を最大化するという選択肢を支持し

た（M. Lawrence、個人的情報提供、2004/1）。白熱した論争の果てに、2003年12月、政府の権

限をより大きいものとする選択肢が閣僚評議会の賛成を勝ち取った。この政策ガイドラインは、「国

民の健康と安全の保護を確保する一方、なおかつ食品産業の技術革新と流通をも許容する」ことを

目指すものであり123、この規制制度は、ある適格条件の範囲内で、科学的に立証されている健康強

調表示を販売開始前に許可するものであると述べている。この政策ガイドラインを土台に、健康強

調表示規制策定の新たな過程が2004年から始められる。

3.3.2 広告表現中の健康強調表示に関する規制

世界的には、広告に関する法律は、通常、広告は内容が真実であり誤解を招くようなも

のであってはならないという原則に基づくものである。広告の自主規制のための実施規則

についても同様である
124
。現状のこの分野での規制では、広告表現中に虚偽あるいは誤解

を招くような健康強調表示の使用を暗黙のうちに禁じている。広告表現中の健康強調表示

使用を制限するための特別な規制を施行している国もある。規制の形は次の2つのいずれ

かを採る傾向がある、1）ラベル表記中の健康強調表示使用に関する規制を広告表現中の

健康強調表示使用に拡張する、2）広告と健康に関する規制の中に、広告表現中の健康強

調表示使用に関する特別な条項を入れる。
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法的な規制あるいは自主規制の形は、条文は明確に「健康強調表示」としてこれに言及

するか、あるいは黙示的に言及しているかのいずれかである。広告規制法では19、健康法

では3つのそのような言及を行なう条項を見つけることができた。規制では、以下の制限

を1つまたはそれ以上載せている。

＊広告は、食品を医薬品あるいは医療器具と結びつけるものであってはならないし、食

品が疾病を予防、治癒、治療できると表現してはならない。この条項は、ブラジル、

中国、香港、アイルランド、イタリア、ルーマニア、シンガポール、韓国の９か国の

広告規制で見られた。例えば、中国の広告法（1995）では「医薬品と食品を混同させ

るような、医学用語の使い方をしてはならない」
126
と述べており、アイルランドの自

主規制広告基準規則では「健康強調表示」は「病気、障害の治療を暗示する用語、文

章、図表を用いてはならない」と述べている
127
。香港のテレビ広告基準の一般原則で

は「商品またはサービスの栄養上あるいは食事の効果は注意を払って取り扱わなけれ

ばならない」、また「資格を持った医療従事者による診察や助言が必要であるような

健康状態に対しての効果や処置に関する強調表示は認められない」と述べている
128
。

＊食品の広告は、虚偽、誇張あるいは誤解を招く説明を含んではならない。この非常に
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世界的な広告規制の調査
125
では、23か国が食品広告での健康強調表示の使用について1

つまたはそれ以上の規制を持つことが確認されている（表4）。
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食品ラベル中の健康強調表示使用に関
する規制が広告にも適用されている国

広告規制がなんらかの形で健康強調表示も包括している国、地域

オーストラリア
ブラジル
カナダ
イスラエル（実施はまだ）
オランダ
ニュージーランド
スウェーデン
イギリス

ブラジル（自主規制）
カナダ（自主規制）
中国（法律）
デンマーク（法律）
フランス（自主規制と健康法）
インド（法律）
アイルランド（自主規制）
イタリア（自主規制）
日本（自主規制）
香港（広告法と健康法）

マレーシア（法律）
ナイジェリア（法律）
ルーマニア（法律）
シンガポール（自主規制）
南アフリカ（自主規制）
タイ（法律）
イギリス（法律と自主規制）
アメリカ合衆国（法律）

●表4 広告における健康強調表示の使用に関する規制のある国・地域●
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一般的な条項は、フランス、インド、日本と韓国の４か国の規制で見られる。例えば、

日本の広告自主規制規則では「誇張や虚偽を含む（食品の）広告表現は取り扱わない」

と述べている
129
。

＊食品広告の強調表示は科学的根拠に基づくか証明できるものでなければならない。こ

の条文はフランス、香港、アイルランド、ルーマニアと南アフリカ（「たんぱく質強

調表示」について）の５か国で見られた。例えば、ルーマニアで最近施行された広告

法（2003.1）では「厳密な断定表現で栄養成分（ビタミンCの効果など）や健康状態

（「健康的な消化を促進する」など）に関するものは、確実な科学的事実に基づいてい

なければならないし、食品の栄養上あるいは健康上の便益に関して虚偽の概念をねつ

造するものであってはならない」と述べている
130
。

＊健康強調表示のある食品広告は、その商品が良好な健康状態に必要であると暗示して

はならない。この条文は、フランスとナイジェリアの２か国で見られた。ナイジェリ

アでは、広告表現実施規則が健康強調表示の見出しの下に条文が1つのみあり、「広告

は、消費者の良好な健康状態はひとえにその商品の使用にかかっているという印象あ

るいは強調表示を受け手に提示してはならない」と述べている
131
。

＊強調表示をしている食品広告は事前許可が必要である。食品広告に特別の事前許可が

必要とされているのは、カナダ、マレーシアとタイである。カナダは、自主規制団体

のカナダ広告基準機関によって運営され、広告で「食品の強調表示」の形のものは全

て事前許可が必要である
132
。タイは、食品医薬品局による事前スクリーニングがあり、

コマーシャルが商品の便益、効果やその保証に触れている場合はそれを行なうことと

なっている。

ラベル表記で健康強調表示の使用について規制がある８か国は、それらを広告にも適用

している（表4参照）。例えば、ブラジルの法律では、「食品または食品原材料の栄養ある

いは健康強調表示中のいかなる情報も、それが広告される媒体にかかわらず、ラベル表示

の中で提示することが許可されている情報と意味が異なるものは用いることができない」

と述べられている
134
。欧州委員会が提案している食品の栄養および健康強調表示に関する

法規でもまた、ラベル表示の規則を広告にも援用されている。オーストラリア、南アフリ

カ、ニュージーランドの新たな規制（現時点では草案）も同様である。最新の栄養および
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健康強調表示使用に関するCodexガイドライン草案は、広告にも適用されるはずであるが、

この件に関する論争は、この草案がCodex食品規格委員会により却下されたことに大きな

原因があった（第4部4.2.4参照）。

広告中の健康強調表示に関して、あらたなかつ特別包括的な取り組み方が、フランスに

おける健康強調表示に関する自主規制ガイドラインで描き出されている（Box11）。この規

制は、2002年に施行されており、健康強調表示に特定的に適用される自主規制規則の一部

をなすもので、フランスの広告基準の権威団体である出版審査機関により策定された。

Box11
フランス広告審査局の健康強調表示に関する自主規制ガイドライン抜粋a（2002/11）

明確性

広告は商品を、特にそれらがヒトの疾病を予防、処置、治療する特性を持っているとして、医薬

品の領域にあるかのように描いてはならない。

事実への立脚

原則

広告は、宣伝されている商品の特徴について虚偽あるいは消費者を誤認させる全ての主張、示唆、

描写を避けなければならない。

証明

・健康を増進する性質を持つという強調表示は、広告に先立って広告主により立証されなければ

ならない。

・全ての健康強調表示は、充分な科学的証拠により立証されなければならない。

・強調表示は、証明の性質と程度に一致していなければならない。

・科学的証拠は、現代の専門的な実施方法に基づき行われた資料や治験結果を意味しているもの

と解釈される。

特定の分野においては、以下の方策が採られる：

・食料品：「健康強調表示使用の実施規則」は、EU食品飲料産業連合によって策定されている。

支持

・医学、医療関連分野および科学的職業の所属員の1人あるいは複数による支持は、そのような

推奨意見は客観的かつ立証可能な科学的根拠に基づくものであり、たんにその職業にあるもの

の個人的意見ではないという条件で、商品の原材料に適用される。

各国の栄養表示と健康強調表示制度　概観
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・そのような意見は、商品を医薬品として提示するものではない。

・商品の直接的な支持は認められない。

客観性

・広告は、宣伝される商品の人体に及ぼす効果について、誇張や誤認を招く方法で描いてはなら

ない。

・コマーシャルは、標的とする視聴者に非合理的あるいは根拠のない恐怖を与えたり、喚起した

りする可能性のある説明や映像表現を避けなければならない。

・コマーシャルは、良好な健康状態がこの商品を使わないことで損ねられるという示唆をしては

ならない。

・健康便益の強調表示をするために、そのような効果は相当程度あり、通常の使用条件で計測可

能でなければならない。またその強調表示を保証するのに十分顕著でなければならない。

・広告は、もし特定の結果が他の商品との相互作用や多くの生活様式の規則や原則を遵守したこ

とに関連しているならば、得られるものである結果を強調表示されている商品自身の力で作り

出したと消費者が信じるような誘導を行なってはならない。

公正

・広告は、他の商品は良好な健康状態を促進できないと示唆して、他の商品を貶めてはならない。

・コマーシャルは、他の商品も実際のところ同一の性質を持っている場合に、ある商品が唯一無

比の特性をもっていると消費者が信じるように誘導するような事柄を言及してはならない。

・広告は、いかなる商品についてもその過剰な使用や摂取を奨励してはならない。

出典：健康強調表示の推奨、パリ、広告審査局、2002。

（http://www.bvp.org/documents/deonto/Allegations_sante/mn_alimentaion.htm；2004/1/5

接続）

a：フランス語からの翻訳（正式翻訳ではない）
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4.1 栄養表示

この調査により、多くの国で栄養表示に規制が行われていることが確認された。様々な

取り組み方の中で、重要な論点として次の点が挙げられている。すなわち、義務表示に対

する任意制度の費用対効果分析、栄養表示の対象となる食品の種類、栄養表示に実際に記

載される情報、栄養表示に対する消費者の理解、そして栄養表示が食品選択と食生活に及

ぼす影響である。

4.1.1 栄養表示の任意制度と義務制度との費用対効果分析

表示が求められる国や地域のうち、任意の実施を基本としている比率が最も高い。例外

は、栄養強調表示が記載されている場合であり、これは栄養表示における強調表示の真実

性を保証するためのマーケティング上の手法であり、また特殊用途食品の場合は特別な食

事を必要とする人の助けとなるものである。全ての包装食品に栄養情報の記載を義務付け

ることは、全く異なる取り組み方法でもあり、通常は国民の健康状態への配慮がその動機

付けとなっている。

表示を義務化することについては、賛成から反対まで幅広い様々な議論がある。例えば、

最近香港で栄養表示を義務化する計画の提案にパブリックコメントを募ったところ、栄養

関係の分野から、表示の義務化は健康的な食生活を促進するだろうという意見が寄せられ

た
135
。しかし、小売業界では、海外の供給者が香港向けに輸出しようとする意欲を低下さ

せるのではないかとの心配がなされ
136
、これに関連して表示の義務化による費用負担につ

いても懸念されていた。

現在、表示が義務的に求められている国では、そこで発生する金銭費用の問題は、健康

の費用対効果との相対比較という形で、意思決定過程の主要な部分となっている。Box12

で記載されているように、少なくとも3つの国においては、制度策定過程の一部として費

用対効果の分析が実施され、義務化という方針を支持するために使われた。購買の意思決

定の際に、栄養情報が与える影響が増すため、また食品メーカーがより健康的な商品を開
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発することを促進するため、という理由で表示の義務化を支持する議論もあった（Box14

参照）。

Box12
義務的栄養表示規制の費用対効果分析

・アメリカ合衆国：食品医薬品局FDAは、義務的な表示の費用対効果を検討した。栄養表示教育

法策定につながる決定的な要因となった研究である。費用は15億ドルと算定され、政策執行管

理、栄養成分決定試験、印刷および在庫費用を含む。効果は、20年間で、癌が35,179例の減

少、冠状動脈性心疾患が4,024例の減少、早期死亡が12,902例の減少があると見積もられた。こ

れらの健康状況の変化は、42億ドルと評価された（死亡するリスクに対して人びとが支払う意

思がある金額として36億ドル、医療費の低減が6億ドル）
138
。関連する研究では、心臓病と癌の

発生率が低下した結果、4万年と120万年分の寿命が延びたと見積もった
139
。

・オーストラリアとニュージーランド：オーストラリアとニュージーランドでは、義務的な栄養

表示制度の準備にあたり費用対効果分析を実施した
140
。分析では、1年義務的表示の実施が遅

れると、そのことによる毎年の死亡者は320から460の間、保健政策の費用は4千7百万ドルか

ら6千7百万ドルの間、そして寿命短縮の評価額は3億4100万ドルから4億8600万ドルの間と見

積もられた。

・カナダ：カナダ保健省の見積もりでは、栄養ラベルは20年間で53億ドルの節減を、直接および

間接費用としてもたらすとされた。これには、癌の一部、糖尿病、冠状動脈性心疾患および卒

中の治療費用、および生産性の損失にともなうより広汎な経済的費用が含まれる。保健省の見

解では、産業側には3億ドルの費用負担を設定するとして、義務的ラベル表示は相当な費用節

減を達成できる、というものであった
141
。

4.1.2 栄養表示制度で取り扱われる食品の種類

制度が適用される食品の種類は、国際的、地域的、国で異なっている。ほとんどの国で

は、表示は概ね包装食品に限定されている。Codex栄養表示ガイドラインは、全ての食品

に適用される。欧州委員会規則は、包装食品とレストラン、病院、売店などに供給される

食品に適用される。アメリカ合衆国では、強制的な栄養表示は包装食品に適用され、食肉、

魚介類を含む生鮮食料品は、任意が原則でありラベル表示してもかまわない。

その国の食生活上重要と考えられている種類の食品に限定して、ラベル表示が義務付け
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られている国もある。注目すべきは、最近マレーシアでは、制度を拡張し一般的に消費さ

れる食品という幅広い範囲を取り扱うようになった。韓国では、パン、麺類、レトルト食

品はラベル表示しなければならないが、中国、タイ、ベトナムでは児童など特定層を対象

にしている食品にラベル表示が求められている。

栄養問題に対して積極な団体が、栄養表示が義務付けられる食品の種類を増やすために

議会工作活動をしている国もある。アメリカ合衆国では、現行の栄養表示制度では、本来

その場で調理されすぐ食べることができる食品は適用外としているが、規制支持派は、ア

メリカ合衆国の食品支出の46％は外食であり、そこで消費される調理済み食品には健康的

な選択を指導すべきラベルが付けられていないことを根拠に、レストランでの強制的な表

示の実施を要求している
142,143
。いくつかの研究によれば、外食と摂取カロリーの高さおよ

び体重の重さには正の関連があるとされている
144
。栄養表示を任意原則で、ポスターやパ

ッケージにも広げようとするファストフード・チェーンもある。現在カナダでは、精肉、

鶏肉と魚介類およびレストランのメニューに栄養表示を求める議員立法法案が国会に上程

されている
145
。

4.1.3 栄養表示ラベルに記載される情報

各国が様々な栄養表示の方策を施行している中で、重要な違いは、どの栄養成分をラベ

ルに記載するか、どのように表現するか、という選択である。過去数年にわたり関連する

特に関係の深い課題が三つある。すなわち、栄養強調表示されているときに表示すべき栄

養成分、トランス脂肪酸の表示、そして原材料一覧に量的原材料表示（QUID）を含める

ことである。これらの課題への洞察が、特にCodex食品表示部会での議論から得られてい

る。

＊栄養強調表示に表示すべき栄養成分：Codexは、栄養強調表示が正当であると確証す

る手段として、その強調表示されている栄養成分はエネルギーとたんぱく質、消化性

炭水化物と脂質と併せてラベルに明記されるべきであると勧告している。この方式は

多くの国で実施されている。しかしながら、このCodexあるいは多くの国のガイドラ

インは、メーカーが食品の充分な栄養情報を提供せずに、最も重要な栄養成分につい

栄養表示と健康強調表示の策定、実施と有効性をめぐる諸論点

第

4
部



て強調表示することを許容していると主張されてきた。例えば、規制によれば、ある

食品が「低脂肪」であるという強調表示をしつつ、その商品が高ナトリウムのもので

あるという事実は、消費者の注意を向けさせなくても許容されている。これらの懸念

があったため、1997年、Codex食品表示部会のアメリカ合衆国代表団は、栄養強調表示

されるときは明記される「栄養成分の一覧表」は拡大されるべきであると提議した
146
。

この修正提案は、強調表示があるときは、基本栄養成分4種類とその強調表示がされ

る栄養成分以外に、糖類、食物繊維、飽和脂肪酸、ナトリウムを栄養成分群として一

括して明記するべきであると述べている（この修正案は、後にトランス脂肪酸を含む

ように変更された）。2003年、Codex食品表示部会はこの修正案を否決した。一部の代

表団が公共の健康という見地からこの拡大案に賛成する一方、他の代表団は次の意見

を述べて反対した
148
。

＊栄養表示は多くの国において比較的新しい主題であり、栄養成分の追加表示は消費

者の混乱を増大する可能性がある。

＊これらの追加栄養成分／構成成分の健康や病気に関係する機能を支持する科学的デ

ータはまだ集められつつある段階であり、そのためこれらの栄養成分／構成成分の

表示を現時点で要求することは当然とはしがたい。

＊現在の草案でも既に各国の定めによってその他の栄養成分や食品成分を含めるとい

う柔軟な対処ができる。

こうして新たな条文が策定され、栄養成分の一覧表についての決定は各国の法規あるい

は食事ガイドラインに委ねることとされた。部会はこの提案を了承し、このガイドライン

はその後、Codex食品規格委員会の了承を得た。

＊トランス脂肪酸：トランス脂肪酸の表示は、一定の議論のある課題である。アメリカ

合衆国FDAが委託した科学的知識を基本とする2003年の調査では、冠状動脈性心疾患

とトランス脂肪酸との間に関係があり、従ってトランス脂肪酸の許容可能なレベルと

いうものはないと結論づけた
149
。その結果、FDAは包装食品にトランス脂肪酸の表示

を義務づけることを決定した
150
。カナダでは、トランス脂肪酸を栄養ラベルの義務表

示に含めることを決定して2004年1月実施した。最近、MERCOSURで採択された決議
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では、加盟４か国－アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイに対してトラ

ンス脂肪酸を栄養ラベルに明記することを求めた。こうした見解は、普遍的ではない。

2003年Codex食品表示部会は、脂肪酸とコレステロールが存在するとラベルに明記さ

れる場合においても、トランス脂肪酸の表示を義務づけるとの合意に達することがで

きなかった。一部の代表団は、脂肪酸が強調表示されているときには、消費者に充分

な情報を与えるためにトランス脂肪酸の表示は必須であると述べたが、別の代表団は

これを支持しなかった。提起された論点は：
151

＊循環器病とトランス脂肪酸との間に関係があるとする証拠は不充分であり、それゆ

え科学的根拠はこの説明を当然とはしない。

＊全てのトランス脂肪酸に否定的効果あるのではなく、また現時点でトランス脂肪酸

は満足すべき定義がない。

後にCodex食品規格委員会により採択された合意条文において、Codex食品表示部会は、

各国政府が自らトランス脂肪酸を表示すべきかどうか決定すべきであるということを決定

した。委員会は、この課題について、Codex栄養・特殊用途食品部会の助言に照らして引

き続き検討を続けることを支持した
152
。

＊原材料の割合表示：現時点で数か国が量的原材料表示を要件としている。Codexの包

装食品表示の一般ガイドラインは、ラベルや説明書きに特記されている原材料や、ラ

ベルや説明書きで非常に少量が含まれていると示されている原材料の割合を一覧表示

するよう義務づけている。しかしながら、量的原材料表示はより広い要件とされるべ

きであると議論されてきた。Codex食品表示部会第28回会合で、食品国際消費者機構

（International Association of Consumer Food Organizations）が、少なくとも最終商

品の５％を占める原材料については、全ての数量を明記すべきであるという提案を行

なった。草案の後の段階では、消費者がその食品と関連づけて考える原材料であり、

その商品を性格づける決め手となり、かつ商品名に表現されるものはいずれも量的原

材料表示が必要であると規定された。Codex食品規格委員会の会議の間、多くの代表

団と消費者側のオブザーバーは、消費者の健康と選択および公正な商行為という見地

から量的原材料表示を支持した。しかし、他の多くの代表団と産業側のオブザーバー



は、量的原材料表示の明記は任意の原則にするべきであると述べて義務化には懸念を

表明した。懸念の原因として出されたのは：明確な健康利益はないこと、製造者にと

って経済的な負担になること、特に小規模な生産者において、強制的な実施は困難で

あること、消費者からの要求はないこと、そしてこれが知的財産権を侵し、国際貿易

に不必要な障害を作りだすだろうという認識、である
154,155
。現時点でCodex食品規格

委員会が量的原材料表示の要件を拡大すべきであるとする意見の一致はない。

4.1.4 消費者の栄養表示の理解

栄養表示ラベルは、明確に提示されていれば有用で解釈が容易な広範囲の情報を説明す

ることができる。ある調査によれば高い水準で理解されているという報告がある。例えば、

カナダで行なわれた調査では、回答者の83％が栄養表示に記載された情報をある程度理解

し、43％が非常に良く理解していると述べている
156
。しかしながら、ラベルはある面で消

費者を混乱させ、誤解されるという側面がある。カロリーとエネルギーとの違い、また１

食分のサイズについての情報は理解されていない。年配者と低所得、低学歴層は、最もラ

ベルを理解していないと考えられる。

また、栄養表示の消費者理解について、最近の（かつ唯一の）体系的検討では、消費者

は栄養表示の理解にある問題があると結論している。ヨーロッパ心臓ネットワーク

（European Heart Network）が実施したこの報告は、主にアメリカ合衆国とヨーロッパの研

究に焦点を絞っているが、次の知見が述べられている：

「消費者は、標準的な栄養表示を一般的に複雑だと認識しており、特に専門用語の使

用と計算が必要な数値的情報がこれにあたる。人々はまた、自分の食生活の中でラベ

ルに書かれている様々な栄養成分がそれぞれに果たしている役目を理解するのに困難

を感じている」
157

EU諸国では、栄養表示制度は10年以上にわたり実施されており、多くの食品メーカー

は栄養成分を任意の原則で表示している。しかしながら、消費者はかならずしもこの情報

を理解しているとは限らないと認識されていた。2003年1月、欧州委員会は、「消費者の理
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解と情報の開示に基づく選択をさらに促進し、また健康的かつ個別の要求に適合した食生

活を消費者が選択することを助けるために現行の栄養表示規則を改善する」狙いをもって

協議に入った
158
。栄養情報が載せられる体裁は、特に関心の高い課題事項とされた。すな

わち、現在行なわれている栄養情報の提示方法は、消費者が理解活用するには難しいと報

告されていたからである
159
。これはイギリスで実施された調査で明確に明らかにされてい

る。イギリスでは、強調表示があるか食品メーカーの判断によるかのいずれかの理由で、

80％の食品パッケージに栄養ラベルがつけられている（Box13参照）。

イギリスの食品小売業者Co-opは、現在独自の栄養表示ラベル（図3 iii参照）を使ってお

り、そこでは「高、中、低」という説明も消費者理解の促進手段として行なっている。し

かし、産業団体はこのやり方が適切であると考えていない。欧州委員会食品表示制度の評

価の中で、インタビューを受けた「専門家」集団が「高、中、低」という説明指標は誤解

を与える可能性があり、また消費者は全般的にバランスのとれた食事を摂るよう援助する

ことがより重要であると述べた。さらに、この説明指標の場合、「食事全体の一部分とし

て有益となる脂質を含む商品の販売が難しくなる」との示唆もあった
160
。

Box13
イギリスでの栄養表示の理解に関する消費者調査

・ラベルを読む：数字的、言語的、図像的形式での栄養情報の理解（冠状動脈疾患予防グループ、

1992）：

・消費者は、情報を解釈できる充分な知識を持っていないために栄養表示は理解することが難

しいと考えている。

・消費者は、一般的には栄養レベルが「高、中、低」という用語で示される書式を好む。

・栄養表示：定性的調査（食品基準局（Food Standards Agency, 2001））
162

・ラベルの体裁は、包括的、明確、首尾一貫性および簡潔でなければならない。現行の書式

（図3 i および ii 参照）は忌避されていないが、見易いとはいえない。

・インタビュー対象者は、以下の特徴を持つ書式が好ましいとの意見であった：

・最も重要な栄養成分それぞれについて「高、中、低」という識別表現を使用する。

・ラベルの最上部に最も一般的に使用する栄養成分（エネルギー、脂質、飽和脂肪酸、塩分）
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をグループ化する。

・一日摂取量ガイドラインも記載、ただしアメリカ合衆国のように一日摂取量比栄養成分量の

表記でなく（これはFDA実施の調査とは対照的である。そちらの調査では、消費者は一日摂

取量比がラベルに入っているほうが、栄養成分の高低をよりよく判断できる、との結果が示

されていた）。

・ラベルの嘘：なぜ不誠実な表示は過去のものなのか（Co-op協賛：よりよい食品・農業のため

の連盟（Alliance for Better Food and Farming,2002））

・さらなる指針無しでは、各栄養成分の数値の多少を知る手段がない。

・消費者は、塩分とナトリウムの関係、炭水化物と糖類の関係について混乱している。

・一部のラベルのように栄養成分を4種類のみは不十分である。
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図3 
栄養成分表示例、英国 
食品企業が使用できる二つの公的なフォームがある。その1つは4成分であり、もう1つは
8成分である。１食分あたり表示は常に自主表示である。食品小売業者、COOPによって
作られた三つ目の表示もある。 
 
i）基本成分の表示オプション 

 １食分あたり 100gあたり 
エネルギー 820kJ 1660kJ 
 200kcal 400kcal 
たんぱく質 15.5g 29.0g 
炭水化物 6.0g 1.4g 
脂質 13.4g 27.3g 

 
 
ii）8成分の表示オプション 

 １食分あたり 100gあたり 
エネルギー 820kJ 1660kJ 
 200kcal 400kcal 
たんぱく質 15.5g 29.0g 
炭水化物 6.0g 1.4g 
　糖類 0.3g 0.7g 
脂質 13.4g 27.3g 
　飽和 7.2g 13.4g 
食物繊維 0.9g  2.0g 
ナトリウム 0.5g  1.0g 

 
iii）新フォーマットCO-OP栄養パネル 
 栄養成分 
標準値 1/2ピザ 100gあたり 
 （約200g） 
エネルギー 1860kJ 930kJ 
（カロリー 445kcal 220kcal 
たんぱく質 18g 9g 中 
炭水化物 56g 28g 中 
　糖類 3g 2g 低 
脂質 16g 8g 中 
　飽和 3g 2g 中 
食物繊維 4g 2g 中 
ナトリウム 0.5g 1.0g 高 
塩 2.8g 1.4g 高 

 
出典：表示のうそ：なぜ不誠実な表示は過去のものなのか。マンチェスター、協同組合団体、2002 
（http://www.coop.co.uk/ext_1/Development.nsf/0/87ec04a98e4be42c80256c0e002f80b9?OpenDucument 
; accessed 5 January 2004） 
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4.1.5 食品選択と食事への栄養表示の効果

栄養表示制度の効果は、いくつかの考え得る事態という観点から評価することができ

る：

＊消費者は表示を読むか？

＊その場合、それは食品選択に影響を与えているか？

＊その場合、それは食事全般に影響を与えているか？

＊その場合、それは集団全体のより健康的な食習慣という結果となっているか？

栄養表示の効果については、現在、上記の最初の二つの質問の範囲に留まっている。7

か国からの情報に拠れば、消費者は栄養表示をありがたいと考えており、食品を選択する

のに活用している、ということが分かる。

＊オーストラリアとニュージーランドの研究では、買い物客の聞き取り調査で、34％は

栄養表示を活用しており、そのうちの88％はそれが食品選択に大きな影響をもってい

る、と答えた。これと関連したフォーカス・グループ・スタディでは、一部の消費者

は栄養表示を常に活用しているが、大抵の人は商品を初めて購入するときに利用する、

ということが分かった。表示を活用する人ほど、健康と食事に高い感心をもつ傾向に

あった。なんらかの医療が必要な状態、あるいは特別な食事が必要な人においては、

特にその傾向が強い。栄養情報の中で一番共通して読まれているのは、脂質に関する

事項だった。糖類の項目もまた、特に小さい子供の親によく読まれていた。
165

＊ブラジルの義務的な栄養表示は2001年に認められ、実施中である。制度実施に先立ち

評価のための一連の調査が行なわれた（D. Coitinho、個人的情報提供、2004/1）。そ

の中で、保健省食品政策栄養班の調査（料金受信者払い情報サービス経由）では、ほ

ぼ6,000名の回答者のうちほぼ40％が義務的な表示に賛成、あるいは入手可能な栄養情

報をさらに明確な内容にすることに賛成であることが分かった。栄養表示に関する決

議が可決された直後、消費者250名を対象に保健省食品政策栄養班／ブラジリア大学

が調査して、75％が購買時点で表示を読むこと、41％が表示は食品を購入するときに

は「非常に重要」と考えており36.4％は「重要」とみなしていること、その一方で、
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21％が食品購入に食品表示は「重要でない」としていることが分かった。調査対象者

の58.8％は、表示を読む主な理由を尋ねられて、カロリーに関する情報を得るため、

と答えた。栄養表示が実施された後、さらに2002年11月ブラジル衛生監視局（ANVISA）

が6,055名を対象に実施した調査では、新しい栄養表示を読んだことがある人が89％、

食品品目を選ぶのにその情報を役立てている人が61.4％、ラベルに記載された栄養情

報を「非常に重要」と考えている人が90.5％であることが分かった
166
。

＊カナダでは栄養表示義務化の前に調査を行ない、カナダ人の70％が食品の栄養情報欄

を参照していることが分かった
167
。最もラベル情報を活用している層は、女性および

高学歴、高額所得層であることが報告されている。この情報を利用していない人のう

ち40％は自分の買う商品について、既によく知っていると答えた。そのうちほぼ4分

の1は、表示を読むのは時間がかかりすぎると答え、22％は興味がないと答えた。さ

らに行なわれた調査では、カナダ人の74％が、その商品は栄養豊富か、あるいはもっ

とたくさん摂取しようとしている栄養成分があるかどうか知るために、表示を活用し

ていることが分かった。また73％が、その商品にはある栄養成分が含まれているか、

あるいは摂取を減らすか摂取しないようにしている栄養成分が含まれていないかを知

るために、表示を調べるとしている
168
。カロリー内容を評価するために表示を活用す

るという人が62％、類似商品との比較が76％、他の種類の食品との比較が74％であっ

た
169
。

＊イスラエルの義務的な栄養表示は、1983年から施行されている。現在表示の認知と理

解は極めて高い。イスラエル・マバット国民健康栄養調査は、1999年から2001年、25

才から64才までの成人3,246名を対象に実施された。83.5％が栄養成分表をよく、また

は非常によく理解している。調査対象の47％が、栄養成分表をかならず、またはしば

しば内容を確認すると答えた。性別では、女性の57.4％が表示を読むが、男性では

35.6％であった。年齢別では、最もよく栄養表示の内容を確認している層は35才から

44才（49.5％）で、最も低い層は55才から64才（43.1％）であった
170
。

＊シンガポールの任意の表示制度は1998年に施行された。現在1,000種類以上の商品が栄

養情報を記載したラベルを付けている（Box７参照）。健康的生活様式国民キャンペー

ンの評価が2002年に実施され、シンガポール人の38％が食品選択に栄養情報欄を活用

しているが、82％が「健康的選択シンボル」に気づいており（Box７参照）、そのうち
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44％がこのシンボルを食品選択の手引きにしていることが分かった（D. Lai、個人的

情報提供、2003/6）。

＊アメリカ合衆国では、それ以前は栄養表示は任意であったが、ほぼこの10年包装食品

には全て栄養表示が付けられている。一連の研究によって、多くのアメリカ合衆国の

人は栄養表示を活用していること、これが食品選択と食事に影響を及ぼしていること

が分かった（Box14参照）。

栄養表示と健康強調表示の策定、実施と有効性をめぐる諸論点

第

4
部



Box14
アメリカ合衆国での義務的栄養表示が食品選択と食事に与える影響

各種調査が示すところによると、アメリカ合衆国の消費者の相当大きな割合が栄養表示を活用し

ている171,172。1994年に栄養表示が義務化された後に、食品買い物客のうち173「ほとんどいつも」栄

養表示を活用している人の比率が1992年から1995年の間に52％から61％に増加した。一方、1995

年に実施された調査では、献立を考える役目の人の71％が栄養表示を、少なくとも時々は活用して

いると報告している174,175。消費者が表示を活用するのは、おおむね違う商品品目と比較するため、

またマイナスの食品特性、最も一般的には脂質、カロリーおよびナトリウムの情報を知るためであ

る176,177。一番表示を読んでいる可能性が高いのは、高学歴の若い女性とそれまでにも栄養の知識が

あり食品の安全について関心がある人々である178,179,180。

消費者の事例ではないが181、栄養表示の利用が消費者の相当な割合の食品選択に影響を与えてい

るとする調査もある182。1994年に実施された調査では、消費者の54％がこの新しい表示を読んで購

買決定を変えた、あるいは初めての商品購買を決めたと答えており、27％がある商品をもう買わな

いと述べた。脂質の水準が、このような変化の一番多くあげられる原因であった。1995年の調査で

は、新しい表示を見た消費者の22％がその情報によりある商品を買い始め、34％が定期的に購入し

ていた商品を買うのを止めたことがわかった184。より最近の調査では、453名の女性が対象で、そ

の75％が表示はいつもあるいは時々購買決定に影響すると述べた。

食品選択を超えて、義務的栄養表示が食事に影響を及ぼしてきたと指摘する調査結果もある。ア

メリカ合衆国におけるいろいろな調査による発見では：

・ワシントン州住民の間での脂肪摂取におけるばらつきのうち6％が表示の利用で説明できる186。

・栄養表示を活用している消費者は、全摂取カロリーの中で、総脂質、飽和脂肪酸、コレステロ

ールおよびナトリウムからの比率がより低く、また一日の食物繊維摂取量はより多い187。

・栄養表示を活用している献立の立案者人は、コレステロールがより低い食事を取っている可能

性が高い188。

・高脂肪サラダドレッシングの栄養表示の義務化により販売量が低下する（この研究では5％低

下で、これは統計的有意である）189。

・消費者が砂糖の栄養表示情報を頻繁に活用することと食事中の添加糖分密度は関係がある。こ

の関係性は有意である190。

公共の健康の道具としての栄養表示の活用には限界があって、その利用がきわだっている特定の

グループがある：若年者層、女性、高学歴、食事と健康に以前から関心を抱いていた人々である。

しかし、義務的栄養表示はそれを読まない消費者にも便益を与えることができる、という指摘があ

る。栄養表示が義務化されたため、企業は負の特性を持つ成分量を減らした食品をより多く開発す

るようになった。このことは、栄養情報の公開は、食品メーカーに商品の栄養品質改善への動機付

けを与えることを、示唆するものである191,192。
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4.2 健康強調表示

国際的にも国別でも、健康強調表示の規制枠組みは発展的な段階にある。規制の方法は

進化途上であるという性格上、規制環境の現状を「スナップショット」で呈示するのは難

しいが、ここでは国や地域によって食品の健康強調表示規制が非常に様々である状況を示

すことにする。多くの国では、健康強調表示は禁止も規制もされていない。他の国では、

強調表示を禁止するところもあれば許可しているところもある。それでもなお、許可され

た強調表示も詳細については国によって異なっている。

健康強調表示が論争を起こしやすく、規制が難しいことは知られているとおりである。

健康強調表示は、栄養成分／食品成分と健康や病気との関連性を明確に示す科学的データ

に立脚していない限り、消費者を欺いたり誤解を与えたりすることもあり得る。規制は、

この事実と公共の健康目標の達成という将来の可能性との調和を図るものでなければなら

ない。そこまでしてもなお健康強調表示はその形態と用語次第では、消費者を混乱させか

ねないのである。

健康強調表示を規制する側が直面する根本的課題をいくつか以下で説明する。重要な論

点は：誤解を与え、混乱を招く健康強調表示、疾病リスク低減表示の使用、健康強調表示

の科学的立証、広告における健康強調表示の規制、個別製品型健康強調表示の使用、母乳

代替品と乳幼児用食品に関する健康強調表示の使用および食事摂取と公共の健康に関する

健康強調表示が与える影響の理解、である。

4.2.1 誤解を与え、混乱をさせる健康強調表示

誤解を与える強調表示を防ぐことは、規制当局の最大の関心事である。全ての健康強調

表示の基礎、そして強調表示に関するCodex一般ガイドラインの基盤となっている原則は、

健康強調表示は真実であり誤解を与えるものであってはならない、というものである。消

費者保護、市場競争、そしてマーケティングに関する法律は、企業が消費者に誤解を与え

ることを禁止するよう方向付けられるため、この原則は健康強調表示に特に規制をしてい
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ない国においても適用される。

「誤解を与える」ような健康強調表示には、いくつかの種類がある。あるものは真実で

はないので誤解を与え、現行法に抵触する。一方、ある強調表示は真実なので法律では認

められているが、同時に誤解を与えるものにもなる。例えば、これらは、混乱を招くこと

によって誤解を与えるものになる可能性もある。「真実にもかかわらず誤解を与える強調

表示」が存在することが、Codex食品表示部会でこのような強調表示を防止するのにはど

うしたらよいかという討議を導くこととなった。

潜在的に誤解を与える強調表示の言い方は、それが「曖昧な（vague）」あるいは「柔ら

かい（soft）」ために混乱を招いている。健康強調表示を禁止あるいは許諾する制度が無い

多くの国では、このような強調表示の急増を経験してきた。例えば、ラテンアメリカ諸国

でプロバイオティック・ミルクに記載されている強調表示の中で、規制を受けているもの

とそうでないものの間の対比を採り上げてみる
194
。

＊ブラジル（規制有り）：「健康的な腸内細菌叢に貢献する」

＊アルゼンチンとチリ（規制無し）：「あなたの子供の消化機能をより良くすることを

自然に助ける機能性成分」

＊メキシコ（規制無し）：「栄養成分の吸収を改善し、身体防御機能を強化する」

さらに曖昧なこれら健康強調表示は、よく「示唆的」あるいは「健康に良いとする強調

表示」の言い方を採用しており、商品特性について消費者に混乱を与え、よく分からない

状態にする
195
。これら強調表示の問題点の一つは、規制がなんとでも解釈されるためであ

る。例を挙げると、イギリスで2003年、イレヴンシズ「Elevenses」栄養穀物バーを「健康

に良い」と宣伝したコマーシャルは、このバーが栄養穀物と鉄分で栄養強化しているので、

放映に先立ちしかるべき機関の審査を通していた。しかし、このバーの38％は砂糖で成り

立っていて、後に独立テレビ委員会（現在の放送監視機関オフコム（現在Ofcom）は、「健

康に良い」は加工スナック食品に適切な強調表示ではないと述べて、この広告を排除した
196
。

全ての健康強調表示の禁止、あるいは疾病に対する言及の禁止は、混乱あるいは誤解を
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与える強調表示の防止に充分役立つ方法ではないことが分かってきた。このことはオース

トラリアの事例で、明らかに示されているとおりである。健康強調表示が禁止されている

にもかかわらず、曖昧かつ「暗示的」な強調表示がいくつかの食品で行なわれていた。「あ

なたを健康的にする」というミューズリ・バー、食用油中のオメガ－3脂肪酸の健康利益

表現などである（Box10参照）
197
。これらの強調表示は、法の精神に反するもであるが、厳

密な意味で「健康強調表示」ではないので、法律の文言に反するとは言えない
198
。健康強

調表示の中で疾病に言及することを禁止することによって、曖昧な強調表示で、食品と疾

病との関わりを肯定することが防止されてきた。ある健康強調表示の専門家は、メーカー

が「柔らかな強調表示の創作を芸術の域に高め、病名を持ち出すことなく健康効果を暗示

する強調表示を創造してきた」と述べている
199
。

こうして、科学界と法曹界では、明確な規制枠組みが、混乱を招き誤解を与える強調表

示を減らすための解決策であるという合意ができつつある。健康強調表示に懐疑的な人々

も、規制が必要であることには賛成である。特定の指針は、健康強調表示を科学的根拠に

基づくものとし、栄養上の目的を達成するために役立てることを保証するであろう
200
。

アメリカ合衆国で行なわれた分析によれば、明確な規則を課せば、誤解を与えるかもし

れない強調表示の数は減ると述べられている。栄養表示教育法の実施後、曖昧な「健康に

良いという強調表示」と比較して、認められる健康強調表示の比率が上昇した
201
。他の研究

では、スナッククラッカーの包装容器に記されている誤解を与える可能性のある栄養強調

表示の数が、同様に減少した（しかし、その数は依然懸念を与えるには充分な数である）
202
。

4.2.2 疾病リスク低減表示の使用

商品が病気を予防、あるいは治療できると主張すると、それは効果のある医薬品となる

ため、疾病を予防、治癒あるいは治療する能力に関連する特徴を食品が持つべきでないこ

とは、一般的に守られるべき原則である
203
。健康強調表示が認められる国でも、疾病予防／

治療強調表示は禁止されている。健康強調表示を特に禁止する規制のない国でも、これら

の強調表示は禁止されている。
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それでも、「疾病予防／治療強調表示」という用語は、いかようにでも解釈可能であり、

それはEU諸国の様々な規制体制で示されているとおりである。あるヨーロッパ諸国では、

欧州委員会の疾病予防／治療強調表示を禁止する法令をどういう形であれ健康強調表示の

中で疾病に言及してはならないと解釈している。他の諸国では、予防が暗示されない限り

は疾病への言及は認められていると考えている
204
。EU食品飲料企業連合（CIAA）のメン

バーによると、疾病予防／治療強調表示を構成している要素を定義するのは難しいという。

それは「病気に関連した話題（例. 器官、体調、症状そして特定の疾病）に言い及ぶこと

なしに有益な健康効果や疾病リスク低減について語るのは困難」だからである
205
。

この混乱を克服するために、国際団体、とりわけCodex食品規格委員会と国際生命科学

協会（ILSI）は「疾病リスク低減表示」という概念を開発した。この強調表示は、直接疾

病予防に触れるのではなく、商品の健康増進、リスク低減という性質に言及するものであ

る
206
。この用語は現在広汎に使用されているが、健康強調表示の中での疾病言及に対する

全ての抵抗を克服することに成功したわけではない。多くの国で栄養素機能強調表示が認

められているが、疾病リスク低減表示は認められていない。というのは、それらは直接的

に疾病に言及し、そうすることで食品が治療的、予防的そして処置的な性質を有している

と暗示することが可能だからである。実際、疾病リスク低減表示をめぐる意見の争いは、

健康強調表示に関するCodexガイドラインの採択を数年間に渡り立ち往生させた。現行の

強調表示に関する一般ガイドライン（1991）は、明確に疾病予防／治療強調表示を禁止し

ている（第3．4条）
207
。この主題に関する意見の相違は、Codex食品表示部会で健康強調表

示についてのガイドラインを策定している間に明らかになった（第2部2．5参照）
208，209
。2000

年に「疾病リスク低減」の定義について合意に至り、「リスク低減表示は、例えば適切な

用語を用い、別のリスク要因にも言及することによって、消費者がこれを予防強調表示と

解釈することがないように保証しなければならない」
210
。意見はいまだに分かれているが、

疾病リスク低減表示は、現在協議中の健康表示の使用に関するガイドライン草案に含まれ

ている。ガイドライン草案の下で各国は、序文の条文「健康強調表示は各国の健康政策と

首尾一貫したものでなければならない」に付与されている柔軟性を持つため、理論的には

そのような強調表示を認めないことも可能である。
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疾病リスク低減表示は、引き続き論争の主題として残されている。「栄養および機能」強

調表示について、欧州委員会規制案原案には、疾病リスク低減表示は含まれていない。広

汎なパブリックコメントの後、次の草案では「疾病リスク要因低減表示」が認められるこ

ととなった。さらに、パブリックコメントにより、この定義が混乱を招き、実行可能では

ないと指摘された。結局、この強調表示は「疾病には複数の要因があり、単一のリスク要

因の変化が有益な効果をもつことも、そうでないこともある」という説明を付け加えると

いう条件で「疾病リスク低減」に変更された
212
。アメリカ合衆国の食品業界団体、食品製

造者協会は、これとは違う取り組み方を選び、疾病リスク低減表示はまだ充分に役に立つ

ものではなく、疾病治療強調表示が認められるべきである、との見解である。この協会は、

「食品は疾病を予防できるし、同様に治療も可能であることは明らかであり、それゆえそ

のような強調表示の禁止は「公共の保健という立場に基づくものではない（no public

health basis）」であるとしている
213
。

4.2.3 健康強調表示の科学的証明

健康強調表示で主張されている利益は、科学的根拠により証明されなければならないと

する一般的な合意が規制側にはある
214
。しかしながら、証明の実際の手順と基準は、まだ

複雑かつ議論の絶えない論点のままである
215
。証明手順には、4つの段階がある：

＊科学的研究の種類を説明すること。

＊その科学的研究から得られた証拠を評価すること。

＊証明基準を設定すること。

＊承認手続き。

科学的研究の種類と評価

健康強調表示の証拠とされる科学的研究には、いくつか種類がある：生物学的観察、疫

学的データそして介入試験である
216
。介入試験は、食品成分がヒトに効果があるとする直

接的証拠を得る意味では唯一ものであり、特に重要であると考えられている。ヒトの介入

試験がない場合、明らかな科学的な利益は、実際には誤りである可能性がある
217
。ヒトの

介入試験の重要性は、制度の中でも認識されている。イギリス健康強調表示合同推進機構
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（The United Kingdom's Joint Health Claims Initiative）は、健康強調表示を支持する証拠の

検討は、「生化学的研究、細胞や動物実験」でなく「ヒト試験あるいは証拠」に基づくべ

きであると表明している
218
。オランダの制度では、証拠は「関連性がある科学的データで

ヒトを被験者としているもの」に基づくべきであると述べられており、スウェーデンの個

別製品型強調表示に関する規則では、それを支持するための研究はヒトを対象に実施され

たものでなければならないと述べている
219，220

。

健康強調表示に関するヒト介入試験の重要な側面は、「バイオマーカー」である。バイ

オマーカーは、「解剖学的、生理学的、生化学的または分子的なパラメーターで、特定の

病状の存在や増悪と関係するもの」と定義されていて、これを使って食品や食品成分がヒ

トの疾病に影響を与えているかどうかを明らかにできる
221
。機能性食品のための科学的証

拠におけるヨーロッパの研究（FUFOSE）によると、疾病リスク低減および機能強調表示

が通常の身体の機能を超えると主張するときは、立証されたバイオマーカーに基づいてい

る場合のみ正当であると認められる
222
。特に、健康強調表示の科学の研究に関係をもつバ

イオマーカーは3種類あり、1）疾病代替指標（リスク低減表示を支持するため）、2）最適

な健康状態と正常な成長発育の達成に関与するバイオマーカー（構造／機能強調表示のた

め）、3）食品摂取と暴露に関するバイオマーカーである
223
。

ある健康強調表示を成立させるために準備される科学的研究は、一連の基準により評価

されなければならないという提案が出されている。基準とは、一貫性、強度、研究の質、

生物学的信頼性、限定性、時間的枠組み及び用量反応効果である
224
。個別事例では、これ

らの基準の全てが適切というわけではなく、評価というのは明らかに科学的に複雑であり、

また同様に時間と費用を要することもある。例えば、研究では、有益な原材料の身体の取

り込みは、単に食品を構成する物質の成分全体だけではなく、その物質の生体利用率（身

体に吸収される率）にも依存するということが説明できなければならない。

証明基準の設定

一旦、各科学的研究の評価が確立されると、次の段階は、その証拠が積み重ねられ、健

康強調表示を証明するものであるか決定することが要件となる。この手順を実施するため

に、通常、規制は強調表示の証明に必要な証拠の程度について基準を明確にしている。基
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90 Nutrition labels and health claims: the global regulatory environment

準の定義は難しく、ときに議論を引き起こす課題となる。これには、二つの基準が関与し

ている：証拠が導かれた科学文献の根拠、ならびにその基盤となる科学文献にある科学的

合意の程度である。

食品成分が健康状態に与える効果に関する科学文献の証拠は、しばしば矛盾している。

実験結果が相容れなかったり、研究の設計や母集団などの要素が広い範囲で異なる。これ

らの現実に対処するために、ある規制策、例えばカナダ、イギリス、アメリカ合衆国では、

証明が「科学的証拠の総体」（すなわち、可能な限り広汎な科学文献の集合）に基づかな

ければならないと要求している
225
。PASSCLAIM（食品強調表示の科学的支持の評価手順）

―ILSI指導の全ヨーロッパ的計画で、証明基準に関する合意形成がその狙い―は同様に、

「証拠の総体」を当面の基準に含めている
226
。全体的証拠というのは、「その強調表示に関

与する証拠は、単に強調表示を支持している証拠だけではなく、関連する全ての証拠が必

ず検討されなければならない」ことが必要であるとという意味と考えられている
227
。これ

は、体系的検討、すなわち全ての科学的証拠が検討されること、そしてこれに含まれる研

究は方法論的な品質基準に合致することが必要とされることを意味している
228
。

これに関係する第2の基準は、健康強調表示の証明に必要な証拠に関する科学的合意の

水準である。一部の専門家は、厳格な合意基準に賛成しているが、これを代表するのが、

「第3者で適格性のある科学者間の一般的総意」というものである
229
。Codexガイドライン

草案の原案では、健康強調表示は、「その食品、栄養成分または物質と疾病あるいは健康

に関係する身体状態の間に関連性があることについて、適格な権限を有する者による科学

的総意が存在する」場合にのみ認められるとされていた
230
。しかしながら、Codex食品表

示部会での協議にあるように、「科学的総意」基準の使用は幅広く受け入れられていなか

った。1998年、この文言は全員一致の合意を暗示するために省かれるべきであるという意

見が出された
231
。かなりの議論の後、Codexガイドライン草案では、証明基準は厳格さを

緩めたもの、すなわちデータについて「一般的に受け入れられている科学的評価」で「新

たな知見が得られれば再検討しなければならない」、という文言が入れられた
232，233

。別の

制度でもまた、「総意」という用語は避けられる傾向があり、替わりに別の合意基準が設

定されている。Codexガイドラインで使われているものと似た条文では、欧州委員会規制
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の「一般的に受け入れられている科学的データ」を要求する、というものがある
234
。この条

文は、食品産業の業界団体には支持されているが
235，236
、消費者団体と健康関係の組織は「全

ての入手可能な科学的証拠の体系的検討」がより適切な基準である、と指摘している
237
。イ

ギリスでは、「技術革新的強調表示」は「反対証拠や反対意見より重きをなす」科学的証拠

によって証明されなければならないとされている
238
。

これら様々な証明基準は、どの強調表示が許可され、どれが許可されないかを左右し、

食品メーカーが健康強調表示するために許可申請を提出しようという動機付けにも影響す

る。これについて、最近のアメリカ合衆国の証明基準に関する変更で例示する（Box15）。

Box15
アメリカ合衆国での健康強調表示の科学的立証と承認手続きの変化

アメリカ合衆国では、最近制度関係の転換があり、食品に行なわれる健康強調表示に必要な科学

的立証と承認手続きの基準が変更された。元来、アメリカ合衆国での立証の法的な基準は：「公的

に入手可能な科学的証拠の総体に基づき...相当な科学的合意があること...強調表示はそのような証

拠に支持されていること」239。当初、認可された強調表示は、特定の強調表示についての規則作成

の手順に沿ってFDAに認められたもののみであった。この手続きが1997年に変更され、食品医薬品

局近代化法FDAMAによって、企業はアメリカ合衆国政府の科学部部局の一つまたは全米科学学術

会議からの「認定書」に基づいて強調表示を届け出すればよいことになった240。こうした強調表示

は、相当な科学的合意という基準に則る必要があり、またこのような強調表示を望む企業は、FDA

にその実施前に通知しなければならない。しかしながら、FDAMAには強調表示提出手続きを迅速

化する効果があった。法令の時間枠以内にFDAが反対しない限り、健康強調表示は食品商品に記さ

れることが許される。FDAMAの承認を経て許可された強調表示の例として、「全粒穀物が豊富なの

で、心臓病のリスク低減に寄与する」（表３参照）というものがあり、冷凍粉砕小麦シリアル商品

に最近見られるようになった。

2003年、これらの規則はさらに緩和され、「限定的健康強調表示」を認めることになった。これ

は、「科学的証拠の重み付け」で支持されるというものである（すなわち、もはや「相当な科学的

合意」は必要としなくなった）241。健康強調表示は、限定的表現をつけて「限定的」である限り、い

まや予備的でも、決定的でなくとも、あるいは非常に限られた分量の科学的証拠に基づくものでも

よくなった。限定的表現とは、科学的支持の程度を評価しているもので、レベルB（「…証拠は決定

的なものではない」）からレベルD（「…この強調表示を支持する科学的証拠はほとんどない」）まで
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92 Nutrition labels and health claims: the global regulatory environment

の幅がある242。そうした強調表示をするためには、承認に先立ちFDAからこれを得ておかなければ

ならないが、企業が強調表示に許可を得る場合の規則はより簡便かつ迅速になっている。現時点で

は、許可されている限定的健康強調表示はナッツ類のものだけである（表3参照）。ウォールナッツ

では、「科学的証拠は暗示的であり決定的なものではないが、１日約1.5オンスのウォールナッツを

低飽和脂肪酸、低コレステロールの食事に取り入れることは、心疾患になるリスクを減少させるだ

ろう」と書かれている243。国際ツリー・ナッツ協議会研究教育財団とカリフォルニア・ウォールナ

ッツ協会がこの健康強調表示の申請を行なった。FDAは類似の強調表示を別の種類のナッツについ

て検討中であり（FDAは速やかに処理すると述べている）、また卵とパンケーキ製造業者からの申

請を受理している244，245。

この転換の歴史は、1999年の判決、ピアソン対シャララ訴訟に遡る。この事例では、ダイエタリ

ーサプリメントメーカーが、FDAの健康食品4種類への認可をしないとした決定を訴えたものであ

る。決定の理由は、「相当な科学的合意」基準に合致しない、というものであった。

連邦控訴裁判所は、FDAは否認が強調表示に付随するごまかしをのべるために使うことができる

かどうかを検討することを怠った、と判断した。この結果、この規制はアメリカ合衆国憲法第1条

に違反するものであるとみなされ、裁判所はFDAが健康強調表示を相当の科学的合意という基準に

合致しないとして禁じることは、限定的表現がラベルに記されている場合はできない、と裁定した。

FDAはダイエタリーサプリメントに関するこの裁定を受け入れたが、食品に関する健康強調表示は

引き続き、全面的に、相当な科学的合意の基準のもとで評価されることを決定した246。しかしなが

ら、食品産業は、ダイエタリーサプリメントの健康強調表示は食品のものと科学的に弁別できるも

のではない、と反論している247。2003年、FDAはピアソン対シャララ判決を拡大適用して、食品に

も限定的健康強調表示を認める、と決定した。

FDAによると、「食品についてより多くのかつよりよい情報があることは、アメリカ合衆国の消

費者が病気を予防し、食事について健全な判断を下すことで自らの健康状態を改善することができ

る」ので、この転換は有益なものである248。食品産業は、これは「アメリカの消費者にとっての勝

利」であると述べた249。しかしながら、健康団体、消費者団体は懸念の声を上げており、この基準

はあまりにも弱いものであり、「混乱を招き誤解を与える」強調表示を奨励するであろう、また限

定的表現は、強調表示で潜在的便益がいわれていることを考えれば不十分なものであると述べてい

る250，251，252。2003年9月、二つの消費者団体が、相当の科学的合意に支持されなくても健康強調表

示を承認するというこのあらたな政策は、栄養表示教育法に違反するとしてFDAを訴えた253。現時

点では、この案件は保留されている。より最近では、あるウォールナッツ生産者たちが、FDAに

「科学的証拠は暗示的であり決定的なものではない」という文言の条文を、これは強調表示に対し

て動機を削ぐという理由でFDAに削除を求めた。
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承認手続き

健康強調表示の承認手順を策定するときは、関係機関が注意しなければならない重要な

問いが二つある：

＊優先的に承認されるべき強調表示はどういう種類で、承認手続きを踏まなければなら

ないものはどれか？

＊承認責任者はだれか？

一般的なルールでは、承認手続きは強調表示の種類に従って異なっている。もし、強調

表示が明確に確立された科学的根拠で支持されている場合は、承認は新たに証明された科

学的知見に基づく強調表示と異なる形式が採用される
255
。例えば、欧州委員会規制の提案

では、「機能的」強調表示において、正常な身体機能における栄養素の役割について「長

く確立された、論争のない科学」に基づいて説明されているものは、事前承認一覧として

発表され、特別な承認手続きで一般の使用が認められると規定している。別の強調表示は、

承認の申請手続きを経なければならず、そこではその強調表示が設定される証明基準に叶

うことが証明されなければならない。これと類似の方法として、南アフリカで検討中の規

制策では、高度機能強調表示と疾病リスク低減表示には事前承認が求められるが、栄養素

機能強調表示には必要ではない
256
。アメリカ合衆国では、健康強調表示の事前承認手続き

が最近変更されている（Box15参照）
257
。

一部の国では、個別製品型強調表示に特別な承認手続きを策定している。日本では、個

別製品型強調表示は、全て厚生労働省の事前承認が必要である。この承認制度は強制であ

るが、それにもかかわらず企業はいわゆる「健康食品」について、その商品が疾病や健康

に関する身体状態のリスクを低減すると主張しない限り、許可を取得せずに上市すること

ができる
258
。スウェーデンの個別製品型強調表示の許可取得手続きは、「一般強調表示」と

は異なっていて、前者は科学的実証資料の評価に基づく手続きを通過することが必要であ

る。オランダでは、自主規制制度の下、個別製品型強調表示には決められた事前承認手続

きがあるが、これは任意とされている
260
。

承認手続きの枠組み策定に当たって、二つ目の問いは「責任者はだれか？」である。一

般的に、強調表示をする場合企業にはそれを支持する科学的根拠を入手する責任がある
261
。

第4部　栄養表示と健康強調表示の策定、実施と有効性をめぐる諸論点 93

第
4
部
　
栄
養
表
示
と
健
康
強
調
表
示
の
策
定
、
実
施
と
有
効
性
を
め
ぐ
る
諸
論
点



94 Nutrition labels and health claims: the global regulatory environment

Codexガイドライン草案は、この分野について、強調表示の責任は「適格な国の機関」に

すべきであると述べている。これは官僚用語で、政府機関、非政府組織を併せて意味して

いる。ほとんどの国では、政府部局を「適格な機関」として指定しているが、全ての場合

にそうであるということではない。アメリカ合衆国では、政府機関であるFDAが最終的に

責任を負うものであるが、「科学者組織（Scientific Body）」により評価された証拠に基づ

き行なうことができる強調表示もある。科学系組織とは、「公共の健康保護あるいは人間

の栄養に直接関連する研究に公式に責任を負う」事実上の組織であると規定されている
262
。

「適格な機関」とは自主規制であるという国もある。例えばスウェーデンでは、政府は健

康強調表示の認可手続きの責任を自主規制組織に委譲しており、EUの規制策を待ってい

るところである。

地域的に見渡すと、欧州委員会で提案された制度では、食品メーカーから提出を受けた

強調表示の科学的根拠を受諾する責任は「加盟国の適格な機関」となるだろう
263
。しかし、

健康強調表示の科学的評価の責任は、地域的な実体組織－ヨーロッパ食品安全局に付与さ

れている
264
。評価について国の間で調和のとれた方策を策定することが目的だが、提案さ

れているこの中央集権的な方式では、一部既に存在する各国の自主行動に懸念が生じる可

能性がある。イギリス健康強調表示合同推進機構は、ヨーロッパ食品安全局による集中化

した評価には賛成するが、強調表示の規定されている言い回し表現の許可は問題があるだ

ろうと述べている。なぜなら、「加盟国同士の中で食品の消費と食習慣には違いがあり、強

調表示をある言語から別の言語に翻訳するときには微妙な差異が生じる」からである。こ

うした様々な要求に対処するには、「重要でないとは言えない実際的な負担（not insignificant、

practical burden）」が集権的な機関に生じることになろう
265
。

4.2.4 広告に関する健康強調表示規制

いくつかの国では、ラベル表示とともに広告中の健康強調表示使用について規制を行な

っている。これはかなり複雑な状況に至る可能性がある。オランダでは、健康強調表示の

自主規制規則が、「ラベル表示、広告および商品展示周辺での販売促進情報提供、および

別の場所での情報提供」を扱うこととされている
266
。しかしこの規則は任意で、かつ個別
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製品型強調表示にのみ適用される。このようにそれは、強調表示の言い回し表現に管轄権

を持ち、強調表示が誤解を与えるものかどうかの法的判断の基準となるオランダの広告規

則である
267
。アメリカ合衆国では、状況はさらに複雑である。食品ラベルでの健康強調表

示使用に関する産業全体の規制はFDAが管轄しているが広告には適用されていない。むし

ろ、広告で使われている健康強調表示の規制は、連邦取引委員会（FTC）がケース・バ

イ・ケース方式で行なっており、広告中の強調表示の事前承認は必要とされていない。FTC

が強調表示の証明に要求することは、「適格で信頼がおける科学的根拠」で、これにはFDA

の影響力が及ぶ（FDAは多くの健康強調表示について事前認可を要求している）。事前承

認が必要ないことは、ある強調表示が広告中では使用できて、ラベルには記載できないと

いう場合があることを意味している
268
。この状態は、混乱を与える

269
との指摘に対する答

えとして、FTCの立場は、より自由度を認めるやり方のほうが健康強調表示の本来あるべ

き利益の増進になり、特に教育程度が低い消費者のためにはそうであろう、というもので

ある
270
。

Codex食品規格委員会が栄養および健康強調表示の使用に関するCodexガイドラインを

承認しない理由である第1の課題の一つは、このガイドラインに「広告」を含めるという

ことであった
271
。この条項が最初に入れられた2002年、広告への言及を付加することに対

して相当の支持が寄せられた。その理由は、これはラベル表示と相互に補い合うものであ

り、「消費者に誤解を与える強調表示から保護するために重要である」、とされていた
272，273
。

（FAO/WHO Codex食品表示部会事務局によると、広告はこの部会の管轄に入っている。

広告は既に、二つのCodex基準で説明されている：包装された特殊用途食品のラベル表示

と強調表示に関する一般基準［3.2条］と特定の医療目的用包装食品のラベル表示と強調表

示に関する基準［3条一般原則］。）この条項に対する反対は、広告はラベル表示と違う取

り組みが必要ではないかという信念に由来しているものであった。例えばアメリカ合衆国

代表団は、広告を対象とすることについて、「部会に付与された権限は健康強調表示に関

する条項を入れることであるのに、これは栄養強調表示に関するCodex案の関与範囲を根

本的に変更し顕著に拡大するものである」と表明した
274
。
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4.2.5 個別製品型健康強調表示の使用

個別製品型の健康強調表示は、メーカーが特定の食品が特定の健康利益を与えると主張

することを認めるものである。そういう強調表示を認める理由は、生物学的活性を持つ物

質を含む食品を適当な分量で、規則正しく消費することにより、直接的な健康効果がある

との論理づけに基づいている
275
。個別製品型健康強調表示を認めれば、また「機能性食品」

の革新的開発、つまり特定の強調表示がされる特定の食品の開発を促進することになる。

1991年の特定保健用食品の法律で、日本は個別製品型健康強調表示を許可した最初の国

となった。2002年、342品目が一連の健康状態に関連する健康強調表示について認可され

た
276
。特定の強調表示が認められているにもかかわらず、特定保健用食品は健康を維持な

いし増進させるという微妙な意味合いを伝える強調表示を用いる傾向がある。例えば、「血

中コレステロールのレベルが高い人の食習慣を助ける」などというものである
277
。2002年、

スウェーデンは個別製品型強調表示を許すヨーロッパで最初の国となった。最初の強調表

示は、2003年に「プリマリヴ」ヨーグルト、二連パックのヨーグルトとオート麦ベータ・

グルカン入りミューズリに付けられた
278
。その強調表示は、「食後の血糖レベルを低下させ

る」というものであった
279
。

他の国でも個別製品型強調表示を認めているが、特別な規制手続きはない。イギリスで

は、メーカーは自主規制団体である健康強調表示合同推進機構から、一般強調表示と同様

に、個別製品型強調表示についての第3者の意見を求めるという選択肢を採ることができ

る。アメリカ合衆国では、唯一の生産者が製造する商品に健康強調表示、例えば、シリア

ルのブランドでサイリウムの強調表示をするための申請をしている。いずれの国において

も、個別製品型強調表示は、理論的には他の商品にも拡張適用ができる。この点が、健康

強調表示と機能性食品について知的財産権の問題を引き起こし、一部食品企業の関心事と

なっている。

個別製品型強調表示を許容することは、公共の健康に利益をもたらし、産業の技術革新

を促進することを狙っているものの、そうした強調表示の許可は議論の多い問題である。
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カナダでは、個別製品型健康強調表示を認めるとの規制枠組みの提案が2001年に作成され、

翌年には発表される見通しであった
280
。しかし、この枠組みが発表されることはなく、そ

して健康庁はこの案件について政策策定を継続すると決定した
281
。この枠組みに対して、

カナダを本拠地にする食品表示改革同盟が反対している。その理由は、
282

＊個別製品型強調表示は、個別の食品ではなく食事全体が良好な健康への鍵となる、と

いう健康強調表示の一般原則を浸食する。

＊個別製品型強調表示は、健康強調表示の許可を受ける企業に依存することになる。そ

の場合、情報は財産として、公共の詳細吟味に開かれることは少なくなる。逆に、よ

り広汎に社会にまたがる情報の潜在的な利益は低下するだろう。

＊個別製品型強調表示は、公共の健康の利益になると証明されてはいない。例えば、特

定保健用食品規制の下で、日本ではある報告によると、強調表示の90％以上は、消化

促進のような「些細な」健康利益に関連するものである。より深刻な健康問題である

高血圧は、強調表示のわずか１％でしかない。

＊個別製品型強調表示は、完全に証明されている健康利益があって、しかし特別な「強

調表示」がない食品である果物と野菜などから人びとの注意をそらしてしまう。

4.2.6 母乳代替食品と乳幼児用食品への健康強調表示の使用

母乳派によると、乳幼児を標的にしている食品の健康強調表示は、乳幼児の最適な健康

状態を目指す乳児の食事政策の妨害となっている
283
。乳児用調整乳の使用を「理想化する」

ことで、強調表示は、「鉄分入り－母乳に1歩近づけた乳児用調整乳」のように、WHO母

乳代替食品マーケティング国際規則に違反していると母乳派は述べている。このような懸

念は、多くの制度に反映されている。カナダでは、健康強調表示は2才未満の幼児に限定

して使うことが禁止されている。ブラジルでは、乳幼児用食品への健康強調表示が禁止さ

れている。イスラエルでは、乳児の消費を目的とする食品の健康強調表示と機能強調表示

が禁じられている。

乳幼児を対象とする健康強調表示の禁止は、議論の多い課題である。このような強調表

示を禁止する条文が、2001年の健康強調表示に関するCodexガイドライン草案に組み入れ
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られた。そしてそれ以来討論の主題となっている。産業側は、強調表示が「適切で、真実

で、科学的証明があり誤解を与えるものではない」のである場合、それが特に商品につい

て重要な情報を伝えるものであれば、乳児向けだから禁止するということに根拠はない、

とする立場を採用している
284
。にもかかわらずCodex食品表示部会第31回会合において、こ

の部会では、WHO母乳代替食品マーケティング国際規則を考慮の対象にすべきであると

いう世界保健機関総会での決議を引用して、代表団の過半数は禁止を支持することを表明

した。国際的な特定の食品産業組織の反対があるものの、「栄養および健康強調表示は、関

連のCodex基準または各国の規制で特別に定められている場合以外、乳幼児用食品には認

めてはならない」と合意された
285，286

。

この課題はまた、欧州委員会でも議論を呼ぶものとなった。食品の栄養および健康強調

表示に関する制度の初期の草案では、子供にしか用いられない、あるいはもっぱら子供向

けの健康強調表示は禁止することとされていた。しかしながら、この条項は欧州委員会が

採択した案からは省かれていた。その理由として、このような強調表示の禁止は、食生活

上価値があると考えられている行動、例えば、子供の果物野菜消費の促進を阻害するため

である、と説明された。

4.2.7 食事摂取量と公共保健におよぼす健康強調表示の理解

健康強調表示の公共保健へ影響の評価

食品の健康強調表示は、消費者の健康の利益と商業的利益という2本立ての達成目標が

ある。商業的見地からは、健康強調表示使用の成果は一様ではない。アメリカ合衆国とヨ

ーロッパの証拠では、それらが市場シェアを増加するとしているが、同時に健康強調表示

した食品が市場の顕著な失敗となった例もあった
287，288，289，290，291

。消費者が健康強調表示の

使用に好意的であるという指摘はいくつかあるが
292
、公共という土俵の中では、強調表示

の有効性について議論されている。不運なことに、健康強調表示の効果に関する証拠を集

め、呈示するというのは難しい課題である。健康強調表示がより栄養的な食品の売り上げ

を増加し、健康的な食習慣にも合致していると発言する健康表示の専門家もいるが
293
、食

品選択が健康によい方向で行なわれる影響を健康強調表示が与えている証拠はほとんど見
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られない
294，295

。また、健康強調表示が長期的な健康増進に繋がるか疑問だとするする専門

家や健康に関係のある組織、あるいは消費者団体の意見もある
296
。

健康強調表示の効果に関する研究は、主にアメリカ合衆国での政府の調査であるが、調

査結果は必ずしも一貫したものではない。しばしば引用されるFDAの報告書は、健康強調

表示が明らかな公共的な健康の利益を有するという見解を支持していなかった
297
。この研

究は、1997年に食品購入者を対象に実施されたもので、消費者は健康強調表示が容器に記

載されているときに、それを読むことはほとんどなく、強調表示よりも他の健康に関連す

る利点を食品に見ている。その見解では、「健康強調表示のインパクトは、商品の健康の

利益についてより正確な認識を与えていると結論することは難しい」としている
298
。

対照的に、FTCが手がけた報告は非常に肯定的なものであった。FTC調査では、ある朝

食用シリアルが広告とラベル表示で健康強調表示を1985年から1987年の間に行なって、「お

おむね200万の家庭が、あらたに繊維量が多いシリアルをこの3年間で消費するようになり、

従って、約200万家族で各人の大腸癌リスクが低下した」と指摘している
299
。食物繊維と癌

予防に関係があるという認識は、特に非白人、喫煙者、女性世帯主家庭の女性の間で普及

していた。とりわけ、健康強調表示は広告の中で行なわれているという事実に鑑みて、メ

ディアがこれらグループの一番の情報源であるだろう
300，301
。このFTCの研究はまた、高脂

肪、高コレステロール食品の１人あたり消費量は、広告中の健康強調表示の規制がより緩

やかであった時期―1985年から1990年―に、一番急激に低下した、とも指摘した。それで

も、FDAの科学者は、これらのFTCの研究はこれに替わる「情報変数」を十分考慮に入れ

ていないと述べている
302
。

健康強調表示の効果を評価する上での問題は、健康強調表示のある食品を消費する人が、

強調表示以外のメッセージ（宣伝や新聞記事）にも影響されているからであり、また健康

知識が改善しても必ずしもより健康に良い食事をするとは限らないためである
303
。様々な

研究で相反する証拠が上がっていることを認識し、カナダ保健省がまとめたディスカッシ

ョン・ペーパーは、以下のように結論している：
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「現時点では、食品ラベルに記された健康強調表示は、各人の食生活全般に関わる様々

な意思決定と食品選択への影響を示すデータはない。行動変化の動機付けには複雑な

過程があるため、健康強調表示の影響が公共の健康にも及ぶというデータが散見され

るだけであることは驚くべきこととはいえない
304
」

健康強調表示が食習慣に与える効果は、富裕層で個人の健康に関心を持つ小集団に影響

を与えるだけであるという議論もある
305
。産業側の分析は、「未来食品」が長期的に商業的

成功を収めるとすれば、より富裕な層を対象として、健康意識が高く健康強調表示と機能

的な利益をもつ食品に支出する意思のある消費者向けに商品開発し、一方、割り増し価格

を払う余裕がない消費者を「健康と幸福」市場から除外する「2層」の市場をつくること

であると指摘している
306
。

健康強調表示による食品の過剰摂取という潜在的影響の規制

食品の健康強調表示による望ましい公共の健康の利益とは、より健康に良い食事である。

健康強調表示は健康に良い商品の選択と消費を促進することを意図するが、それはまた、

特定の商品や栄養成分の過剰な摂取を促進する効果もある。この潜在的問題は、しばしば

現行の規制でも認識されている。

健康強調表示は、特定の栄養成分の消費や強調表示される健康状態が、良好な栄養、健

康を導くと不注意で解釈される可能性がある
307
。これは、特定の商品の過剰な強調、ある

いは過剰消費を導くこともある。健康強調表示のある食品はまた、非常に少量の原材料を

含んでいるため、健康の利益を得るには、過剰消費せざるをえないこともあり得る。こう

した潜在的には悪い効果を告知する狙いもあり、Codexガイドライン草案では、健康強調

表示は、「食事全体を勘案する中で」されるべきものであると明確に定義している。ガイ

ドライン草案はまた、健康強調表示は「いかなる食品もその過剰消費」を看過または奨励

するものではなく、「良好な食習慣を軽んじる」ものであってはならないと、求めている。

これらの条文はまた、多くの国の制度にも含まれている。同様に、「強調表示されること

による利益は、食事全体を勘案する中で、食品または食品成分の適切な分量の消費により

栄養表示と健康強調表示の策定、実施と有効性をめぐる諸論点

第

4
部



得られなければならない」とする条項が、制度に典型的なかたちで含まれている
308
。類似

のガイドラインは、証明の基準でも用いられている。例えば、オランダの健康強調表示の

科学的証拠に関する実施規則は、「（科学的）データは、対象母集団における通常の使用

（消費分量）に関するものでなければならない」と述べている
309
。PASSCLAIM行動計画に

よる健康強調表示の科学的証明のための基準草案では、科学的研究で評価を受ける食品ま

たは食品構成物質の量は「それが前提としている使用と消費のされ方に一致するべきであ

る」と述べている
310
。

制度の視点から、かなりの議論があるのが、強調表示された食品の食品分類、あるいは

「栄養プロフィール」／「栄養的基準」である。菓子類や塩分、脂質の多いスナック、あ

るいは高脂肪と砂糖でできたビスケットやケーキの類の食品に栄養強調表示や健康強調表

示を付けることは、これらの食品の消費を増やすことになり、それ故に健康的食事につい

て混乱したメッセージを与えているという懸念が上がっている。日本の例では、一部の特

定保健用食品は、菓子商品、スナック食品と清涼飲料である
311
。このように、健康強調表

示は特定の栄養プロフィールをもつ特定の食品や商品に禁止すべきだとする指摘があるが、

これは食品産業側から反対の多い方法である。

食品への健康強調表示を制限するには、3種類の規制モデルが可能である：強調表示を

禁止する食品は、（a）特定の食品の一覧あるいは食品のタイプ、（b）特定の栄養プロフィ

ール／基準（１食あたり）を持つもの、（c）特定の栄養プロフィール／基準（100gまたは

100kJあたり）を持つもの
312
。健康強調表示に関するCodexガイドライン草案は、これらの

いずれの制限も推奨していないが、次のように述べ、各国がガイドラインを策定すること

は認めている。

「健康強調表示は、特定の強調表示に使用資格を付与するあるいは付与しない条件を定め

る明確な規制枠組みを有していなければならない。適格な国の機関が、ある栄養成分また

は構成成分を、疾病リスクまたは健康に悪い影響を与えるものを増大させる量を含む食品

について健康強調表示をすることを禁止できる権限についても、ここに含まれなければな

らない」
313
。
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一部の国では、特定品目について「食品分類」方式が採用されている。健康強調表示は

乳児用食品には禁止する、というようなものである（第4部4.2.6参照）。欧州委員会制度の

提案では、痩身と減量についての強調表示を禁止することで、減量用の商品に健康強調表

示が付与されることを効果的に防いでいる。この方法が健康強調表示を制限する包括的な

仕掛けとして活用されているのではなく、限定的な形で適用されている。近年実施された

カナダの健康強調表示制度では、初期の草案は、「健康的食事の食品指針」中の「その他

食品」の一覧にあてはまる食品（例．油脂食品、ほぼ砂糖だけの食品、高脂肪／高塩分の

スナック食品、アルコール、清涼飲料）への健康強調表示を禁止していた
314
。しかし規制

当局は、このモデルで推し進めることは断念し、代わりに複合的な方式を採用した。現行

の規制は、ある栄養適格基準に合致する商品にのみ強調表示を認め、一方の食品分類に基

づく別の基準を取り入れている
315
。最初の三つの強調表示（表３に一覧表）は、エネルギ

ー量が低い（１食分あたりあるいは参照量あたり）
b
食品には表示できない。果物と野菜は

この例外とする。果物、野菜と癌に関する強調表示は、特定の種類の食品にはできない
ｃ
。

一方、口内健康に関する強調表示は、ある形態のチューインガム、飴、あるいは呼気のリ

フレッシュ商品には適用可能である。

アメリカ合衆国では、健康強調表示に「１食分あたりの栄養基準」方式が採られている

（構造／機能強調表示は含まれない）。「ジェリー・ビーン・ルール」と呼ばれるもので、

FDAによる事前承認が必要な商品は、それが（１食分あたり）脂質13g、飽和脂肪酸４g、

コレステロール60mg、あるいはナトリウム480mgを超える量を含むときは、健康強調表示

記載の資格は排除される
316
。食品は、ビタミンA、ビタミンC、カルシウム、たんぱく質あ

るいは食物繊維について、含有量が規定量以下（１食分あたり）であってはならない（果

物と野菜は、この要件の適用外）。この規制を実施した5年後に、甘味ビスケットとマーガ

リンに健康強調表示がされることはなくなり、27ある健康強調表示付き食品の21品目は、

シリアル商品となっている
317
。FTCの調査によれば、同様に、炭酸飲料、デザート、菓子、
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ｂ：食品のエネルギー量は（a）参照量あたりおよび表示されている１食分あたり、もし参照量が30ｇ、30mlまたはそれ未満の場合
は50ｇあたりで40カロリーまたは167kJ以下；あるいは（ｂ）包装済み食品の場合は、100gあたり120カロリーまたは500kJ以下。

ｃ：（�）イモ類、ヤムイモ、キャッサヴァ、オオバコ、トウモロコシ、マッシュルーム、豆類およびこれらのジュース、（�）野菜
または果物で、調味料、添え物、薬味として使われるもの。マラスキーノ・チェリー、果物の砂糖漬け、果物の砂糖煮、オニオン・
フレークを含む、（�）ジャムまたはジャムタイプのスプレッド、マーマレード、保存食、ジェリー、（�）オリーヴ、（�）粉末野菜、
粉末果物。



ドーナッツ、塩味スナックは、（広告中の健康強調表示が）現在ほとんどなくなっている

と指摘されている
318
。それでも、消費者団体の「公共科学センター（Center for Science

in the Public Interest）は依然、脂質量が高い食品への構造／機能強調表示がこの規制を

浸食してしまうことを懸念している
319
。

EC委員会提案の制度は、栄養的側面に基づいて食品への強調表示使用を制限すること

になるだろう。総脂質、飽和およびトランス脂肪酸、糖類、ナトリウム／塩には、特別な

考察がされている（第14条）
320
。これは、初期の草稿では要求されていなかった。現在規

制策にこの方策を取り入れることにより、栄養プロファイリングが不適切であり、なぜな

ら「『良い』あるいは『悪い』食品というものはなく、むしろそれは『良い』あるいは『悪

い』食事である」ためである、という議論に応えている。この議論が科学的に正しいとい

う認識をとりつつ、規制策は、健康強調表示をしている食品は、それでもなお消費者から

は「良い」または「悪い」と受け取られていることに注意を促している。このような受け

取り方があることは、適正な消費が望まれる食品が、より多量に消費されることがあるこ

とになる。現時点で特定の栄養プロファイルはまだ開発されておらず、この事案が微妙な

ものであるために、規制では栄養基準は「慎重かつ充分な検討の後に」のみ確立されると

表明している。

強調表示が付与される食品を制限する3つの取り組み方には、それぞれに長所と短所が

あることが分かってきた
321
。少数の簡単な規則を使うのであれば、それは実際的な利点で

あるといえるが、一方でより多くの厳格な基準があれば、ある食品を含めたり除外したり

する際の曖昧さを防ぐことができる。栄養プロファイリングというモデルを採用すれば、

健康強調表示をもつ食品に顕著な影響を及ぼすことができる。オーストラリアとニュージ

ーランドで健康強調表示を策定したときの過程の一部で（Box10参照）、栄養プロファイリ

ングでの「１食分あたり」と「100gあたり」での違いについての分析を行なった。これに

より、例えば白米は、基準が１食分あたりであれば適格だが、100gまたは100kJあたりで

はそうでなく、玄米の場合はその反対になるということが明らかとなった
322
。
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4.3 貿易協定と栄養表示および健康強調表示の規制

貿易協定の目的の一つは、規制が貿易に非関税障壁として影響を与えることを制限する

ことである。栄養表示や健康強調表示の場合のように規制が必要であると認識される場合、

貿易協定は、各国が等しい規制を設定するよう協力することで貿易障壁を減らすことを助

長する。

食品表示や強調表示の規制によって生じる貿易障壁を減少させるために採られた措置が、

世界貿易機関（WTO）の貿易の技術的障害に関する協定（Agreement on Technical

Barriers to Trade of the World Trade Organization 1994）である。この協定は、3つの方法

で障壁を減らすように作用している。第1にそれは、各国が公式に明確な合意を通じ他国

の基準を受け入れる（「基準の同等性」）ことを促進している。第2にそれは、各国がそれ

ぞれの国の基準を国際的な基準と調和させることを義務づける（国際基準が、各国の状況

の中で効果的ではない、あるいは不適切であるときはこの限りではない）。第3にそれは、

各国の基準が変更されれば、世界貿易機関および相互間に対して、WTO照会所を通じて

通知することを義務づける。その結果、各国は他の国からの質問に隠しだてなく返答しな

ければならない。

この協定の下、各国政府は表示の基準が原因で貿易制限が起きる場合は、「法的正当性

のある目的」があることを証明しなければならない
d
。協定の解釈は、制度が追求されるべ

き目的と不釣り合いではなく、全く貿易制限的措置ではない限り、公共の健康と消費者へ

の情報は法的正当性のある目的として用いることが許される。特に、この協定では次のよ

うに述べられている：

「技術的規制は、法的正当性のある目的を達成するために必要とされる以上に貿易制限

的であってはならない。この場合、目的達成ができないことで生じるリスクが勘案され

る。このような法的正当性がある目的は、他のものにもまして人の健康または安全の保

護である。こうしたリスクを評価する際に関連する検討要素は、他のものにもまして、

入手可能な科学的、技術的情報である」
323
。
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ｄこれは、植物の検疫に関する協議と紛争で「科学的な正当化」を要求している「検疫および植物検疫措置に関する協定」よりは、
厳格性が低い。



この協定は、Codexへの国際協調を明確に義務づけてはいないが、Codexの基準とガイ

ドラインは各国の規制を方向付け、判定するための基準として用いることができる。Codex

は各国の規制に情報を与え、非公式的であれ公式的であれいかなる論争も生じる可能性を

減少させることが意図されている。国際貿易においては、Codexは、各国がそれを超えて

はならない法的な屋根として機能している。このようにして、もし各国の規制がCodexの

基準やガイドラインを凌駕したり無視したりするなら、貿易障壁として異議を申し立てら

れることになる。とはいえ、リスク評価によってその基準は安全でないと指摘されるなら

ば、各国はCodexを超える、より厳格な規制を課することが可能である。

国際貿易に関しては、各国それぞれの基準を設定する際に、各国政府に一定程度の柔軟

性を認めることが、Codex栄養表示ガイドラインや健康強調表示ガイドライン草案の次の

バージョンの傾向である。例えば、特定のガイドラインは、栄養成分一覧（「各国は、そ

の国の定めに従って、栄養成分を追加することができる」）、トランス脂肪酸のラベル表示

（「各国は、トランス脂肪酸のラベル表示を許可できる」）、そして健康強調表示（「健康強

調表示は各国の健康政策に沿うものでなければならない」）において各国が異なる規制を

してもよいと認めている。この方法は、多くの国が既に、Codexの影響力を考慮に入れる

必要性なしで、栄養表示や健康強調表示についてその国での基準を設定している現状を反

映している。それゆえCodexは、各国の改訂や新たな基準の策定に方向付けを与えつつ、

自らの合意形成過程を通じて、これら各国ごとの違いを反映させている。この柔軟性によ

って、意見が多岐に分かれる事案についても各国間である程度の合意に達することができ

る。この柔軟性がもたらす潜在的な結果として、注目すべきものが二つある。第1に、各

国特有の栄養的文化的環境に合致するように仕立てられてきた制度をより有効性の高いも

のに育成する潜在力をもつ。第2に、国際貿易についての含みを持ちつつ、各国が基準を

他国よりも高くまたは低く設定することを容認する。

国際貿易の当事国間では、農産品のラベルが貿易の潜在的障壁になるのではないかとの

懸念が表明されている
324
。これは潜在的に、栄養表示、量的原材料表示、健康強調表示を

あらわしている。
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4.3.1 潜在的な貿易障壁としての栄養表示

食品の表示制度は、様々な方法で貿易を制限するという潜在性をもつ。すなわち
325
、

＊食品の輸入をより困難にする。

＊成分と書式について詳細な表示要求がある場合、透明性の問題を生じる。

＊国産品と輸入品の間に差別化が生じる。

この報告書で示されているように、かなり多くの国が、もし栄養強調表示がない場合は、

任意での栄養表示を要求することによりCodexガイドラインに従っている。現在栄養表示

規制を導入する、あるいは発展させている国は、積極的にCodexを活用している。しかし

なおも、国ごとに顕著な違いが残されており、潜在的に貿易を制限していることが示され

ている。これらの違いは、輸出業者は輸出相手国ごとにラベルを変更しなければならず、

規模の小さい食品メーカーは、大規模な食品メーカーに比べると潜在的にはより大きなコ

スト負担を強いている
326
。貿易という言葉の前後で、最も重要なのことは、一部の国で義

務的ラベル表示が強制されていることである。

アメリカ合衆国は、Codexの基準を上回る制度であるにもかかわらず、1990年に義務的

栄養表示を導入した。この制度を策定しているときに、FDAはアメリカ合衆国が貿易相手

国と調和しなくなることを完全に認識しており、この制度により外国企業がラベル変更し

なければならなくなること、栄養成分の試験を追加しなければならなくなること、そして

食品輸入業者のコスト増となることを認めていた
327
。オランダ健康省のメンバーは、この

新しい規制を次のように描写している：

「1974年以来、アメリカ合衆国の栄養表示の歴史上もっとも凄まじいこの出来事は、

NAFTA（北米自由貿易協定）の加盟国にとって衝撃となったばかりでなく、それが義

務的な性格を持つということで、全世界を混乱に陥れた。NLEA（栄養表示教育法）は、

Codex栄養表示とは非常にかけ離れたものであり、GATT（関税と貿易に関する一般協

定）の2．2条に違反するように見える」
328
。
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この規制に続いて、カナダとアメリカ合衆国は、北米自由貿易協定があるにもかかわら

ず、お互いの栄養表示を受け入れることを拒否した。この協定は、加盟国がその技術的規

制を調和させるよう要求しており、過去には新たな相互的規制策を策定する計画もあった
329
。アメリカ合衆国に反対する行動はなにもとられなかった。欧州委員会高官は、この義

務化された要求は貿易障壁であり、苦情申し立てを検討中だが、栄養表示がヨーロッパで

も最終的には義務化される可能性もあるので、まだ反対するという決定はしていない、と

論評した（P. Deboyer、個人的情報提供、2003/3）
330
。（OECD経済協力開発機構が作成し

た資料が指摘するように）論争が拡大することはなさそうである。なぜならば「ラベル表

示の要求は直接的には単に商品容器に影響するだけであるからだ。輸入業者にとっては、

別のラベルと容器の材料に別の操業ラインを充てることは、商品自体に影響する別の基準

に適合することよりはたやすいことであろう」
331
。

この時以降、より多くの国が義務的栄養表示を導入した：オーストラリア、ブラジル

（そしてさらにMERCOSUR加盟3か国）、カナダ、マレーシア、およびニュージーランドで

ある。これら諸国は、世界貿易機関の照会所を経由して貿易相手国に通知を行なっている

が苦情は出されていない（ただしブラジルは、以下で説明しているように、域内貿易グル

ープ加盟国から法的苦情を受けた）。これらの国の義務的ラベル表示規制策定に強く関与

した政府職員は、規制策は国際貿易紛争で異議申し立てを受けることはないだろうとの自

信を示した。その理由として：

＊アメリカ合衆国が前例を作っている。

＊規制は、消費者への情報と公共の健康という法的に正当性のある目的によって、正当

なものと認めることができる。

＊ラベルは比較的容易に容器に追加できるので、別のラベルを追加する費用はおそらく

貿易紛争を起こす費用より安くつく。

＊貿易の技術的障害に関する協定は貿易紛争の根拠として使われたことはなく、どの国

もそれを験す最初の国になりたいと考えてはいないと思われる。

地域レベルでは、国際協調に向けた流れがある。北米自由貿易協定の中で、カナダは新

しい規制により基本的に貿易障壁を取り除いたので、食品メーカーが国ごとに別のラベル
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を作る必要はもはやない。欧州委員会はまた、ヨーロッパ全域で義務的ラベル表示の導入

を検討中である（第3部3.1参照）。義務的ラベル表示は国際貿易に影響を与えることを認識

する一方で、欧州委員会保健消費者保護総局の食品法の長は、以下のように述べた：

「…義務的ラベル表示は、市場への道を閉ざすわけではないという意味で、より穏やか

な種類の貿易障壁だが、より複雑あるいは高くつくものである。とはいうものの、これ

は一般的に経営者たちには受け入れられている。アメリカ合衆国はこれを10年かそこら

前に義務化したわけであり、義務的ラベル表示が世界貿易機関で異議申し立てされるこ

とは、考えられない」（P. Deboyser、個人的情報提供、2003/3）。

地域貿易集団のMERSUCORでも、最近興味深い進展があった。2001年、ブラジルは（健

康的な食事の増進と肥満予防という公共の保健上の優先課題を根拠に）義務的な栄養表示

の導入を決定した（Box5参照）。この決定によって、MERSUCOR加盟4か国は、この課題

を協議しなければならなくなった。議題とされたのは：100gあたりに代わる1人あたりの

栄養成分表記の実行可能性、1日摂取量比の採用、ラベル表示を義務化するかどうか、そ

して公衆への情報キャンペーンの必要性であった。2年にわたる討議の後、これら諸国は

ラベル表示の強調基準を策定した。2003年12月のMERSUCOR決議44/06で、アルゼンチン、

ブラジル、パラグアイ、ウルグアイにおいて2006年8月に義務的栄養表示が求められるこ

ととなった
332
。栄養成分8種：エネルギー、たんぱく質、炭水化物、総脂質、食物繊維、飽

和脂肪酸、トランス脂肪酸およびナトリウムがラベル表示されなければならない。「各国

の法規をMERSUCORによって承認されている手段と両立可能なものにすることの重要性」

および「技術的貿易障壁を回避する」という目的に則り、ブラジルでは元の栄養表示制度

の部分的な変更を余儀なくされた（Box5参照）
333
。例えば、MERSUCORでの討議で多数派

が表示は多量の栄養成分のみとすることに賛成したため、鉄分、カルシウムは抹消された。

一方、アルゼンチンの提議を受け、トランス脂肪酸が含まれ、コレステロールは除外され

た（E. Recine、個人的情報提供、2004/1）。
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4.3.2 潜在的な貿易障壁としての量的原材料表示

量的原材料表示は、おそらく貿易という見地から、より議論の多いラベル表示手段であ

る。Codex食品表示部会の会合の間、食品産業と一部の政府は、量的原材料表示は貿易障

壁の象徴であることを確信すると強硬に主張した。食品会社は、オーストラリアとタイの

量的原材料表示要求に反対の声を上げ、そのようなラベル表示は任意原則で運用されるべ

きだと主張した。量的原材料表示は知的財産権侵害に該当するのではないかとの懸念もま

た表明された。しかし、ヨーロッパ食品法連盟は、量的原材料表示は欧州連合内で貿易の

障害にはなっていないと表明している
334，335

。

4.3.3 潜在的な貿易障壁としての健康強調表示

健康強調表示規制もまた、潜在的な貿易障壁である。技術的に、健康強調表示制度は、

国の規制に従わない強調表示をしている食品の輸入を妨げることにより貿易を制限するこ

とができる。上記は栄養表示についても言えることだが、健康強調表示は、容器の基本的

な部分であり、商品のマーケティングに最も重要な役割を果たしている点で異なっている。

このことは、健康強調表示は貿易を潜在的に制限する性格のものであるとの懸念が、栄養

表示との比較においてより多く表明されていることを部分的ではあるが説明するものであ

る。

潜在的貿易障壁として受け止められている一つの例として、発売前の事前承認という要

件がある。これには、欧州裁判所がオーストリアに不利な判決を下した事例がある。オー

ストリアは、政府の事前承認がない限り健康強調表示を禁じている。1999年、オーストリ

ア政府は、事前の承認なしに食品に健康関連情報を付与した食品会社数社を処分した。こ

れらの会社は、政府と争い、欧州裁判所にこの件を提訴した
336
。2003年1月、欧州裁判所

は、事前承認の要求は「追求すべき目的に照らし釣り合いがとれたもの」とは見なしがた

いので、「問題の商品が自由に移動する妨げとしてまったく正当化できないもの」を構成

すると述べ、オーストリアに不利な判決を下した。判決は続けて：
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「公共の健康保護を理由として食品ラベル表示に記載されている健康関連情報について

の事前申請手続きに起因して、商品の自由な移動を制限するような制度を正当化するこ

とができないことは明白である。問題の商品の製造者また流通業者に表示に示された事

実は正確であるとの証拠を提供する義務を課すなどのより制限的ではない施策が実際の

ところある」
337
。

消費者団体である食品国際消費者機構は、Codex食品表示部会第31回会合で、発売前の

事前承認という概念をガイドラインに取り入れることを検討するよう要請した。これは、

ガイドラインの関連する箇所で、健康強調表示は「適格な国の機関によって承認されるこ

と、あるいは承認されうるもの」でなければならないと明確に規定されているので不必要

であるとみなされた
338
。

健康強調表示規制は潜在的に貿易障壁的性格のものであるという懸念は、これらの制度

を調和させようという地域的および国際的な取り組みへと繋がった。健康強調表示の国際

的、地域的規制策の主要な目的の一つは、国家間の貿易障壁を取り除くることである。ヨ

ーロッパでは、健康強調表示について、部分的にヨーロッパ各国それぞれの定義、法律、

施策が行なわれていることが結果として貿易障壁になっているとの認識から、食品の栄養

強調表示および健康強調表示に関する規制が成立した。現在の提案の主要な目的の一つは、

「域内市場における商品の自由な移動を改善する」ことである
339
。オーストラリアとニュー

ジーランドで提案されている政策のガイドラインでもまた、健康強調表示は「必要以上に

貿易制限的」であってはならないという目的が取り入れられている
340
。東南アジア諸国連

合ASEAN加盟国もまた、健康強調表示の規制を調和させる作業を行なっているところで

ある。一番重要な動機は、域内での栄養強調表示と健康強調表示の科学的証明が、域内で

の食品、飲料の商業的流通に対する貿易障壁を抹消するというものである
341
。

国際レベルでは、提案されているCodex栄養および健康強調表示の使用に関するガイド

ラインが、明確に国家間の貿易協調を狙いとしている。各国は、Codexガイドライン草案

を各国の規制を策定、修正する際の方向付けに活用している。しかしながら、このガイド

ラインが貿易に及ぼす潜在的影響についての懸念は残る。議論のほとんどは、「健康強調
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表示は各国の栄養政策も含めた健康政策に合致したものであり、そして適用可能であれば、

そうした政策を支持するものでなければならない」という序文条項に集中している342。こ

の条文は1996年の最初のガイドライン草案に、ノルウェー代表団の提議により盛り込まれ

た。2001年のCodex食品表示部会において食品産業業界団体の国際食品雑貨工業会が、「貿

易障壁を作りだす」との理由で、この条文は完全に削除されるべきである、と提議した
343
。

翌年、アメリカ合衆国代表団もまた、「これは国際協調という目的に叶わないものである」

と述べて、反対をした
344
。しかしながら、「適用可能であれば」という文言は、各国がその

国での保健あるいは栄養政策をもたない場合を考慮して取り入れられた。いくらかの反対

はあったものの、この条文はガイドライン提案には残されている。
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結論

ここでは、栄養表示と健康強調表示に関して現在行なわれている規制を概観し、これら

の規制を策定、実施する様々な方法を描き出し、そしてこれに関連する公共の健康につい

ての論点に特に注目をして検討した。

栄養表示と健康強調表示を巡る世界的な環境は、ある程度の協調と、しかしまた大きな

違いによって特徴づけられている。各国のそして地域的な規制、そしてCodex食品規格ガ

イドラインは引き続き作業が続けられており、その結果、不断の変化が起きている。多く

の国では食品の栄養表示と健康強調表示に規制を加えているが、そうでない国もまた多く

ある。国によって類似点が見られるが違いも顕著である。栄養表示は健康強調表示に比べ

て、より広く規制されている。世界的には、協調への動きがあるが、しかし各国にそれぞ

れの状況があり国によって規制の発展段階が異なり、それに応じた違いもまたある。

栄養表示については、栄養情報を明示するという概念、そしてその必要性を積極的に受

け入れようとする流れがあるように思われる。表示があることで消費者は食品選択が助か

るし、ラベルを標準化するためには規制が必要であることは広く信じられている。しかし

ながら、表示を義務化するのか、どの栄養成分を記載するかについて、各国の間で違いが

残されている。

健康強調表示の場合は、これよりはるかに議論が多いところである。栄養素機能強調表

示は、その他の機能強調表示や疾病リスク低減表示より幅広く受け入れられている。これ

は、疾病に言及すると、治療、予防や処置を暗示することになるという懸念によるもので

ある。意見の相違は、公共健康の利益、科学的証明の基準、実施の仕組み、表示が行なわ

れる食品、そして規制の仕方が国際貿易の障壁にならないか、についても残されている。

規制当局は依然、強調表示が誤解を与えたり混乱を招いたりする可能性があるのではない
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かという問題に注意を払っており、制度がない場合の落とし穴を考慮しつつ、国際的、各

国別、地域的に、健康強調表示規制を策定し協調させる試みがなされている。

Codex食品規格委員会は、WHO/FAOの共同組織で食事と栄養に関連した公共の健康と

いう目的を達成するための役割を担っている。各国間で統一性がないため、Codex食品規

格委員会にとって、栄養表示と健康強調表示に関して普遍的な基準とガイドラインを整備

することは、常に困難な仕事である。しかし、Codex食品規格委員会は、各国に情報と方

向付けを与え、様々な運営方法がなされているところに調和を促進していく上で、必要不

可欠な手順である。栄養表示規制は貿易に関連した事案で一定限度の議論を引き起こした

が、健康強調表示規制の国家間での違いは、将来この分野で難しい問題を提起することに

なろう。地域的、国際的な類似と国家間での違いの両方を念頭に置いた規制策の策定を促

進するためには、国家間の協力をいっそう拡大することが求められる。

栄養表示は、消費者の健康により良い食品選択を助ける効果的な手段となり得る。同時

に、ラベルは消費者が難なく理解できる体裁で表示されなければ、混乱を起こす可能性が

ある。従って規制は、健康への配慮も前面に据えつつ、複雑な栄養情報の消費者理解を促

進するものでなければならない。

健康強調表示に関しては、現時点で、それが食事と公共の健康に効果を与えているとい

える満足な証拠はない。健康強調表示があれば、消費者がより健康に良い商品に惹かれる

ということを示唆する調査結果もいくつかあるが、個人（そして国民）の食生活全般に、

健康強調表示が与えている影響が肯定的あるいは否定的であるか明確ではなく、各種の強

調表示の相対的な効果も同じく明確ではない。栄養教育、食品選択、バランスのとれた食

事において健康強調表示が果たすべき役割についての理解はあまりにも小さい。健康強調

表示の利益を最大限生かすために必要な栄養教育は、だれが責任をもって行なうのか、公
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共の健康への影響はだれが目を配るのかについてもまた、明確ではない。これらの点につ

いて規制は、枠組みを設定しどの強調表示が適切でどれが禁止されるべきかをはっきりさ

せることによって重要な役割を演じることができる。

結論として、栄養表示は、消費者が健康によい食品選択をする手助けとして効果的な手

段となり得るが、健康強調表示は、それが食事と公共の健康に効果をもたらしているとい

える証拠は不十分である。栄養表示と健康強調表示には健康を促進させる可能性があり、

制度によってそれを実現させることができる。ここでの検討では、各国が規制枠組みを構

築するに当たっては、多くの様々な取り組み方があることを示した。栄養表示と健康強調

表示が本来秘めている力を最大限実現し、公共の健康を増進するためには、あらゆる人び

との間での長期的な食事の改善を基本的目標として制度を発展させていくべきである。

栄養表示や健康強調表示がそれぞれの国の食習慣改善に力を発揮できるかどうかは、そ

の国民による健康によい食品選択のための動機付けと教育に大きく依存している。だが、

これだけでは限界もある。もし大きな変革をもたらすとすれば、個人レベルだけでなく国

民レベルで、増加しつつある食事に関連した非感染性の疾病に取り組む総合的対策の一環

に、栄養表示や健康強調表示対策が組み入れられなければならない。
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